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序章スコットランド経済史研究の回顧

1 iイギリス」の中のスコットランド

「国家Jと「地域」このニつの経済空間が歴史的にどのような相関をもっているのか， l)この

問題を考察する際に，スコントランドという地域の事例は無視できない意味を持っている。イ

ギリスの中の一地域であるにもかかわらず イギリスという「国家」の枠組みを相対化する存

在として，スコットランドは 1707年イ ングランドと合同してから現在に至るまで，その独自

な地位を保ちつづけてきたからである。

イングランドの北に位置し元来独立王国であったスコットランドは 17世紀末まで政治的に

イングランドと対等な地位を保っていた。 しかし， 1003年の「同君連合」を経て， 1707年のイ

ングランドとの合同条約百、eatyof Uni∞によって，aスコットランドはイングランドに吸収合併

され， イングランドを存続国家とする「グレート ・ブリテン連合王国Jthe Uni ted Kingdαn of 

Grcat sri tainが誕生するに至ったJそれ以後 通称「連合王国」または「グレート・プリテ

ンJ， 日本では「イギリス」と俗称される国家の枠組みの中で，スコ y トランドはイングラン

ドと一面共通の歴史的軌跡、を描いてきた。 しかし他面では，金融， 司法，教育，宗教などの多

くの分貯において スコソ卜ランドがイングランドとは遣う独自性を合同後 今日に至るまで

の2s的年間一貫して堅持してきたことは，注目に値する。金融分野においては，ノj、額紙幣の発

行，地方支庖網の展開，株式銀行の確立など スコットランドは常にイングランドより一歩先

んじ， イギリス金融体制の形成過程においてむしろ先進的な役割を果たしてきたfさらにス

コントランド銀行券やロイヤル銀行券 Sが現在なお域内で流通していることから見られるよう

に，スコットランドの金融体制は執効にイングランドのそれと一線を画し，その独自な地位を

保とうとする姿勢が強い。金融制度のほかにも，初・中等教育制度の早期確立，@長老会派を

中心とする宗教風土， η 大陸法的な性格が残っている司法体系などから窺われるように，a多く

の分貯において，スコントランド独自の制度が現在なおその地域社会を強〈規定しているので

ある。

このように，様々な分貯にわたって自らの独自性を堅持する姿勢は，第二次大戦後に「スコッ

卜ランド国民党JScottish National Partyの結成 9とそれが率いる一連の独立運動の高揚にまで

至らしめた。即ち，スコ y トランドのイギリスからの独立実現を党綱領とする政党として，

1928年に「スコ ットランド国民党」が結成され，第二次大戦を経て 1970年代中央まで同党が

主導するスコットランド自治拡大運動や独立運動は民衆から多くの支持を得て， 1976年には時
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の労働党政府に「権限委譲」案反voluti∞を発表させるほどの大きな成果を収めることができ

たY しかし ，197q年にサ ッチャ一保守党政権が成立すると，民営化や規制緩和の断行ととも

に中央政府によるスコットランドへの行政指導が一転して強化されるようになった。11) 形勢逆

転によりスコ ットランドの自治拡大運動も後退を余儀なくされた。しかし，これ以降 15年以上も

続いた保守党の強硬姿勢に対 して反援が強まり 19:均年代後半から再び独自な議会の設立やイ

ングランドからの完全独立を主張する声が，スコットランド内部から高まってきた。ωやがて

lω7年の春に成立したブレア労働党政権のもとで 同年 9月11日に行われた住民投票により

2C削年におけるスコッ卜ランド独自な議会の設立案が承認されるに至った。1] この画期的な出

来事をもって，スコ y 卜ランドが独自な立法・行政権限を持つ自治地域を目指して大きな一歩

を踏み出しただけではなく 連合王国自体の政治構造も今後ドイツのような連邦制へ徐々に移

行してゆく方向性が新たに庁、されたと看ることができる。l心いずれにしても 1707年に独自な

議会がイングランドに吸収合併された後 ~年間にわたってイングランドとは違う地域的独

白性を堅持しつづけ，ようやく 21世紀の起点、に再び独自な議会を取り戻すに至ったことは，

スコットランドという地域がヨーロッパにおける「国家J と「地域Jとの歴史的な相互関係を

考察する上で，いかに重要な事例であるかを示すものであろう。 そこで次に このスコットラ

ンド地域と連合王国との独特な相互関係を生み出した原点一合同体制に関する研究の動向を，

スコントランド経済史研究に即して一瞥しておこう。

2研究史

①スコ y トラン ド

今世紀に入って，最初に体系的スコットランド経済史研究に取り組んだのは孔ハミルトン

である。 1932年に刊行された『スコットランドにおける産業革命』ゆという著作の中で，ハミ

ル卜ンはイングランドとの合同によって，スコットランドは膨大な域外市場を獲得し，それが

間接的に 18世紀後半からの農業，牧畜業，製造業，貿易の発展を促したという見解を示しな

がら， l707年の合同は スコッ 卜ランドの近代化過程の一つの転換点だと強調し， lθ合同体制の

歴史的な役割を積極的に評価している。また 本論文の問題意識からすれば ハミルトンが最

初に「産業革命」と L寸概念をスコソトランド地域の経済史分析に適用したことも看過できな

い。幾多の「イギリス産業革命」論者のようにスコ y トランドをイギリスの一地域として見る

のではなくて，ハミルトンは明らかにイギリスからは相対的に自立した経済地域として，即ち

一つの実体性を具えた経済社会として スコットランドを認識しているからである。その意味
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で，ハミルトンの諸研究業績は， Iスコッ 卜ランド経済史」を「イギリス経済史」から分離，

独立させた意義を持つということができょう。

ハミル卜ンに続いてようやく第二次大戦後の 1963年に， I合同」の経済背景を丹念に分析

した著書一『合同前夜におけるスコットランドの貿易状況 1任分1707~ 1η を発表したのは T.C.ス

マウトである。スマウトによると，すでに 17世紀末にスコットランドの貿易構造はイングラ

ン ド一辺倒の性格を持つようにな り，それが一つの経済要因となって 1707年の合同が促され

たということであるY貿易関係以外に関しては合同後のスコッ卜ランドとイングランド或い

は連合王国との経済関係について，同書の中で具体的な言及が見出されないが，19:j7年秋に京

都大学で行われた講演会で 19) スマウ卜は両地域の経済関係について次のような見解を示した

ことは注目に値する。即ち もしスコットランドが 18世紀においてなお独立の地位を保って

し1たとしたら，独立国家としてのスコントランドがベルギーやデンマークのように自力で一つ

の近代的工業社会へと発展していくことができたということ は 考えられないことでもないで

あろうと。スコントランドが自力で経済発展を成し遂げえる可能性をスマウ トが 19:j7年とい

う時点で指摘したのは 前述したスコットランド自治拡大運動の進展と無関係ではないように

思われる。 この重要な論点、は後の検討に譲り ここではさしあたり 1~削年代以後の研究動向

を続けて追ってゆくことにしよう。

スコ ットランドとインクランドとの地域間関係について 1~削年代においてハミルトンと

スマウ卜がそれほど注目していなったのに対して 最初に両地域の経済関係に注目した研究者

は， R. H.キャンブルだということができる。キャンブルは 1%5年に刊行された W1707以後のス

コットランドーある工業化社会の誕生』 却という著作の第一章で 両地域の合同前後の関係に

ついて次のような見解を明快に示している。即ち 合同後に両地域の経済関係はすでに合同前

の競争関係、から補完関係、へ転換していったが，イングランドとの対抗意識は依然としてスコッ

卜ランド内部に保持されたということである。21) この認識を前提として イングランドに対抗

できるような経済社会がいかにスコットランドの土着勢力によって築き上げられてきたのかを

分析し，それを通じてスコントランドという地域の具体像を描き出そうとするところに，キャ

ンフルのスコ y トランド研究の最も重要な意義が認められるといえよう。

このように l蜘年代はスコッ トランド経済全体が分析対象とされ 経済構造論的著作が刊

行された時代であるのとは対照的に， 1970・1900年代は分析対象が一つの産業分野に限定され，

精紋な研究成果が目指された時代だということができる。本論の問題関心からすれば， 1970年

代に出版されたスコットランド経済史関係の文献の中で T. M.デヴァインが 1975年に発表した
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『タバコ貴族j]W とA].デュリーが 1979年に発表した W18世紀におけるスコットランド亜麻産

業の発展』 却のニ冊が特に重要な意味を持っている。 18世紀中葉から北アメリカ植民地とのタ

バコ貿易で巨大な富と権力を築き上げたグラスゴウ商人の，立身出世過程を分析した『タバコ

貴族』という著書の中でデヴァインは，イングランドとの合同によってグラスゴウ商人は初め

て合法的に北アメリカ植民地とのタバコ貿易に従事することができ，その意味で合同体制はグ

ラスゴウ地域の繁栄に必要な前提条件を創出したと強調している。却また 分析対象は遣って

いるが， スコ y トランド亜麻産業史研究の第一人者とされるデュリーも，合同体制に関 してデ

ヴァインのそれと似たような見解を示している。即ち デュリーによると イングランドはス

コッ卜ランド亜麻製品の域外市場として非常に重要な意味を持つ地域であり，従ってイングラ

ンドとの合同体制が間接的に 18世紀スコットランドの亜麻産業の発展を促したということで

ある。羽

こうして 1980年代までの研究動向を回顧すると 合同体制がスコットランドが近代工業化社

会へ移行するための必要不可欠な役室IJを呆たしたことは 各研究者によって一致して認められ

ていることが看取できる。ところで問調。年代に入ると ハミルトンとほぼ同じ領域の研究に

携わっている1.D.ウイ ッ卜とC.Aワットリーが共通して 合同体制の歴史的役割に対してやや

否定的な評価を下ろし たことは注意を要する。ウイッ卜が 1995年に刊行した『産業革命以前

のスコットランド』 加とワットリーガ l鈎7年に出版した『スコットランドにおける産業革命』

加の二冊の著書の中で 両研究者は一致して次のように強調している。即ち 長期的に見れば

18世紀後半からの急速な経済成長はすでに 17世紀中葉からスコットランド内部で始まってい

た成長過程の延長であり，合同体制の歴史的な意義が 単にその内発的成長を促進したに過ぎ

ないということであるグワントリーからすれば，スコッ卜ランドの近代化過程において，イ

ングランドとの合同体制よりも，スコットランドの土着的要素 indigenou~)の方が遥かに重要

な役割を果たしている。スコットランドの土着要素を重要視する点、に関して キャンフソレ，ウ

イッ卜，ワントリー三者はほぼ同じ見解をもっているといえよう。

② 日本

日本で初めてイングランドとスコットランドとの合同問題を分析したのは，デフォー研究者

としての天川潤次郎である。 1C胤年に刊行された『デフォー研究』の中で 天川はデフォーの

考え方に依拠しながら，合同体制について次のように述べている。「結論からいって英・蘇合

序章スコットランド経済史研究の回顧 4 



併の第一の意義，ないしは政治的成果は，私はこれが 6， 7 0年後に到来すべきイギリスの古

典的産業革命の政治的前提条件となった点にあると思う。」ゆこの叙述から，合同体制の経済

的な:意義， しかもそれがスコントランドに与えた経済的影響よりも，合同体制のイギリス全体

に与えた政治的な来響の方を，天川は重要視していることが分かる。~デフォー研究』 全体の

内容から見れば，天川は基本的に連合王国という大きな枠組を前提にして，連合王国の形成に

おいてスコットランドが一地域としてどのような貢献を果たしたかを追究する観点から，スコ

y 卜ランド問題を見ているということができょう。

天川に続いてスコットランド近代経済社会の発展過程を体系的に分析したのは，北政巳であ

る。 1975年に出版された『近代スコットランド社会経済史研究』 とし寸著書の中で，北は合

同体制についてこう述べている。 iスコ y 卜ランドは， 1707年のイングランドとの合併により

連合王国を形成し その経済的従属を余儀なくされながらも独自な文化圏を固執する北方地域

として位置づけられた」と Jll) この叙述から分かるように，北は合同後のスコットランドを基

本的に連合王国の中の一後進地域として位置づけており 「イギリス自体の再生産構造の変

遷」という問題意識から スコットランド地域の発展過程を分析しているのである。

経済思想史の分貯では 田中秀夫が 1ffi1年に刊行した『スコットランド啓蒙思想史研究』の

中で，合同体制のスコ y トランドに与えた影響について 次のような考え方を示している。即

ち r合邦は名誉革命体制への合ーであり ロンドンとウエストミンスターというメトロポリ

スを中心として，そこから発せられた政治・経済・文化の様々な動きが・1 スコットランド全

域へと，薄められつつ伝わっていく」とPこの叙述から見れば，田中は基本的に合同体制を政

治 ・経済 ・文化全領域におけるイングランドによるスコ y トランドの同化過程として観ている

と解釈できょう。

3問題の所在

以上のように，イギリスと日本における合同体制に関する研究史の概観により， これまで

のスコントランド経済史研究には次のような特徴があることが確認できるであろう。まず， こ

れまでの研究はほとんどが合同体制と 18世紀中葉からのスコ y 卜ランドの急速な経済成長と

の因果関係の分析に力点を置いているということである。また，結論としては，直接な因果関

係の有無はともかくとして，合同体制がスコッ トランドの経済成長に促進的な影響を及ぼした

ことがほぼ全面的に認められていることである。 しかし その反面で 18世紀後半以後のスコ

ットランドの経済成長と合同体需1比の因果関係の分析に関心が集中するあまり，スコッ卜ラン
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ド地域と連合王国との間に 或いはスコットランド地域とイングランド地域との間に一体どの

ような相関が存在したのかという問題が，比較的等閑に付されてきたことは否み難い。

特に冒頭で述べた「国家」と「地域」どの相関に対する関心からすれば， これまでの研究史

では次の問題がまだ十分に解明されていないと指摘せざるをえない。即ち，なぜイングランド

に吸収合併され，連合王国の中の一地域になったにもかかわらず，スコットランドがなお長い

期間にわたってその地域的独自性を堅持しえたのか。或いは，司法，宗教，教育，ひいては

「地域精神Jなどのスコッ卜ランド独自の「上部構造」却を支えている経済基盤は一体どのよ

うな構造を持つものなのか さらにその経済基盤の空間形態である地域社会が連合王国という

「国民経済」の中でどのような位置を占めているのかという問題である。この問題を解明する

ことにより，従来の研究史の空白部分を埋めようとするに当たって， ここであらためて II上

部構造」を支える基盤- I資本制経済構造」の形成過程である本源的蓄積過程を検討し直す必

要があると思う。

スコッ卜ランドの本源的蓄積過程 即ちマニュファクチャー形態をとる産業資本を軸とする

製造業の発展は， 16世紀初頭に羊毛工業の生起をもって開始した。 17世紀に入ると絶対王政

を強化する一環として 隣国のイングランドに見習って，スコットランドも次々と毛織物の生

産を奨励する政策措置を打ち出した。しかし 南のイングランドでは羊毛工業はより早い時期

から政府の体系的な奨励被助を受けており 17世紀になるとすでにイングランドの基軸産業

として強大な競争力を身に付けていたY このような強力な競争相手と直接利害が衝突する市

場状況のもとでは，スコットランドの羊毛工業の順調な発展は到底望めなかったP結局 1707

年の合同によって イングランドの羊毛工業の利益を優先する政策がスコットランドにも導入

され，スコッ卜ランドの羊毛工業はその犠牲となり， 16世紀初頭に開始した羊毛工業の発展が

挫折に終わることになった。しかし イングランドとの合同の後 スコットランドの本源的蓄

積過程が途絶したのではけっしてない。羊毛工業に取って代わり，亜麻産業が新しい振興政策

対象として措定され，的特に 1740年代からの亜麻産業の目覚しい発展を軸にして，スコットラ

ンドは合同前から進行していたその本源的蓄積過程を続行させていったからである。やがて，

イングランドとほぼ同じ時期の 1770年代に，産業革命の代表的な産業である綿工業がスコッ

トランドにおいても勃興し，却これを契機にしてイングランドとともにスコッ卜ランドも資本

帝IJ経済社会へと移行していったのである。

ここで本源的蓄積過程を一つの自立した資本制社会- I原経済圏」却を生み出すための必要

な歴史過程と把握し，産業革命はその過程を完成させる最終段階だとするならば， ここで上述
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したスコットランドにおける本源的蓄積過程の展開を踏まえて 次のような仮説を提起するこ

とができるであろう。即ち，羊毛工業の成立とともに 16世紀末から開始したスコットランド

の本源的蓄積過程は，合同後の亜麻産業の発展によって引き継がれ，さらに 18世紀末からの

綿工業の発展によってその過程が完結されるに至 1)， 最終的にこの過程の結晶として連合王国

という国家の枠組みを相対化する「原経済圏」がスコッ卜ランド域内に形成されてきた，そし

て何よりもこの「スコットランド原経済圏」を空間的基盤にして スコットランドは現在に至

るまでの上部構造の独自性を保ちつづけることができたということである。

そこでこの仮説を検証するために，本論文では綿工業が勃興する前に 18世紀スコットラン

ドの基軸産業と見なされていた亜麻産業に 分析の対象を限定したいと思う。 17世紀の基軸

産業であった羊毛工業の役を引き継ぎながら 後に産業革命の代表的な産業であ る綿工業の生

起に多大な影響を与えた亜麻産業の発展過程にこそ スコットランドで進行した本源的蓄積過

程の特性，言い換えるとスコッ卜ランドという経済地域の特性と連合王国におけるその位置づ

けを解明するための鍵があると考えられるからである。そのような歴史的な意義を持つ亜麻産

業の発展過程の検討を通じて，スコットランドという経済地域の実態の解明を目指すことこそ，

本論文の課題である。

そこで，本論文の分析は次の)Ij真序に従って進めてゆきたいと思う。まず第 1章は，スコット

ランド亜麻産業の 17~年代までの発展過程とこの時期の亜麻産業の構造的な特質を確認する。

続いて第 2章は， rプリティッシュ亜麻会社」という企業に照準を当て，同社の設立過程と経

営構造を分析しながら，当時の亜麻産業経営が直面していた経営環境と経営問題とを検討する。

そして，第 3章は. rブリテインシュ亜麻会社」の 1750年代中葉までの事業展開活動を分析

し，同社の事業機能と財務構造との特質を明らかにする。最後に第4章は 「プリティッシュ

亜麻会社」の 1770年代からの金融業への転換を促した諸要因を採るとどもに，産業革命期に

おける同社の新しい事業機能と歴史的な役割とを検討する。

〉王 .

1) r地域」と「国家」の歴史的な相関という視点から，スコ y トランド問題を見つめ

ょうとする本論文の作成は，次の二冊の著作から多くの示ロ友を得ている。渡透尚

『ラ インの産業革命一原経済圏の形成過程』東洋経済新報社， 1987年。渡iき尚 ・

作道 j問編 『現代ヨ ーロッパ経営史』有斐閣 1996年，はしがき ii i， v頁。

2) 1707年のイングランドとスコットランドとの合同を生み出した経済背景，合同条約
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ド合同条約(1707年)の経済政策史的意義一』京都大学修士論文を参照。

:3)拙稿，前掲論文， 1頁。連合王国という国家 は現在イングランド，ウエールズ，ス

コ y トランド，北アイルランドという四つの地域から構成されている。この四つの

地域の合併の歴史は次のようである。即ち 12例年にウエールズはエドワード一世

の武力侵入によってイングラン ドに併合され， 1707年にスコッ卜ランドとイングラ

ンドとの合同条約の締結によって， グレート ・プリテン連合王国が成立するに至り，

そして lHO1年に現在のアイル ラン ド共和国を含むアイルランド地域が 1801年にイ

ギリスに併合されたいうことである。
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第1章 18世紀におけるスコットランド亜麻産業の発展

1合同後の政策主体一「漁業・製造業理事会」

①合同直後の経済状況

合同直後のスコットランドの経済状況を一瞥すると，スコットランド人の条約に対する経

済効果の期待のすべてが実現したのではなかったことが分かる。スコッ卜ランドは，元来イ

ングランドから得られる巨額の「等価代償J (合同条約第 15条)を利用し，財政収入不足の

問題を解決することを望んでいた。 しかし，等価代償の全額支払いはスコットランド域内関

税と物品税との収入不足のためI 17'2JJ年代後半まで遅延した。1) さらに，スコットランド人の

最も期待していた項目，即ち航海法の特権の獲得による域外貿易の繁栄も，従来の主要な貿

易相手一フランスとの対立や囲内での輸出税の重課によって，司直ちには惹き起こされなかっ

た。製造業においては I 17世紀以来のスコットランド産業振興策の主要な対象であった羊毛

工業，特に良質毛織物工業がイングランドとの自由競争の結果，衰退の一途を辿った3また，

イングランド市場やアメリカ植民地市場の開放があったにもかかわらず，亜麻製品は価格競

争力の低下のため，ネーデルラント， ドイツ，アイルランドの製品に敗れ，生産が停滞して

し1たJ)このような経済状況の下で，合同条約に対する不満や失望の声が続出する一方，分現状

打開策やスコットランド将来の進路に関する論争も活発に行われていたのである。

特に 17'2JJ年代から 1740年代までの'2JJ年間 スコットランドでは産業振興策の対象産業の選

択をめぐる激しい論争が続いたP各論者は自己の社会的立場に基づく見解を主張する一方，

スコットランドの経済社会の建設に対して提言や展望を行った。議論は混乱していたが，各

論説にはスコットランドの現状について一つの共通の認識があった。それは，スコットラン

ドの直面していた最大の経済問題が，農業の停滞から生じた食糧輸入による貿易収支の赤字

及びその連鎖効果としての「トレード」の衰退と人口の減少だとする認識であるJ従って，

貿易収支の悪化を解決することは最も緊急な政策課題であり，その課題を実現するためにス

コッ卜ランドが全力を傾注すべきなのは「製造業の振興Jだという点で，各論者は一致して

いた。この政策提言の最大の焦点となったのは産業振興策の対象であり それは亜麻産業か，

それとも羊毛工業かという選択に収赦した。め

このような時代背景の下で，当時の経済政策の主体である「漁業・製造業理事会J (以下，

「理事会」と略称、)は，結局 18世紀全般を通じて亜麻産業の振興に全力を傾注したPそれで

は，なぜ「理事会」は従来の産業振興策の主要な対象であった羊毛工業でなく，新興産業と
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しての亜麻産業を選択したのか，政策主体である「理事会Jとその政策対象としての亜麻産

業との問に何らかの経済的結合関係、があったのであろうか。この問題を解明するために， ま

ず「理事会」と L寸政策主体について検討を施そう。

②「漁業・製造業理事会」の設立とその性格

1727年に設立された「理事会」の形成経緯は次のようである。10)即ち，17'2s年 1月に「王立

都市総会」 ωwenti∞ofRoyal Burghsll) は，合同条約の第 15条で規定されている産業振興奨

励金の支払いを早期に実現させることを目的にした請願書を国王ジョージ一世や議会に提出

した。閉その請願がまもなく採択され，17'2s年に成立した一つの議会制定法Actof Par liaITffit 

によって具体化された。13)この制定法での規定によると，国王は奨励金の管理や運用を主要な

職務とする 21名以内の委員を任命する権限を与えられたが その任命権は後に国王から王立

都市総会に委譲された。同年の 7月 7日に国王からの書簡が王立都市総会に送られ，そこで

述べられている国王の意向に基づいて王立都市総会は奨励金の管理や運用計画を設計する準

備理事会一「理事会」の前身ーを組織するに至った。

そして，準備理事会の意見を中心lこ，17'2s年の 11月8日に奨励金の運用計画の内容をめぐ

る最終の合意がスコ ットランド内部で達成され 同一内容の計画書が再び王立都市総会によ

って国王に提出された。翌年の 7月18日にこの計画書の内容を盛り込んだ開封勅許状 letter

patentが議会で批准された。開封勅許状の中で，スコットランドの漁業，その他の製造業や

諸改良を管理することに当たる 21名の管理委員 ωmllssi∞ersand Trusteesの名が列挙され，!の

かれらはそのまま後の「理事会Jの構成員となった。 1727年に制定されたもう一つの議会制

定法によって， 1理事会」は政策決定機関としての正式な権限をもつようになり，その正式な

名称、は「漁業・製造業理事会Jfuard of Trustees for Fisheries and Manufactureと定められた

のである。町

そこで，前述の形成経緯から，次の二つの点で「理事会」という政策主体の性格を指摘で

きるであろう。まず， 1理事会j の設立や運用基金が合同条約の規定に基づくものであり，

しかも法的な権限は連合王国議会から与えられるものであるため， 1理事会」の政策主体と

しての権限は合同体制， さらにいえばイングランドとの協調関係の存在を前提にして初めて

保証されるものであった。これは「理事会」の制度的特色である。次に 王立都市総会が「理

事会」の形成過程で演じていた主導的役割も看過してはならない点である。前述したように，

1;里事会」の構成員はほとんど王立都市総会によって選出されたものであり 両政治団体は地

縁や経済利益の諸関係について重なる部分が非常に多いと，指摘できる。王立都市総会は主
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に セントラル・ロウランドと東北ロウランドどを中心とする地域の貴族，地主，大商人な

どから構成されていた政治機関であることから見れば， 10 「理事会」の政策決定は当該地域

の経済利害によって大きく影響されていたと考えられる。このことも「理事会」の性格を決

定したといえよう。

このように「理事会」の性格を理解すると，なぜ亜麻産業が「理事会Jの産業振興策の主

要な対象になったのかという問題に対して， '欠のように答えることができるであろう。即ち，

政策を策定する際， r理事会」は常にイングランドとの政治・経済関係を配慮しなければな

らない。そのため イングランドと直接の競争関係にある羊毛工業ではなく，スコットラン

ドの主体性を主張しやすい， またイングランドとある程度の補完関係に立っと考えられた亜

麻産業が産業振興策の対象として選択されたのである。l乃また，王立都市総会と結合関係があ

る「理事会」が， 17世紀後半から王立都市を中心とする地域で大いに発展してきた亜麻産業

を選択したのは，むしろ当然であったということもできょう。lめ

以上検討してきたところによると 18世紀初頭における亜麻産業振興策の政策目標やその

歴史的性格について，次のように推定できると思われる。即ち，スコットランドの経済政策

主体である「理事会」は基本的に合同体制の維持を前提にしながら，現状打開策を求め，ス

コッ卜ランドの経済建設を推進しようとしていた。このような方針に沿って打ち出された産

業振興策は，次のニつの政策目標を掲げていたと考えられる。一つは，亜麻産業を振興する

ことによって，スコットランド全域の発展方向をロウランド地域のそれと一致させ，全域の

「経済的統一」を図るということである。問もう一つは イングランドとの協調的な経済関係

を確定し，大プリテン分業体制を構築するということであるよむ概して，亜麻産業振興策はこ

の時点において，すでにイングランドの「重商主義政策」の体系の中に組み込まれていたと

理解できょう。また，前述したように，当時の産業振興策の政策課題のーっとして重視され

たのは，スコットランド域内の貿易赤字の改善や雇用の増大などである。このような課題の

設定から窺われるように，亜麻産業振興策は当初からすでに，域外貿易重視の方針の下で打

ち出されたのであるfl)

2 亜麻産業振興策の内容

スコッ卜ランドの亜麻産業は 18世紀初頭において すでにある程度の生産基盤を築いてい

た。亜麻製品は 17世紀後半以来黒牛と並んで，n対イングランド輸出のニ大品目の一つであ

り，雇用の増大や外貨の獲得という面において小さからぬ役割を果していた。均しかし，輸出
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全体の中にきわめて重要な意味を占めていたにもかかわらず，亜麻産業の生産水準は長期間

にわた って依然と して低位に止まっており，製品の品質も粗悪なままであった。羽生産水準の

長期低迷の原因は主に二つが挙け'られる。一つは生産設備や技術それ自体がかなり低劣であ

り，亜麻製品の生産が農村の女子や児童などの未熟練労働力に依存していたということであ

る。もう一つは，当時スコ ッ トランドの国民所得がまだ低い水準に停滞していたので， 良質

亜麻布に対する囲内の需要が少なかったことにある。従って，生産性・品質向上への需要側

の誘因が欠けていただけで なく ，優秀な設備や技術の導入・革新に必要な資本も常に不足して

いたのであるom以上は 18世紀初頭のスコ ッ 卜ランド亜麻産業が直面していた問題である。

後に触れるように このような生産面の問題を解決することは， 18世紀全般を通じて「理事

会」の亜麻産業振興策の主要な課題となっていたのである。

表 1 I漁業 ・製造業理事会」の亜麻産業振興策の内容

生産工程 内 谷

原料生産 亜麻作付への奨励金

貧民への亜麻種子、麻種子の配分

亜麻種子の自家生産への奨励金

jdi料の準備工f~，\ 麻打ち機mill-scutcherの務備への媛叫j

最uの準備技術を従供する外昆l人製造業者-へ

の俸給salary

紡Mt工程 がj縦学校の久-教自I!iへの俸給

貧民への糸市reelの供与gift

y:_ -[-労働省への撚糸機twistingmillの供給

織布工程 良質立E麻布製造への奨励金

織布学校の女教師への俸給

最良の織布技術を提供する外国人製造業者へ

の俸給

貧民へ織機を供与すること

従弟を訓練する者への奨励金

漂白工程 漂白場の建設への媛助

品質管思 スタンプ・マスターstamp-masterと監督官

mspectorへの俸給

脱出IJi1Jxの場合に起訴するための'r1JII 

技術改良・ 4人 生産技術の改良や発lりjへの奨励金

リード(給与機の筏reed)や織機を製造する外

白人製造業者への俸給

出典:Plan by tJ貯αYIIIllSS11αJeTSaIKi Trustees far InproばI若乃:sheriesaIKi M却'lIfaturesin 

ScotlaIKi far the牛plicatiaof their Fw泌，印inburgh，1727， pp. 18-19. 

A. J. Warden，ル LinenTIa.たLond∞， 1似 pp.446-447. 
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亜麻産業の振興にあたり， I理事会」が設定した最初の資金運用計画を整理すると，表 lの

ようなものになる。表 1で示されているように「理事会」の奨励措置は亜麻栽培から準備，

紡績，織布，漂白にいたるまでの亜麻産業の全生産工程にわたるものである。この奨励措置

の内容から窺われるように， I理事会Jの亜麻産業振興策の具体的な目標は亜麻原料の自給率

の引き上げ，紡績・織布工程における豊富な熟練労働力の養成，準備・漂白工程における優

秀な生産設備や技術の導入・普及などにある。概して， これらの政策手段の執行によって，

貧民の雇用機会を創出し，亜麻産業の生産性を引き上げることがその主要な政策意図であっ

たと考えられる。

さて， このような政策内容の下で産業振興策の対象となった亜麻産業は，生産過程の面に

おいて， どのような諸要因に支えられて 18世紀の急速な発展を遂げることができたのか，ま

た，それらの諸要因によって，亜麻産業の生産構造はどのような構造変化を蒙ったのか。次

節はこの問題に焦点、を当て， 18世紀におけるスコットランドの亜麻産業の生産構造を分析す

ることにする。

3 亜麻産業の生産構造- 17Z7年から 1700年ま で -

①原料供給

17世紀以来の亜麻産業の発展を制約していたのは 上述の生産技術面の問題のほかに，原

料供給の不安定性であった。亜麻原料の供給源を確保するために， I理事会」は 18世紀を通し

て域内の亜麻栽培面積の拡大をめざし 奨励金の大部分を投下したP

18世紀後半になると亜麻栽培地域はロウランドからハイランドへと拡がり，亜麻はスコッ

トランドで最も普及した農作物のーっとなっていった。均「理事会」の振興措置はこの点から見

れば，ある程度の効果を収めたといえる。 しかし 1720年代からの亜麻製品の生産量の急増

(表 2を参照)，従って原料需要の急増などの事情を念頭におくと 亜麻原料の自給率が上昇

したといえるかどうか疑問である。表 3で示される亜麻原料輸入量の推移を見ると，輸入原

料も生産量の増加に応じて急速に増えていったことがわかる。輸入原料とスコットランド産

原料の総原料供給における割合の算定は各研究者によって異なるが，29亜麻原料の自給率が

年々低下していたという認識ではほぼ一致している。

亜麻の栽培面積が域内の原料需要のすべてに応じる程度にまで拡大できなかったことの主

要な原因は，農業改良の進行にあると思われる。その理由は次のように説明できる。即ち，

本来豆麻という農作物の栽培 ・収穫は燕麦や大麦などのそれより，大量の労働時間や高度な
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表 2172B年一1700年の亜麻製品の生産量と生産価値の推移

年度 生産量 生産価値 年度 生産量 生産価値

(yards) ( f: ) (yards) ( f: ) 

1728 2，183，978 103，312 1755 8，122，472 345，350 

1729 3，225，155 114，384 1756 8，547，153 367，722 

1730 3，755，622 131，263 1757 9，764，408 401，511 

1731 3，891，573 145，657 1758 10，624，435 424，142 

1732 4，384，832 168，323 1759 10，830，707 451，391 

1733 4，720，105 182，766 1760 11，747，728 523，154 

1734 4，893，499 185，224 1761 11，995，494 516，354 

1735 4，880，633 177，466 1762 11，303，237 474，808 

1736 4，538，478 168，178 1763 12，399，656 552，281 

1737 4，721，420 183，621 1764 12，823，048 573，244 

1738 4，666，011 185，027 1765 12，746，659 579，228 

1739 4，801，537 196，069 1766 13，242，557 637，347 

1740 4，609，672 188，778 1767 12，783，043 633，854 

1741 4，858，190 187，659 1768 11，795，437 599，669 

1742 4，431，450 191，689 1769 13，406，125 689，791 

1743 5，061，311 215，927 1770 13，049，535 634，411 

1744 5，480，727 229.365 1771 13，466，274 620，322 

1745 5，536，925 224.252 1772 13，089，006 579，833 

1746 5，486，334 222，871 1773 10，748，110 462.751 

1747 6，661，788 262，867 1774 11，422，115 492，046 

1748 7，353，098 293，865 1775 12，139，683 561，528 

1749 7，360，286 322，045 1776 13，571，948 638，873 

1750 7.572.540 361，737 1777 14，793，888 710，634 

1751 7，886，374 367，168 1778 13，264，410 592，023 

1752 8，759，943 409.047 1779 12，867，238 551，148 

1753 9，422，593 445.322 1780 13，410，934 622，188 

1754 8，914，369 406，816 

出典:札Hamilωn，An反溜xmicIHs臼ryof Scotl8!Xl in the Eigh陶 7的白地ny， Oxfo吋， 1~， 

印.必4-，必5.

表31742年一17ω 年の亜麻原料輸入量の推移

r-ー.・

JUJ II¥J 輸入 11l:(トン) JUJ II¥J 輸入_l1l:(トン)

1742-46 686 1775 -79 4190 

1755-59 2065 1780 -84 4746 

1760-64 2708 1785-89 4777 
1765 -69 3325 1790-94 6165 
1770-74 3379 1795-99 7045 

出典:A].伽rie，叫IheScottish Linen Industrγin the Eighteenth Cent旧日幻問符脱出 of

expmSl∞，" in L M ClIllen & T. C.白日lteds.， U碍-nrntiveA竿町ts01・‘)cottisharXJ Irish 

&:axmics and Socia1 1古，'stazァ16(X}-1fm， 臼i巾urgh， 1976， p. 88. 
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専門知識を要するものである。羽 18世紀前半までは，農地の混清保有希1]，特にランリグ帝IJ

run-rigを基礎とするスコットランド特有の農業構造の下で，劫ランリグ制に由来する耕作の

不効率性や低劣な栽培技術にもかかわらず，大量の余剰労働力が農村各地に存在していたの

で，亜麻栽培面積は緩慢ながらも持続的に増大することができたJl)しかし， 18世紀後半から

の農業改良の全面的な進展によって， この有利な条件は次第に消えていった。というのは，

農業改良の進行とともに，商品としての収益性が亜麻より高い農作物と家畜とが次々に導入

され テナン卜や地主の亜麻栽培意欲が低下する一方，新しい農法の導入・普及もあらゆる

側面で労働力の節約を促進したからであるPこのように，スコットランドに特有な土地所有

制度の下で，絶対的な土地所有権をもっていた地主に対してかなり弱L、立場にあった農民は，

次第に代々耕作・居住してきた農地から離れなければならなくなった。劫彼らは大都市や外国

へ移住するか，あるいは農村で賃労働者になるしかなかったP従って，亜麻原料に対する需

要が高まっていったにもかかわらず 亜麻栽培を支えてきた経営条件が次第に崩壊していっ

たので，その栽培面積が原料需要の急増に応じられる程度にまで拡大されえなかったのであ

る。 19世紀に入ると農業改良の進行は一段と顕著になり，亜麻の栽培面積は減少する一方で

あった。

②準備工程

亜麻は収穫されてから紡績工程に入る前に，浸水，乾燥，スカチング scutching，へクリ

ング hecklingなどの準備作業が必要である。これらの作業，特にスカチンク.やヘクリング

は亜麻栽培と同様に大量の労働力の投入を要するものであり しかも熟練した手工技術でな

ければなしえないものである。羽 18世紀中頃までに 亜麻原料の準備作業は大体亜麻栽培と一

貫して行われ，農民の主要な副業の一つであった。劫従って，準備工程で加工される亜麻原料

の品質が農民の技術水準によって大きく左右され，優秀な準備技術の導入・普及が「理事会J

の準備工程での主要な奨励措置となった。

準備工程での生産力向上を図って， r理事会」はフランドルから熟練工を誘致し，優秀な

準備技術のスコットランド亜麻栽培地域での普及を図') 機械の発明や導入をも援助した。均

1730年に「理事会」の奨励の下で，水力によって稼働するスカチング機械が初めてエディン

パラで製造され， この機械による作業場 lintmillの建設がいくつかの亜麻産業地帯で展開

され，準備工程の生産性の向上に小さからぬ好影響を与えたPところで，スカチング作業場

の増加は技術，地理条件，土地所有制度など様々な要因によって制約されていたので，到亜

麻原料を準備・加工するには依然として手工技術に依存するところが大であった。
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~ ¥ずれにしても，スカチング作業での「機械化」が比較的に早い時期に始まったのに対し

て ヘクリング作業は終始手工業の段階に止まっていた。しかし， 18世紀後半になると亜麻

原料に対する需要の急増や優秀な準備技術の普及につれて，ヘクリング作業を専業とする労

働者の数が次第に増加し 農業と緊密な関係にあった準備工程の中に農工分離の現象が次第

に顕著となっていった。吻へクリング作業に従事する労働者の多くは，独立生産者の形で営業

活動を行っていたが 一部の者は上述のスカチング作業場で雇われ，そこでスカチング機械

を運転する労働者とともに，共同・一貫した形で亜麻の準備作業を遂行したのであるJl)

亜麻準備工程全体の技術水準からみれば， このスカチング工程は依然として手工業の段階

に止まり，労働力の質的向上と量的増加によって生産量の増大が実現されたのである。とは

いえ，上述のスカチング作業場での生産態勢から窺えるように， r分業にもとづく協業」と

いう労働力編成上の特徴を持つ経営形態，qEPちマニュファクチャー経営が最も早<， しか

も完全な形で整えられたのは 他ならぬこの準備工手呈であった。

③紡績工程

スコットランド全域への普及を目指して， r理事会」が多大の精力を費やした助成対象は，

亜麻の栽培や準備技術と並んで，紡績技術であった。表 lで窺われるように，紡績工程での

奨励措置は主に紡績労働力の量的増加と質的向上を目標とするものであった。その具体的行

動として， 「11E事会」 は亜麻産業の地方重要拠点に紡績学校を設置し心)良質亜麻糸の紡績

技術を農村に普及・拡大させようとする一方 借地農 女子 児童労働者への生産道具の供

与も行われたタこのような奨励措置の下で，スコットランド農村での労働力は次第に亜麻の

紡績工程に動員され，紡績工程を中心とする亜麻産業は広汎な地域に拡大し，かつてみられ

ない活況を呈するに至った。こうして，農村から全面的に労働力を吸い上げ，労働力の量的

増加によって生産量の急増を実現した紡績工程は，基本的に農家の副業として営まれていた。

その経営形態はいうまでもなく分散的な「家内工業」が支配的であったP後述するように，

この経営形態は紡績工程だけではなく織布工程でも一般的であり 18世紀を通して紡織工程

の主要な経営形態をなした。

地域的発展については，亜麻産業の発祥地であったロウランドの東北地域は 18世紀初頭の

不況を脱出し，同世紀を一貫して粗質亜麻製品の生産量の急増を成し遂げたタそれに加えて，

グラスゴウやベイズリを中心とするセントラル・ロウランドの新興亜麻産業地域も，新しい

製品分野，即ち良質亜麻糸や良質亜麻布の生産に進出し， 目覚ましい発展を遂げていったタ

ところで，スコットランド全域の「経済的統一Jという課題にとって 亜麻産業の様々な振
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興措置の中で最も重要な;意ロ未をもっていたのは，ハイランドでの紡績工程や亜麻栽培の奨励

であった。 1707年のスコ y 卜ランドとイングランドとの合同によって，実際に連合王国とい

う政治体制の下に編入されたのはロウランドだけであった。というのは，ハイランドは 18世

紀前半において，依然として固有の氏族制度の下にあり，経済構造がロウランドのそれと異

なっていたからである。崎 1745年のジャコバイト ]acobiteの反乱が平定された後に行われた

ハイランド教化政策によって，スコットランド全土はようやく連合王国の一地域として， さ

らにいえば一つの統合された政治地域として次第に姿を整えるようになったP

政治，社会，経済など様々な分野を含む教化政策の中で，経済的にもっとも重要な役割を

果したのが「理事会j のハイランド亜麻産業振興策であった。 i理事会」は最初から紡績技

術の普及という方針に沿ってハイランドの経済建設を推進しようとしていたが，交通の不便

や原料供給不足のため 17印年代後半に入ると紡績工程から亜麻栽培へと奨励策の対象を転

換した。しかし，ついにハイランドでも展開し始めた農業改良運動の方向と相克し，期待ど

おりの効果を上げるに至らなかった。均といっても 亜麻栽培と紡績とを中心とする亜麻産業

振興策の執行を契機として ハイランドの経済構造が次第にロウランドの経済構造の中に編

入されるようになったという推定は十分に可能であるfl)従って 18世紀のうちに一つの統合

された経済地域としてのスコットランドが形成され 連合王国の中でスコッ卜ランドがよう

やくその独自なt也イ立に宗主いたといえるのである。

④織布工程

織布工程において「理事会」が力点をおいたのは 良質亜麻布の製織技術の普及であった。

「理事会」はまず 1728年にアイルランドからa)名の織エを南部のギャロウェイ州Gallo.vayに

移住させ，製織技術の普及や漂白場の建設を南部諸州、|で推進した。均それに続いて， 17'A年に

フランスから 10名のキャンプリク carrbricSJ)製織技術を有する熟練工 そして 1730年にネー

テ・ルラント式の織機の使用;去を熟知する技術者が それぞれエディンパラまで招致された。

「理事会」はかれらの長期居留によって， 良質亜麻糸の紡績技術やキャンプリクの製織技術の

普及を図ったのである。到このような，アイルランドやヨーロッパ大陸からの良質亜麻布の製

造技術を中心とする技術移転・普及が， i理事会j の織布工程における助成措置の主要な内

容をなした。従って，労働力の量的増加によって生産量の急増が実現された紡績工程とは対

照的に，織布工程は主に労働力の質的改善，即ちより高度で，熟練した製織技術の普及によ

り，生産力の向上が成し遂げられたと考えられる。

「理事会」の織布工程におけるもう一つの政策措置は亜麻布検査制度の確立であった。前
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述のように， 18世紀初頭亜麻製品の販売不振の原因が製品品質の低落にあり，製品品質を引

き上げることは「理事会」の亜麻産業振興策の目標の一つでもあった。その目標を達成する

ために， i理事会Jは 1720年代から亜麻布製織活動の地方重要拠点に「亜麻布検査所」を数

多く設立し，市場で販売する予定の亜麻布がすべてそこで検印を受けなければならないよう

な措置を取り組んだ。亜麻布の幅，巻き方，品質などの基準を厳しく規定し，それを違反す

る者が製品の没収や罰金を課せられるように，製品の均質化を図る措置であった。均亜麻布検

査制度の確立・普及によって，スコットランド産の亜麻製品は国際市場での信用が次第に回

復し，後のイングランド市場やアメリカ植民地市場への進出が容易になった。

準備工程や漂白工程と比較すると，織布工程に必要な固定資本は比較的に少ないため，経

営形態は紡績工程のそれと同じ，分散的な「家内工業」が一般的であった。均しかし，同じ手

工技術の段階にあるとは L、え，織布工程はより熟練した技術を要するので，農業生産との関

係、は紡績工程のそれほど密接ではなかった。むしろ農業改良の進行によって，織布工程に専

念する織エの数が次第に増加し 従って農業生産から独立する専業労働者が織布工程の主力

をなすようになったことがし、えるPところで，独立生産者といっても，農村での織エは貧困

のため亜麻糸を購入する資金がなかっただけでなく，自己の製品を市場で販売する能力や機

会さえ持たなかった。そのため，彼らは常に農民或は前貸商人からの委託を受けて，織布を

行うだけで，製品の販売活動には一切関与しなかった。到さらに都市の織工たちは，織エギル

ドの厳格な規制の下におかれていた。織エギルドの構成員たちが自己の特権を保護するため

に厳しい修業制度や営業許可条件を設け 独立生産者としての織エの増加を制限していたか

らである omこのような背景の下で 亜麻製品の市場規模の拡大につれて織布場主

m ぱacturerや前貸商人の下で働〈織布エの数が持続的に増加していった。かれらは自己の

生産手段を持っとしても，製品の販売，即ち生計を維持する所得はほとんど織布場主や前貸

商人に依存していたのである。

このような前貸商人の織布工程における影響力は「理事会」の亜麻産業振興策の執行とと

もに，増大する一方であった。というのは， 良質亜麻布の製造技術を普及させようとする奨

励措置がほとんど都市を中心に行われてきた。その結果， 良質亜麻布の生産活動が次第に都

市へ集中するようになり，都市を活動拠点とする商人の生産工程での影響力が強められてい

たからであるPまた，亜麻布検査制度を確立・普及するために， r理事会」は前貸商人や製

造場主の後述するような生産工程での支配網を利用しなければならなかったfl) 商人や製造場

主の利害はこのように「理事会」の政策措置と巧みに結合されながら 亜麻産業の発展方向
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を決定する 一つの大きな力 となっ たので ある。

前貸商人資本の現麻産業の生産過程における重要性はさらに次のことから窺われる。即ち，

分散的「家内工業」が主要な経営形態であった紡績工程や織布工程を他の生産工程と連結さ

せる上で，前貸商人資本も必要不可欠な役割を演じていたということである。その前貸商人

によって編成された亜麻製品の生産・流通過程は，概念図で示すと図 lのようなものになる。

即ち，主要な地方都市に住む商人，或は織布工程を経営する製造場主は，まず外国或いはス

合お

績

工

ti 

図 l前貸商人によって編成された亜麻製品の生産 ・流通過程

海外

輸入商

¥ 

域内(原料栽培)

中間商人

J 

(準備工程)

農村紡績工 ←一一歩代理人←一一歩前貸商人‘→一ー代理人モ三ーー農村織工

(委託加工)
問主)¥、同工)

都市紡績工 都市織工

(委託加工)

移 ・輸出

仕上げエ(漂白，浸染，捺染)

織

布

エ

コ ソトラ ン ド内部の亜麻生産地域から原料を集中的に買い上げ句その原料を農村の代理人

agent， intakerを通じて紡績工に配分し，亜麻糸を製造させる。完成した製品は， また同じ流

通経路を通って商人或は製造場主に還流する。次でそれは再度商人の手から委託加工の形てe

j実村や都市の織工へ配分されるか イングラン ドへ移出されるか 或は自己の織布場で使用

されるかする。最後に，製織された亜麻布は再び商人或は製造場主の手を通して仕上げ工程

に移され，場合によってイ ングランドや海外植民地へ移 ・輸出されていくのであるY)

⑤ 仕上け'工程

亜麻布の商品 としての仙値は最後の仕上げ工程の良否によって大きく左右される。 この工

程は漂白， 捺染 i受染な どを含むが，18世紀の仕上げ工程の生産性向上に大きく貢献したの

は主に漂白作業における技術進歩であったので ここで さしあた り漂白作業を 中心に仕上げ

工程の発展状況を見ていこう。
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域内の低劣な漂白技術あるいは漂白原料の供給不足のため， 18世紀初頭まではスコッ卜ラ

ンドで生産された亜麻布はその大半が，ロンドンやネーデルラン卜のハールレムHaarlffilに

送られ，そこで漂白作業が行われていた。的仕上げ工程はほとんど外国に依存する状態にあっ

た。このような状況の下で，漂白工程の対外依存が亜麻製品の生産拡大にとってきわめて不

利であると認識した「理事会」は，大規模漂白場の建設，外国からの新式漂白法の導入，新

しい漂白方法の発明を対象に様々な奨励政策を打ち出し，漂白工程のスコットランドでの確

立を図った。的 1720年代からアバディーンAberdan，フォーファル Forfar， グラスゴウ

Glasgowを中心とする地域に漂白場が相次いで設立されただけでなく，生産規模も拡大する傾

向にあった。的ところで，確かにこれらの成果を無視することはできないとはいえ，漂白工程

での生産性の抜本的な向上を粛したのは 18世紀後半からの新しい漂白材料や漂白方法の発明

であった。

18世紀初頭で最もよく使用されていた漂白材料はアルカリや酸乳sourmilkであった。亜麻

産業の急速な発展によって， これらの原料は早い時期から供給不足の状態を呈しており，そ

の不足分は主に地中海地域からの海草灰 kelp，あるいは北ヨーロッパやアメリカからの木

灰白hとソーダ sωaとによって補充されていた。向このような原料の対外依存による生産上

の制約を免れるために， I理事会Jは諸大学での化学研究 特に新しい漂白方法・原料の発

明を中心とする研究・開発を援助した。 1780年代まで様々な研究成果の中で漂白工程の生産

性向上に最も貢献したのは， I硫酸」の漂白作業への応用であった。 1749年にイングランド

人によって硫酸製造場がスコットランドで最初に設立され，硫酸の大量生産が実現されるよ

うになったことは特に大きな意味を持っている。働それによって，従来の漂白材料の供給不足

の問題がかなり緩和されるようになっただけではなく，硫酸を漂白材料とする亜麻布の品質

も大幅に引き上げられ，スコットランド製亜麻製品の市場競争力が急速に上昇するに至った

からである。 1780年代になると漂白工程においての生産性向上はさらに塩素の発見と応用に

よって一層進んだ。倒それ以後，塩素を主要な成分とする漂白水や漂白粉などが次々と発明・

製造され， これらの漂白材料が亜麻だけでなく，羊毛，綿製品の漂白作業にも応用されるよ

うになり，繊維産業全般の生産性向上に小さからぬ役割を果たしたのである。司

経営形態においては，亜麻産業の諸工程の中でも，最も多額な固定資本や高度な専門技術

を要するので，漂白工程は準備工程と同様に，早くからマニュフアクチャー形態を生み出す

条件を備えていた。アイルランド式の漂白技術や硫酸のような新しい漂白材料を実用化する

ためには，用地，洗濯場，水路設備などのような固定資本だけでなく 熟練労働者を雇用す
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るための多額の流動資本も必要だからであるJl) ところで， 18世紀においてスコットランドで

これだけの資金能力を有する者は地主や大商人のほかにいなかった。具体的にいえば， 自己

の所領地の改良に関心や熱意をもっている開明的地主や技術関心の強し、製造場主や前貸商人

などであった。司こうして技術革新が最も顕著だった漂白工程においても，地主，前貸商人，

製造場主などのような「上層階級Jが他の生産工程と同じく直接生産者に対して優位に立っ

ていた。かれらは亜麻製品の新市場開拓や販路拡大の面で， また技術革新や技術導入の面で

主導権を握る一方で，流通経路の掌握や資金援助によって直接生産者に対して圧倒的影響力

を行使して，小生産者層の上昇・転化の可能性を奪う結果を粛したことさえできる。

4 小括

以上， 18世紀スコットランドの亜麻産業の生産過程を検討した結果，次のことが確認でき

るであろう。まず，経営形態や経営規模については，特に紡績工程や織布工程では依然とし

て家内工業，即ち前貸問屋制度が支配的であった。この両工程においての生産性向上は，経

営形態の変革よりもむしろ労働力の量的増加や質的向上によって粛されたものであった。こ

れとは対照的に，準備工程や漂白工程は新しい生産道具(動力機を含む)や技術の改良・発

明によって， 18世紀後半に入ると急速な生産性向上を実現し 経営形態が次第にマニュファ

クチャーへ移行していったと考えられる。

このように家内工業やマニュファクチャーを包摂しながら 亜麻産業全体としては前貸問

屋商人資本が 18世紀全般を通じて「理事会」の亜麻産業振興策の助成役を務めながら，生産

構造を支配していたと見ることができる。 i商人資本」は紡績，織布，漂白の三つの基本工

程を連結する上で不可欠な役害IJを果しただけではなしさらに製品の流通経路や市場情報を

完全に掌握しており，生産過程と流通過程とを合わせた亜麻産業の一つの産業システムとし

ての発展過程に決定的な影響力を行使したのである。

このように， i理事会Jの亜麻産業振興策によって強化された前貸商人資本の支配網の下

で編成された亜麻産業は，次第にスコットランド全域に展開し 生産量の急増を実現した。

当初からイングランドとの協調的な経済関係の構築を課題として， しかも域内の経済建設の

推進を目標とする「理事会Jの亜麻産業振興策は， この点から見ると成果を収めたと考えら

れる。従って，スコットランドは合同体制の下で後のアイルランドのように完全に植民地化

してしまったのではなし逆説的に言えば国家主権の放棄によって，かえって自立的経済発

展の可能性を見出すことができたともいえるのであろう。
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そこで亜麻産業の各生産工程の連結役を担っていた「商人資本」は具体的にどのような経営

形態として，そしてどのような形で亜麻事業経営に携わっているのか，次章は「プリティッシ

ュ亜麻会社」とし寸企業体に焦点を当て，当社の設立過程と経営基盤とを分析しながら， この

問題を検討することにする。

J王.

1) R I L uUlqJbc 11， ojコlciL， (附iう)f)(1. 55-f)O.合同条約第 15条の規定によると，スコットランドはイン

グランドと合同によって イングランドで課されているいくつかの関税および物品税を課す義務

を負わなければならない。税収をロンドンに移転する補償として，スコットランドはイングラン

ドから総額f398， 005 10sの等価代償を受け取ることになっていた。しかし，合同産後のスコット

ランド経済は依然として不況が続いており，関税や物品税から得られた財政収入が予期した金額

をはるかに下回ったため イングランドはそれを口実として 等価代償の全額支払いを何回も拒

否した。

2) P. I L l3ruvn， f古s臼rァof.x刀tlandー丹羽 theRevol uti，α1 of 1689 to the G古;srupticn， 184.3， Vol. m. ， 

臼mbridge，1蜘，印.245ー247. スコットランドの輸出大宗である亜麻製品は 1711年から輸出税を課

されるようになった。

3) c.ω1 vin，市eUniOll and the Scottish w，∞11en lndω町 ，1707-17f:IJ' Scottish His臼ri，αd必η旬

Vol. L， 1971，印.132-133. イングランドとの合同の後，スコットランド毛織物工業の利益のた

めに，スコットランドからの羊毛輸出の禁止法令は廃止されなかったが，その交換条件として

イングランドからの毛織物輸入の禁止法令が撤廃されるようになったが イングランド製の毛

織物が自由にスコットランド市場に進出するようになった。イングランドの製品，特に良質毛

織物は価格や品質において強大な競争力をもっていたので スコットランドの良質毛織物製造

業はそれとの競争に抵抗できず，衰退に陥った。

4) Il Lenrm.n，ル7丘泊四1・cf古;仰IアofJ従成m‘5cotl81ガ 1fXj()-19i百Londα1，1977， p.62.輸出不振の 1710

年代において，スコ yトランドの亜麻製品の販路はほとんど域内市場に集中していた。

5) Jbid， pp. &1-65.イングランドと合同してから，スコッ卜ランドは上述の亜麻製品の輸出税だけ

ではなく，漁業の発展に悪影響を与える塩税，モルトやエールに対する消費税も次次と課され

るようになった。このようなイングランド側の決定による関税や物品税の徴収，言い換えれば

スコ y トランドの課税自主権の喪失はスコットランド人の合同条約に対する不満の主要な原因

であった。
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6)この論争については，関源太郎の一連の労作， iP.リンズイの「インダストリイ J概念についてー

スコットラン ド啓蒙形成期における「経済改良」提言の一つの論理J1L州大学 『経済学研究』

日-1・2，1錦7年 ;iT.メルヴィルの「経済改良J提言にみるスコットランド「近代的経済社会Jの

構想-P. リン ズィの所説 との対比で-J:fυ1'1 大学『経済学研究~ 53-4・5，1兜7年， i匿名『スコッ

トラン ドにおける j魚業およびリネン製造業改良の諸理由』について」九州大学『経済学研究』

54-4・5，1銃強，を参照。

7) Patrick Lindesay， Jhe Interest of ScotlarxJω'1Si，ぬred， 阿:thregard to its fXJlice in mplo.片宮of

dぽ戸:w; its 得ricu1tun.ミ its 台直~ its庇町ufaturesarXJ fisheries， Lond∞， 17213，印.i-ii. ス

コッ 卜ラン ド経済が直面していた問題を最も首尾一貫して体系的に分析したのは， P.リンズイ

である。 リンズィはファ イフ州 rifcshireの出身で，エディンパラでの家具商経営の成功によっ

て エディンパラ市のギルド理事や市長に選出され またエディンパラ市の代表議員として大

プリテン議会に出席したことがある。彼は 1727年に設立された「理事会」の構成員の一人であり，

プリティッシュ亜麻会社の重役でもあった。

8)Patrick Lindesay， O{J. ciL， pp. iii-iv， 1C忠一110，135-138.官ロmsMel vill Weaver， 万1(3白led:nian，

必 "'e'SSedωthe戸却Jeof‘5cotlarxi， α羽白血勾 anexarinati，ぽ7of argwHJts 幼句x:ed 母~inst the 

附 111m-加7ufaturesofめisJd.J事均丘7a late !XJaιintituled， Jhe intez四 tof ScotlarxJ 

Ga1S1~命cd，&c. Together wi的 aschea far pra!Dtingαr附 Jl，釘 加7llfatures， 臼i巾urgh， 1734， p. 7. 

リンズィが製造業振興策の対象として亜麻産業を擁護したのに対して もう一方の論者であるメ

ルヴ ィルは羊毛工業を支持する立場に立っており，両者の間に激しい論戦が行われた。

A. J Warden， 1he L.intn 7I税同伽， 1脳， pp. 415-465. I-L Hami 1 ton，伊 ciι，(1%3) p. 134.亜麻産業

の他に，粗製羊毛工業やj魚業 特に鯨漁業も「理事会」の産業振興策の対象となっていたが，投

入金額の大きさと奨励期間の長さから見れば，亜麻産業が「理事会」の産業振興策の主要な対象

であったことが分かる

lO) Patrick Lindesay， op. cit， pp. v-xvii 1. 

Il)G.ドナルドスン著 飯島啓二訳 『スコットランド絶対王政の展開-16・17世紀スコットランド政

治社会史 ー』未来社， 1972年， 281頁。 W.フアルガスン著 飯島啓二訳 『近代スコットランドの

成立-18-20世紀スコットランド政治社会史』未来社， 1鉛7年， 415-416頁。北，前掲書， 45頁。ス

テアー・ソサエティ編戒能等編訳，前掲書，付録 12頁。王立都市 Royal臥rrghは i12世紀初頭

以来，国王の特許状によって永代借地権と商業特権を与えられた」特権都市である。王立都市

は 17世紀までにスコントランドの外国貿易の特権を独占してきただけではなく，囲内の商業や
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マニュファクチュアに関する諸規制や奨励措置もその管轄下にあった。これらの特権の行使に

よって，王立都市は莫大な経済利益を獲得し，その一部が商業特権の対価として王室に収めら

れ 王室の主要な財政収入源となっていた。合同後，王立都市総会は依然として政策主体とし

ての機能を維持し， i等価代償」の実行機関となった。

12)A Bro.vning ed.， E写lishHistorica1及JCUJHlts1t紋〉ー1714，凶伽， 1953， p.侃5.合同条約の第

15条での規定によると，スコットランドに与えられる「等価代償」の使用対象には三つがあった。

即ち，羊毛を生産する州 shireでの粗製毛織物工業，スコッ卜ランドの漁業，そして他の

連合王国の利益に役立つ産業などをそれぞれ促進することに使用するというものであ る。注 1

で述べられているように この産業振興奨励金の支払いは 1720年代後半まで実行されなかった。

13) R.比伽即日 &JB.A.lhv凶s.，source皮xi<:of.x刀ttish&.沼Xl11ic8/払 5a:ia1Hiぬry， Oxfo叫 1鰯，

同).70-72.

14)必:sJ.台rjestyJs Patmt far lnproばf事乃:sl巳r1白 arxJM担ufacturesin‘5cotlarxJ. Publ i sh凶 by仕せerof 

Trustωs，出in凶rgh，1727， pp.14-15.北，前掲書， 61頁。「理事会」が成立した当初の 21名の管理

委員の名簿は次のようである。即ち，α旧r1es Cathcart Esq，伐氾IrgeRoss Esq， Sir Hugh fulrγrrp1e of 

t'brth上限IWick，Sir Jaras M3ckenzie of Royst仰 n，Andre.v F1etcher of岨1100Esq， Pa廿ick匂TIX児11of 

恥nzi.ef:sq， SjγJohn C]ark of Pennycuik，以mcanForbes E叫 σ泊r1es Areskine Esq， Mr. J:加 18S

Paterson of Kirk-town Adv∞ate，官10TaSIIope of Ranke i lor Esq，胤mgoGrせ1aCT1of Gorthy Esq， GωIrge 

Drurrrrnnd Esq， ̂rchi ba] d M ̂u 1 ay， Rぬe門:WightIan， Alexander Arbuthnot， Gilbert Stewart， Patrick 

Linu.say， Wi 11 ieUll Jeuni荻)11， .JeU配 sFall， Mr. G∞rge 1門 ing oC Nco.此αmである。その中で，親イング

ランド派の貴族・地主である Lρ，rdMi1句 1が「理事会」の政策決定の主導権を掌握しており，亜

麻産業振興策やプリティ yシュ亜麻会社の設立が実行されたのは彼の支持に負うところが多か

った。

15) W.ファルガスン著飯島訳，前掲書， 17CJ-100頁。「理事会」はその議会制定法によって， i処分権

を委ねられた約三万ポンドの蓄積を 最も将来性のある産業援助のために自由に配分する権限」

を与えられた。

lθT. C.印刷t，qJ. ciL ， (1~) p. 298. W. フアルガスン著飯島訳，前掲書， ω~1 頁。 1707 年の時点にお

いて，スコ y トランドには 66の王立都市が存在していた。その中で規模が比較的に大きい都市

は， lnvemcss， Elgj n， Abcrdcen， ~trosc，臥mdcc， Perth， Kirkcaldy， Sterling， Linlithgo.v， Glお側，

印inb町 gh，Haddington， Ayr， Jedburgh， IMrぜ'rIesなどであった。これらの都市はいずれも東北ロウ

ランドやセントラル・ロウランドに分布している。
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17) An飢， A倍 9XJS・Forlnpro凶7gthe乃:sl巴ries， 8JガLinnm雄前ufac白Ireof Scotland， Lond∞， 1727， 26， 

:z<.r:ょO.Patrick Lj ndesay， op. ci t， p. i v. 亜麻産業振興策を擁護する論者たちが共通して主張した

点は，イングランドとの補完・協調関係、を構築することであった。従って，すでにイグランド

で大いに繁栄していた羊毛工業ではなく，イングランドでまだ発展の余地が大いに残されてい

る亜麻産業こそスコットランの産業振興策の対象であるべきだと，彼らは強調した。

18) T. c.品以Jt，0fJ. cit ， (1~) p. 5， 7. R.礼臼訂正郎11，伊 α't，(l~) p.58. 17世紀のスコランドにおい

ては，産業振興策の対象として注目を集めたのは，羊毛産業と亜麻産業とであり，両方ともセ

ントラル・ロウランドや東北ロウランド地域を中心立地として発展してきた。しかし， 17世紀

後半に入ると，政府の手厚い保護政策があったにもかかわらず， 良質毛織物工業を除いて羊毛

産業全体が衰退の傾向を見せ始めたのに対して，亜麻産業は顕著な発展を遂げた。亜麻製品の

大半がイングランドやアメリカ植民地へ輸出され それによってスコットランドは輸入に必要

な外貨の大部分を獲得した。この事実から見ると 同じ 17世紀の二大産業であったとしても，

亜麻産業の方が羊毛産業より発展性に富み 従って優先的な奨励に値する対象であると「理事

会Jが認識していたと考えてよいであろう。

19) Hosal ind Mi Lchison，‘'PatrioLisn and Natiαru Idcnti ty in eight倒 lHγ-centl町Scotland庁， in 

T. W.比凶yed.， j恰tl・α18li ty and t1貯 Pursuitofj也ti，α7eUh投開油開l3elf ast， 1978， p. 92-94.、

チソンの説明によると 合同条約それ自体や 18世紀にわたる一連の農業・製造業改良運動は，

本質的にロウランド地主の政治・経済利権の拡大を目標とする一種のハイランド同化策であり，

さらに言えば「スコットランド統一運動」でもあった。

20) R.札臼III脱 11，0fJ. cit ， (l~)印.57-58.関口尚志「イングランド銀行と重商主義 (2) -銀行創設

の社

会的推進主体一J W経済学論集.Jl31-3， 1~ 年， 68-{)9頁。関，前掲論文，九州大学『経済学研

究~ 53-4・5，1銘7年， 370頁。

21) Patrick Lindcsay， op. cIL，同).i i i -i v. 亜麻産業の振興によって，国内の雇用機会を創出するこ

と，また亜麻製品の輸出から得られる外貨をもって輸入に必要な資金を調達し，それによって

貿易収支の改善を図るという 「輸出重視論j は， リンズィの主要な論拠である。

72) R. I-L臼叫加11，0fJ. ci t， (l~) 印. 35-36. イングランドへ移出する黒牛 cattle は主に生鮮牛肉，或

は塩漬け牛肉の原料として イングランドで屠宰 ・再加工されるものである。合同後，黒牛の

移出はイングランド市場での需要の急増によって一層増大し，ハイランドの主要な収益源とな

った。
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お)T.C.印刷t，O{J. c I t， (1~) pp. 237-238， 279. 

24)H. Hamil伽 ，O{J. c i t， (1932) p. 77. スコットランド亜麻製品の品質の粗悪さはすでに国際的に悪

名高<. ヨーロッパ大陸市場だけでなく，イングランド市場への進出も困難な状態に陥った。

25) R ~L Carr{:脱 11，op. cit ， (1~) 印.58-59.

26) A].伽rie，op. cit ， (1979) pp.35-36， 

69-71.評議会は 1728年から，大規模な亜麻栽培単位 (10エイカ以上)を奨励対象に多額の資金

を投入する一方， 良質亜麻種子の輸入，タ卜固からの優秀な亜麻栽培工 flaxrranの招致などにも

努力したが，資金不足や成果不彰のため， 1751年に亜麻栽培の奨励措置を停止した。 1758年か

ら再び特定の地域に限定して準備工程を含む亜麻原料の栽培・加工に対する奨励を再開した。

この奨励措置は 1830年代まで実施された。

27)札加i1 ton， O{J. ci t， (1鰯)p. s4. R]. Bri en， 1he，佐官 ofScotland-Eigカtm的白地uyPattems 

of勾rxJl色'8and‘5ettlmD7己Aberdee凡防犯， p.llO. 

22) A].加rie，伊 cit，(1979) p.72. デュリーの整理によると，へンリー・ヒューム(Kar肥s，Henη

Haa，)は 1766年にスコットランドで使用された亜麻原料のほ脱がスコットランド産であったこと

を推定しているのに対して， ジョン・ナイスミス OぬnNaisniω は 1782年にスコットランドで

使用された亜麻原料のうち 3/4が輸入原料であったと判断している。

29) A J Duri e，伊 L・jt. ， (1979) p.2. 中村耀著 『繊維の実際知識』 東洋経済新報社， 1991年， 23頁。

亜麻の播種は大体 3月""'4月の早春に行われ 収穫するまでは約 3カ月の成長期を必要とする。

亜麻が開花する前に常に除草しなければならないため 大麦や燕麦の栽培よりも大量の労働力

の投入が必要である。また 収穫の時期の判断も極めて重要で 判断を誤れば良質な亜麻原料

の収穫が不可能になる。スコットランドで良質な亜麻原料を生産できなかったのは， このよう

な専門知識の欠乏にもよるところが大きかったと言われている。

3O)J A S卯DIl， Scottish Far町宮 -Pastand Prest:nt一，臼inburgh，1959，印.17-18.新井嘉之作 i18

世紀におけるスコットランドの土地制度についてJ W史学研究~ ，第 l∞号記念号， 1~7 年，

127-130頁。 R]. Bri en， op. ci乙，印.1-3.新井の整理によると，ランリグ制を基礎とするスコット

ランドの農耕制度の特徴は次のようにまとめられる。即ち 基本的な村落共同体は普通， 1∞エ

イカの土地面積を一つの耕作単位とし そこに居住している借地農或はコッターたちが共同混

清保有と共同労働という形で農地を経営する。定住形式は小規模な散居常1]hamletが主要な形態

であリ，それは農村の基本単位を形成する。耕地は普通 近耕地 infieldと遠耕地 αJtfieldと

に分かれ，近耕地は家屋の近くにある比較的肥沃な土地で 全耕地面積の約1/4を占めるのに対
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して，遠耕地は遠方にある貧弱な土地で ある。近耕地と遠耕地ではともに，連続耕作の農作法

が行われており，そこで最もよく栽培される農作物は燕麦 atや大麦凶rleyなどであった。

31) R比臼即bell，伊 cit，pp. 19-20. RJ. Brie凡伊 cit，p.110.中世以来のスコットランド農業生産

の停滞や飢径の頻発を惹き起こした原因は，低劣な耕作用具や連作のような不効率な耕作方法

のほか， I昆清保有や遠近耕区制を特徴とするラン リグ帝1Jtこも求められる。特にランリグ制の下で

は，保有農地が他人のそれと交錯しているので，借地農は自由に農作物を栽培することができ

なかった。また，農地の細分化によって， 規模の経済性もほとんど失われた。このような農業

構造の下で，大量の農業人口が定住し，亜麻栽培は常に小規模な自家消費用に営まれてきた。こ

うして，豊富な労働力に支えられて，亜麻の栽培面積が 18世紀中頃までは，ある程度まで拡大

することができたのである。

32)R IL Can-q-脱ll，qJ. C・it，印.24-270 R J Brien， qコcit，卯 .18-28.新井嘉之作 「スコットランドの

農業革命J W西洋史学~ ，第お号(2卜3)19)9年， 8-14頁。スコットランドの農業革命は主に二つ

の側面で行われた。一つはノーファク式農法を中心とする新農法や新種牧畜，飼育方法の導

入・普及であり，もう一つはランリグ制の廃止を中心とする土地所有制度の変革で ある。 18世

紀後半からスコットランド，特にロウランドでは小麦 ・蕪・大麦・クローヴアの輪作法，即ち

ノーファク農;去の普及によって，土地の生産性が大幅に上昇し 域内の食糧源の確保が可能と

なった。それだけではなく この時期にヨーロッパ全体の人口が持続的に増加し，羊毛製品の

輸出も好調だったので 小麦などの食糧作物や羊毛に対する域外からの需要も次第に高まって

し、った。そのため，テナン卜や地主たちは手間がかかる亜麻栽培より，収益性が高<， しかも

栽培が比較的容易な作物あるいは牛，羊の牧畜の方を選ぶようになったのである。また， ノー

ファク式農法を中心とする農作や牛 羊の牧畜などはし、ずれも大規模な経営面積が必要であり，

従ってランリグ帝1Jの廃止による耕地の再整理 ・結合と農地保有権の再編が必然的に惹き起こさ

れた。しかし，スコッ卜ランドにおける土地所有制度の変革は極めて緩慢なものであり， しか

も地域によって度合が異なっていたので スコットランド全域の農業構造の変容は 19世紀後半

まで待たなければならなかった。

33)Sir John Sinclair，向沼cliRq:.町 tof the Agricultuml State 8iXl fblitilαl1C立ロ.IIE白 re.solぺ'irotlarx1，

1814， p. 15.新井，前掲論文， W史学研究~ ，第 1∞号， 154頁。スコットランドの前近代的土地所

有制度の下では，土地所有者の権利が明文的に規定・保護されていたのに対して，テナン卜の

借地権は法律上ほとんど保証されず 極めて不安定な状態にあった。

34)新井，前掲論文， W西洋史学~ ，第 83号， 18-20頁。自己の保有地から追い出されたテナントやコ
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ッターたちは普通農場の日雇労働者として雇われ，或は亜麻の紡績や織布活動を行うことによ

って生計を維持していたが，より能力がある者はセントラル・ロウランド，アイルランド，さ

らに北アメリカへ渡')，そこで新しい就業機会を開拓した。これらの伝統的な農業構造から離

脱した農民たちは， どんな移住方式をとったにしても， 18世紀後半から勃興しはじめた各種の

製造業に豊富な労働力を供給しただけでなく，尼大な需要をも創出し，産業革命の進行に大き

な影響を与えた。

35) A. J Duri e，伊 cIt，pp.2-3.中村，前掲書， 23頁。亜麻原料の準備作業は非常に煩雑な手作業で，

その)11貢序は次のように整理できる。まず，抜き取られた亜麻の根から土を払って畑で干し，水

分がある程度減少するまで乾燥する。そして，鉄製あるいは木製の亜麻こき道具 Rippling白白b

を使って，種と葉を取'Jr徐〈。亜麻こさの作業は通常男性二人によって行われるが，普通の人

にとってかなり退屈な作業といわなければならない。続いて 生茎から繊維を分離するために

まず浸水の作業を行う。浸水して生茎内部の木質部が分解しやすくなると，亜麻原料は再ひ.水

から引き上げられ乾燥せされる。その後 スチカチング作業に入る。スカチングは主に亜麻打

ち道具 flax-brakeあるいは木棒をもって生茎の木質部をたたき落とす作業である。この仕事は

亜麻こき作業と同様に かなり手間がかかる作業なので 労働節約を目的とする道具や機械の

発明と導入は当初から望まれていた。準備工程の最後の過程はへクリングである。ヘクリング

作業は主に亜麻すき道具を使って亜麻原料から繊維を取り 出す仕事であり 各準備作業の中に

最も熟練した手工技術を要する作業である。

36) f-L Hamil ton，伊 cIt，(1鰯)p. &3. A]. D.rrie， op. cI t ， (1979)印.2-3.

3η札}凶li1 t∞， op. cIt， (1~) ， p.l35. A.]. War寸en，伊 cIt， 印.448-449. A].臥.rrie，伊 cIt ， (1979) p.37. 

1728年に評議会は技術研修という名義で亜麻準備工の].スプレディングJohnSpladingをオラン

ダまで派遣し優秀な亜麻準備技術やスカチング機械の製造技術を習得せしめた。彼は 1730年

に帰国した後，ただちに水力によって稼働するスカチング機械の製造に着手し，同年これの稼

働するスカチング作業場がエディンパラの近郊に設立された。このスカチング機械は後に T.ホ

ップ刊伺邸恥pe という人によっていくつかの技術的修正が加えられ，スコ y トランドの他の

亜麻産業地帯でも使用されるるようになった。

38) KWl'es， Ilc町γIIa院乃TJgr8SSof β'ax-husfuI詑アか‘5cotland， 印inburgh，17ffi，印.16-17. Hami 1 ta1， 

op. cit， (1%3)， p. 1:見.ス カチング機械の使用によって，準備工程での生産力が大幅に上昇し，

さらにこの作業の退屈さもかなり緩和されたので 準備作業に従事する労働者がかえって増加

してきた。そのため スコットランド産の亜麻原料だけでなく バルト海地域から輸入された
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原料さえも域内で準備・加工できるようになった。

YJ)A Jωrj e， op. ci t ， (1979) p. 3. 亜麻原料は常にスカチング機械の叩きすぎによって使用不可能な

状態になったため， 良質の亜麻原料の準備作業は依然として手工技術に依存していた。また，

この機械は主に水力によって稼働するので，作業場の立地は水力の豊富なところでなければな

らなかった。ところ で， 当時のスコ y トランドでは，河川は土地と同様に個人の私的財産なの

で，作業場を建設するためにはまず水力利用権を取得しなければならなかった。スカチング作

業場の建設はこのように，技術，地理条件，土地所有制度などによって大きく制限された。

40) tl Hami 1 t叫伊 ciι，(1鰯)p.97.ヘクリング熟練工は通常独立生産者として，近〈に住んでいる

亜麻栽培農民の委託を受け，亜麻原料の準備作業を行うことになっていたが，前貸問屋商人の

下で働〈者も少なくなかった。

41) Ka肥s，He町γh肥， op. ciι，付録図を参照。

42)iマニュファクチャーJの概念規定については， さしあたり樋ロ徹「マニュファクチャーの発

達J，松田智雄編『西洋経済史』青林書院， 1蛾年， 1日-159頁に従う。

43)F.汎 Irene，ScottI5均SpinniJ事 SchxJls， Lon似し 1930，印.53-105. 良質亜麻糸の紡績技術をセント

ラル・ロウランドの新興亜麻工業地帯へ普及させることと 東北ロンランドやハイランド地域

での紡績労働力を増大させることが紡績学校設立の主要な目標であった。最初の紡績学校の設

立はエディンパラ ダンディ パースなどのような伝統的な亜麻産業地帯に集中していたが，

後に数が次第に増え て グラスゴウやベイズリのような良質亜麻製品の生産に特化した地域や

ハイランドの偏遠地にも設立された。

44)九].Wrie，伊 ciL，plates5. 貧民や女子労働者に提供された生産道具のうちで，雇用の増大に

最も役立つたのは紡車である。

45)八白m~j th， An ln]uiηrmω the /'eture and CaJJSeS of 1he 1fa1めofj恰ticns， 1937， (印win臼m加，

ほ)印.11&-117

46)九J加rie，op. CJ・L，p.25. ロウランドの東北地域は 18世紀初頭から， Diaper， Lawn，などのような

粗製亜麻製品の生産に専念し始めた。最初の販路は域内市場に集中していたが， 1730年代から

粗製製品を対象とする輸出補助金が実施され，それによってアメリカ市場への輸出が急速に増

大するようになった。その後 輸出補助金の一時停止やアメリカ独立戦争の勃発によって，輸

出量が減少したことはあるが，全体として，アメリカ植民地市場への粗製製品，特に伝naburg

の輸出に支えられ ロウランド東北地域の亜麻産業は半世紀にもわたる繁栄が続いた。

47)礼Hami1 ton， ojスcit，(1鰯)印.91-92.A]. Warせen， ojョcit， p. 476. A]. IXrrie，伊 cit， W. Lfj-27. 
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セントラル・ロウランド，特にグラスゴウやベイズリ周辺地域は良質亜麻布の生産拡大を目標

とする評議会の奨励を受け，キャンプリク ωrmrics，ガーゼ伊uzesなどのような良質亜麻製品

の生産において大いに実績をよけた。この時期に蓄積された良質亜麻製品の紡績・織布技術が

さらに 1700年代から勃興した綿工業に応用され，高級品志向を特徴とするスコットランドの綿

工業の発展に寄与した。また， この時期に生産された亜麻製品の品目とその価格水準は次のよう

にまとめられるがこれらの物が交織物を含んでいたか否かについてはなお検討の余地がある。

価格水準(pcryard) 製品品目 備考 (d :ペンス)

5 1/2d - 7d 

7 1/2d - lld 

l仕J- 22d 

日~-ONn Unb 1 <Xl.Ch凶 Uncn 未漂白亜麻織物

Harden 卜ウ糸で作った粗製亜麻織物

Osnaburg 組製亜麻織物

欧州1as 粗製亜麻織物

匂ckingand sagging 袋地(ズック)

Di司)8r

ぬ庇巴k

。1任:kedLinen 

Bcnga1 

白rmric，1101land

Lawn 

Linen匂uze

菱形の地紋のある亜麻織物

ネ需子で7紋様を表わした紋織物

市松模様の粗製亜麻織物

縞模様の亜麻織物

注 32を参照，良質亜麻織物

極めて薄地の上等亜麻織物

薄地の亜麻織物

Mus1in 薄地で柔らかい亜麻織物

48)ハイランドの伝統的な社会・経済構造に関する基本知識は，飯塚正朝 Ir国富論』と未開発

地域一18世紀スコ y トランド・高地地方の事例をめぐって-J，竹本洋編『経済学の古典的

世界』 昭和堂， 1鰯年， 100-123頁を参民

49)飯塚正朝 rr国富論』と 18世紀スコットランド経済社会』九州大学出版会， 1蜘年， 200-223頁。

飯塚の説明によると，ハイランド教化政策の内容は主に次の二つがある。一つは新しい農耕・

牧畜方法の導入や土地保有制度の改革などを含む農業改良政策であり，もう一つは亜麻産業を

中心とする産業導入策である。

旬以].Durie， 0fJ. ci t ， (1979)印 .88--91.

51)飯塚，前掲書， 168-169頁。飯塚はハイランド亜麻産業の生産・流通過程について，次のように
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述べている。「十八世紀前半までは，自家消費用だったリネンが後半になって商業組織に編成

されてゆく lこつれて，借地人たちは商人から前貸をうけた貨幣で地代を支払ったり生活日需品

を購入し，紡いだ亜麻糸でその返済を行うこともみられた。 ・・・こうした製品は自家消費用

に織布されるものを除いて，インバネス， クリーフ，パーズのような市場で売られた。織布工

程は大部分南部のグラスゴウ，ベイズリで行われた。 Jこの叙述から，ハイランドでの亜麻生

産はすでにロウランドのそれと一体化するようになったと推定することができると思われる。

従って，亜麻産業の発展を契機にして，ハイランドの経済構造が次第にロウランドのそれに編

入されるようになったことも十分に推定できることであろう。

52)A J W;訂 den， qJ. C・'It，p.448. 

日)lliv id srslll1er， 7he h泊5古"iesof Scot18lXi， New York， 1%9， p. 218. A].臥.rrie，op. cIt ， (1979) p. xi. 

キャンプリクcarrtJricは通常薄地の上等亜麻布を指すものであり，その原産地はフランスの

臼mbrai地方である。「理事会」はキャンプリク製織技術のスコットランドへの導入・普及を図る

一方で，その製品の輸入禁止も行った。 しかし，製品の輸入禁止措置はかえって密輸入量の増

大を招来し，域内のキャンプリク生産に不利な影響を粛したようである。

日)A J Wardcn， op. ci t ， (1979) p. 449. 

日)Ibid，印.465-470.David Br印ner，伊 cjt， pp. 215-216. A].加 ie，伊 ciι，(1979) pp. 32-35.亜麻

布検査制度は 1727年に制定された スコットランド亜麻製品の品質向上を主旨とする一つの議

会制定法 Stalllp八ctの中で規定される制度である。 r理事会Jはその制度の執行権限を委託され，

l包3年にその制度が廃止されるとともに， I理事会」の政策主体としての機能は正式に終止する

ようになった。

56) llivid BrEmller， op. cj t， p. 214.孔Hamilt∞， qコcjt，(1鰯)，印.97~抱.

57)札Hamilt∞，O{J.α't，(1鰯)，即.1俳 102.

58)1¥. J仇l.rle，op. ci t， (1979)悶).1¥3-44.

59) Ibjd，印.78-00.

印)礼 l凶Iilt∞，op.cit，(1鰯)pp.91-92. A J Durie， op. ciι， (1979)印.46-47. 良質亜麻布の生産は基

本的にロウランドの西部に集中しており，特にエディンパラやグラスゴウで良質亜麻布の製織

を主要な生産活動とするマニュファクチャ一作業場が数多〈存在していた。

61)A J W;訂 d町中Gjt，印.必5，468.A].以.rrie，伊 cit，(1979) W. 67， 74.後述するように，前貸商人

や製造場主は亜麻産業の生産過程と流通過程の連結点に立っていたため，生産過程と流通過程

に介入しようとする亜麻布検査制度を確立するために 前貸商人の亜麻産業における影響力を
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利用しなければならなかったのである。

62)A ].加rie，伊 Cl・t，(1979) pp.35-37. 亜麻原料の他，亜麻種子や漂白材料としての木灰なども亜

麻原料輸入商の取り扱い品目であった。域内の亜麻栽培に必要な種子が常に外国，特にネーデ

ルランドから輸入しなければならないことからみれば，輸入商人の原料供給過程に対する影響

力が非常に大きいことがわかる。

63)印arles A Malco川島必"staηrof the盈"itish Linm &nk， 凶in凶rgh，19fi)， p.4.比Hamilton，

qJ. cIt ， (1~) 印. 136， 146-147， 156. David Br佃ner，0jJ. ci t ，印.220-221.A].臥rrie，0jJ. ciι， (1979) 

pp.12，37，46，59-60. 

制)John IlJtt & Kenncth Ponti ng凶S.，‘5cottish Textile 必"s臼ry，Abe吋ぽn，1987， p.2. 

65) Archi凶ldCla.v &ぬnL Cla.v， 7he a阻止alRevol凶I白 -A白 Ttn・[X1ticnωSaialTechml，ぽy-，

ωnd∞， 1952， pp. 173-174， 177. I理事会」は数名の漂白工をアイルランドヘ派遣し，そこでアイル

ランド式の漂白法を習得させる一方，域内の大規模漂白場の建設にも補助金を提供した。アイ

ルランド式の漂白法は後に様々な技術改良によって，オランダ式の漂白法より経済的で，実用

的な生産方法になったため スコットランドで最も普及した漂白方法となっていった。

66)A J加rie，qJ. ci t ，即.81-82.John I3utt & Kenneth P，∞ting凶s.，op. ci t， pp. 3-4. 

07)Klau日IlWoll・I・，ゐI'cxLiIc 131α凶 ing rUld Lhc sirLh of the Olaucal Ind凶 tryHfusIJ恕 ss必，'s加ηrReview，

Vol.紅円JI，トh2， 1974， p.147. チャールズ・シンガ一等編，高木純一等編訳， w技術の歴史/

7~ 筑摩書房， 1~ 年， 191頁。

fs)Archi凶ldClo.v & Nan L Clo.v， op. ci t ，卯.181-182.硫酸の漂白工程への応用はフランス人，スコ

ットランド人，イ ングランド人の研究成果を結合したものといえる。最初に硫酸の特性に注目

したのはフランス人の化学者C.L Bertholletである。彼の発想に基づき スコットランド人の化

学研究者 FrancisHa配は硫酸の漂白材料としての特性に目を向け やがて「理事会」の援助の下

で硫酸の漂白工程への応用に成功するに至った。この研究成果がまもなく公開されたが，実際

に応用され，硫酸の大量生産が始まったのはイングランド人 JぬnRぽ buckによるPrestor明 nsでの

硫酸製造場の設立まで待たなければならなかった。

69) Jbid，郎 l除 192.Kl8l.お礼 Wolff，0jJ. ciι， p.l55.塩素という元素がスウェーデンの化学者臼rl

Scheeleによって発見されたのは 1774年のことである。塩素を主要な成分とする漂白材料は，漂

白時間の短縮や輸送上の安全などの面において硫酸より優れたものである。しかし，生産コス

トが高かったため， この時期に塩素が亜麻製品の漂白工程に使用される例は硫酸のそれほどに

は多くなかった。 1700年代から数多くの改良が加えられてから 綿製品の漂白工程で塩素がはじ
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めて大量に使用されるようになったのであ る。

70)Archibald Clow & ~し CICM'， op. cj t， p. 175.塩素の発見とそれの漂白工程への応用によって，

羊毛，亜麻，綿などの繊維製品の品質が大いに引き上げられ，繊維工業の発展を中心とする産

業革命の勃興に促進的な役割を果したともいえる。

71) Ibid， p. 19:よIllustration37を参照されたい.阻ωs札 Wolff，0fJ. cit， pp. 14&-146. John臥ltt& 

Kcnncth Pontingωs.， op.cit，印.7-8.A. J臥lyic，op. cjt， p.85.新式の漂白場を建設するには，

土地，水路設備などのよう固定資本の取得の他，アイルラン ド式やオランダ式の漂白技術を有

する熟練工の確保 ・養成も作業場主を悩ませた問題である。 1770年代までは漂白工程における

労働力は主にアイルランドやネーデルラン卜からの漂白工によって補われており，漂白労働力の

供給においてスコ ントランドが完全に自立できたのは 1770年代以後のことであった。

72) T. M. ~v ine， 7he Td庇mμrds， 1975，印inburgh，p.40.John臥lLL& K日間LhPonLl間伐15.，op. ci L ， 

印.8-9. A]. llrri e， 0/]. ci t. ， 印.31ーあ， 16イ7，~五. Pat Hudsα1， “Financing Finn， 17時 1850"，in 

Matrrice W. Ki巾y&ぬη s.Rose eds. ，品JSIIJesSEn陥 priseinM波~伽.白血ー乃ull the ei幼t倒的 ω

thetw印 tie的制7立のjLond∞， 1ω4， pp. 98-10 1.浜林正夫『イギリス名誉革命史』未来社， 1拡3年，

:W-3-JLY頁。北，前掲害， oJイ主4頁。漂白工程に投入された商人資本のうちで，特に西インドや北

アメリ力貿易に従事するグラスゴウ商人の資本が顕著であった。この場合に，亜麻製品は常に

タバコや砂糖の輸入の対価として，西インドや北アメリカ植民地に輸出されたので，植民地か

らの需要がスコットランド亜麻産業の発展に大きく寄与したことができる。
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第2章 プリティッシュ亜麻会社の設立過程と経営基盤

1概観

「プリティッシュ亜麻会社JThe Bri tish Linen ωJpal1y (以下， BLCと略称)の存在は， 18 

世紀スコットランドの産業発展史において無視しえない意義をもっている。 1740年代中葉か

ら亜麻製品の域外市場 1) の変化は次第にスコットランドの亜麻生産に決定的な影響を与え

始め 亜麻生産と域外市場との歴史的関連を最も具体的な形で表したのは，はかならぬこの

BLCという事業団体の設立とその事業活動の展開だったのである。

1727年に設立された「理事会JEhrrd of Trustees for Fisheries and池山fact町 esの亜麻産

業振興策による援助を受けながら，スコッ卜ランドの亜麻製品は前貸商人資本の支配網の下

で編成されていき，生産量の持続的な増加をなしとげた。 18世紀中頃になって，域外の亜

麻製品との競争が激化し，スコットランド域内の亜麻製造業者の問に製品販路の拡大や資金

供与制度の整備などの要請が強まってきた。このような背景の下で， 1746年にイングランド

とアメリカ植民地への亜麻製品の輸・移出拡大を目指していた株式会社ープリティッシュ亜

麻会社がエディンパラに設立された。その生産活動はロウランドから ハイランドにかけて

展開され， i理事会」の協力の下で BLCによる亜麻生産がスコットランド全域を包摂する

産業部門として成立するに至った。域外市場向けの亜麻製品の生産をスコットランド全域に

普及させ， 1751 年にその生産高がスコットランド亜麻製品の総生産高の 8.~強を占めるほど

の実績を BLCは築き上げたのである02 しかし，イングランドやアメリカ植民地への輸・

移出拡大に力を注いだ過程で，同社は市場環境の絶えざる変化に適応できず，結局 1770年

代に亜麻製品事業を放棄せざるをえなくなった。結果として会社はそのまま解散されたので

はなく，亜麻生産業者への信用貸与業務を基盤に一般銀行へ転化したのである。事業目的の

転換は会社内部の利害関係の変化によってもたらされたとはいえ その根本的な原因はイン

グランドやスコットランドでの綿工業の勃興によって引き起こされた市場環境の激変にあっ

た。 BLCの設立，事業活動の展開，そして事業目的の転換にいたる過程はこのように， 18 

世紀中葉からのスコットランド亜麻産業発展の一局面を示しながら 亜麻生産と綿工業の勃

興による市場環境との関連を如実に反映しているのである。

本章は BLCの歴史的意義を解明するに当たって，その経営構造と営業初期の事業内容を

分析することにする。事業展開の制度的基礎である経営構造がどのような特質をもち，それ

は経営の物質的土台となる事業内容とどのような相互規定関係をもっていたのか， この問題
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の解明を主要な課題とする。

2設立過程

BLCの設立過程は 1743年の春まで湖ることができる。この年の3月にエディンパラの亜

麻布製造業者， トッド WilliamTcxi (?一17CE)が「理事会」をたずね， 良質亜麻布キャンプリク

臼rrbricの生産についての援助を求めた。亜麻産業振興策が進行する最中に行われたこの申

し入れは，ただちに「理事会」に受け入れられ，ネーデルランドの織エー名がトッドとマカ

ロックEbenezer恥ωllc凶 (1718-1788)共同経営の製造場に派遣されるようになった3トッド

とマカロックとの共同事業にとって， この年に「理事会Jの支持を得たことは非常に重要な

意味をもっている。このことを契機に彼らは政府側との緊密な関係をもつようになっただけ

でなく，亜麻産業振興策の主導入物であるミルトン卿 Fletcher，Andrew，Lord阻lt∞ (1692-

17fs)心との出会いによって，自らの事業拡大の機会にも巡り会えたからである。

卜yドとマカロックが共同して亜麻製品事業を開始したのは 1740年のことであった。製織

場はエディンパラの港リースLeithに立地して 20台以上の織機を備え 良質亜麻布を製

織した09 上述したように，彼らは最初に「理事会」の技術援助を求め， 良質亜麻布の生産

拡大を目指していた。しかし ミルトン卿と出会ってから，その方針には変化が生じた。 ミ

ル卜ン卿は良質亜麻布よりも，北アメリカ植民地や西インド諸島向けの低・中級亜麻布の生

産拡大の方に関心をもっていたからである。特に 1742年からの輸出補助金法EbLmtyActの

実施によって， I国産」亜麻布を輸出する場合に 1ヤード 6ペンス以下のものは1/2ペンス，

そして 1ヤード 6ペンスから 12ペンスまでのものは 1ペンスの補助金が与えられることとな

り，G 輸出補助金の助成対象である粗製亜麻布の生産がミルトン卿の関心の的となった。自

らの事業構想、の実現に向かつて ミルトン卿はトッドとマカロックに協力を求めた。その結

果卜ッドとマカロックはミルトン卿に協力することに踏み切り，両者共同経営の製織場で良

質亜麻布だけでなく，粗製亜麻布の生産も行われるようになった。 1744年に新しい事業を興

す計画が実行に移され それによってBLCの前身会社- Iエディンパラ亜麻組合企業Jが

誕生したのである。

ミルトン卿の企画の下で， Iエディンパラ亜麻組合企業JEdinburgh Linen cc籾口neη とい

う事業団体が1744年7月に設立された。η 事業の目的はエディンパラ市内およびその周辺地域

でのキャンプリックと亜麻製品との製造業CarrbricandLinen rmnufacturesを促進することに

あったof!J 1ロf250で， 00ロの持分からなる f20， cxx)の資本金募集はエデインパラとロンド
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ン両地で行われた。 1745年 3月までは， 33名の出資者から cf16750の持分が引き受けられ，9

出資応募者の大部分はミルトン卿もしくはトッドとマカロックと関係のある者であった。特

にミルトン卿がロウランドEastLothian地方の有力な地主で， しかも当時スコットランド

最高法官裁判所書記官 JlβticeClerkを担当していたので，彼のこの地縁的，政治的な影響

力に負って，同組合企業はアーガイル公Archi凶ld，ll.Ike of Argy 11やストリッヘン卿 LρIrd

Strichenなどの政界有力者の出資援助を得ることができた。そして， トッドとマカロックの

共同事業と以前から取引関係があった商人たちも積極的に出資募集に応じた。彼らはいずれ

も， ミルトン卿の影響を受け，故郷の亜麻産業の振興に熱意をもち，或いは同組合企業の事

業展開を通じて， 自己の事業を拡大することに動機を持つ者であった。10) Iエテ・インパラ亜麻

組合企業」の出資金募集が設立発起者個人の影響力の下で行われ，出資者は主にエディンパ

ラとロンドンで活動している地主階層や亜麻製品取引商人から構成されていた。

ここまでの設立経過を見て， ミルトン卿たちがなぜ，域内の対アメリカ植民地貿易の拠点

であったグラスゴウではなく，遠〈離れているロンドンで出資募集を行ったのか， という問

題が浮かびょがってくるであろう。 1707年にイングランドとスコットランドが合同した後，

両地域の政治的，経済的交流がより盛んとなり，特にプリテンの中央政府の所在地であり，

世界貿易の中枢の一つでもあったロンドンでは， 多くのスコットランド人が政治や経済の分

野において活躍していた。その中に豊かな資金や市場開拓能力を持つ者が少なからず存在し

ており，彼らに出資援助を求めながら，その影響力を借りてロンドンで亜麻製品の販売拠点

を作ることがミルトン卿たちの主要な意図であった。政治上の優位，資金源の豊かさ，そし

て囲内取引や国際貿易の仲継市場という立地条件からすれば，ロンドンは確かにグラスゴウ

より魅力のある資本市場や販売拠点のように見えるOIl) しかし，エデインパラを事業の本拠

地としながら，スコットランド亜麻製品の生産拡大を事業目的とするかぎり，域外の中継貿

易港で資本募集を行い，販売拠点、をつくろうとする構想が果たして事業目的の達成に寄与し

えるかどうかは， きわめて疑問である。そもそもスコットランド製の亜麻製品だけでなく，

イングランド，アイルランド，そしてドイツ，フランス，ネーデルランドなどの大陸諸国か

らの亜麻製品もロンドン市場に進出していた。このような激しい競争環境の中で販売拠点を

作るために，かなりの資金や人材の投入が必要であった。また たとえ拠点設立ができたと

しても，当時の交通技術水準の下で本社の事業目的と完全に一致させるように現地の業務活

動を指揮，監督することも非常に困難なことだった。 ミル トン卿たちのロンドン重視戦略が

事業活動の展開にどのような影響を与えたかは，後に見るであろう。事実，ロンドンで出資
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募集を行ったことはまず「エデインパラ亜麻組合企業」の企業形態に影響を及ぼし，それに

よって同組合企業は「株式会社」形態をとる事業団体へ転化したのである。

総出資金 30%のf5025を運転資本にし， iエディンパラ亜麻組合企業」が 1745年の 3月

に事業活動を開始した。最初の事業内容は亜麻糸の販売と亜麻布の製織に集中していたが，

後に事業規模が拡大し，亜麻原料の輸入や亜麻布の漂白作業も行われるようになった。ω し

かし 事業活動が展開するにつれて，資金不足の問題がしだいに深刻lこなってきた。この問

題を解決するために，組合企業側が出資者に対して総額£笈削の追加払い込みを要求したが，

ロンドンにいる一部の出資者が事業の失敗から生じうる損失を恐れ，出資金の払い込みをた

めらった。 1720年にイングランドで泡沫会社禁止法 fubbleActが施行されてから，ゆ株式会

社の出資者の責任限度が明確に規定されるようになったが，組合企業開rtnership形態をと

った事業団体の出資者の責任限度が依然として不明確な状態にあることは，ロンドン在住の

出資者たちの不安の原因であった。l心こうして，事業活動を拡大するために， ミルトン卿た

ちはイングランドの法律に従って出資者全員の有限責任命IJを確立する必要を感じ，特許状に

よる「株式会社」資格の取得運動に取り組みはじめたのである。I~ 1745年の夏，特許状を申

請するための請願がジョージ二世に提出された。lθ 同年の秋 旧ステュアート王家のジェー

ムズ三世がハイランドの一部の氏族の支持を得て， ジャコバイトの乱を起こしたので，特許

状の認可はこの政治的原因によってかなり延ばされたようである。lη やがて一年後にこの請

願が受け入れられ， 1746年 7月5日に国王の署名のもとで，新しい事業団体に関する特許状

が認可された。特許期間は 30年とされ，そして事業の目的はプリテンの何千もの家族に就

業の機会を与え，外国亜麻製品よりよい品質や低し、値段の製品で国内と海外植民地との需要

を満たすことにあると定められ， 18 「プリテイ yシュ亜麻会社JBri tish Linen Carpanyという

名の下での株式会社が正式に発足するに至ったのである。

このように，エディンパラとロンドン両地で出資援助を求め 事業活動を展開することを

契機にし， BLCが「株式会社」という事業形態で事業の展開を迎えた。アダム・スミスが

『諸国民の宮』の中でBLCのことを， iある特定の製造業を振興するという公共心に富ん

だ目的のために設立する株式会社」と述べているように， 19 亜麻産業を振興するという公共

的事業目的を掲げていたからこそ， i理事会」の援助や特許状による株式会社資格の獲得が

可能となったといえよう。 BLCは両国が合同した後スコットランドでイングランドの法的

慣習に従って製造業を営むものとして設立された株式会社の典型をなす。それでは，株式会

社としてのBLCの事業展開の制度的基盤をなした経営構造は， どのような特質をもってい
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たのであろうか。次節はこの問題に焦点を当て， BLCの経営構造を検討することにする。

3経営構造

ここで特許状や定款規定に即して，資本金の構成と経営組織という二つの側面から BLC

の経営構造の特質を分析することにする。

①資本金の構成

特許状規定によると，共同出資 joint-st∞kとしてBLCが募集しうる総資本金は 10万ポ

ンド以内と定められている。出資を申し込んだ者は，その申し込み額に比例する資本金の持

分 shareとそれに応じる会社の利益配当を主張する権利が与えられると同時に，会社の構

成員 rr日Tbersof the CoJ1X)rati∞として認められる。出資金の募集はエディンパラとロンド

ンで行われ，そこで払い込まれた持分に対して， I受領証Jreceiptsが発行され， この

「受領証j は会社構成員としての資格と権利，特に利益配当を主張する権利証書に当たる。

営業利益の配分については，出資者総会が払い込まれた金額や営業利益の一部を会社の構成

員悶rbersof the泊 idCarpany ，こ分配する権限をもったのであるP)

株式会社形態であらためて出資募集を行ったBLCは 1746年末までに 79名の出資者か

ら49150ポンドの資本金を募集することができた。資本規模は組合企業時期の2.9倍まで拡

大したものの，表 1に示すように，出資者の基層は依然として貴族，地主と商人階級に止まっ

表1 1746年における出資者階層別の出資規模

(単位:人数、f)

人数 % IIIIJ資制 % 

i立政.J也L 25 31.6 21400 43.5 

商 人 17 21.5 11450 23.3 

法律関係者 14 17.7 5400 11.0 

税務行政官 5 6.3 2000 4.1 

そ σ〕 他 8 10.1 3900 7.9 

不 日月 10 12.7 5000 10.2 

A rI 79 100 49150 100 

資料:List of Subscribers of the British Linen 

Company， 1746. 
j主:法律関係者や税務行政官の中に、貴族や地

主身分に属する者も多いのだが、ここで出

資者名簿に載せられている職種や階層を分

類の基準にする。

ていた。 79名の出資者の中に ロウランドの地方領主や名望家の高額の出資応募が特に目
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立っていた02) また，組合企業期に見かけられなかった職種に属する者，例えば大学教授，

船長，軍人，パン屋，宝石商， さらに法人組合の名も出資者名簿で見いだされるのであった。

このような出資者階層の多様化に加え，出資者の地域的構成にも変化が起きた。ロンドン在

住者からの出資応募件数が急激に増加し，その総出資額が全体の 45地強を占めるに至ったの

であるP このように，社会の様々な階層から， しかも地理的に遠〈離れている地域から資

本金を集められたことは，有限責任命IJとl¥う株式会社の特質を生かし，社会の遊休資本を吸

収することに， ミルトン卿たちの戦略がある程度の効果を収めたことを物語るであろう。

ところで，株式会社という事業形態のおかげで，資本規模を拡大することができたとはい

え，出資者たちがどのような動機をもって， BLCの出資募集に応じたのかという問題を検

討すると，株式の発行による資金調達は必ずしも順調に進行したのではないことがわかる。

設立発起者のミル卜ン卿の場合には，亜麻産業の振興を通じて，自らの領地での雇用機会を

増やすことが期待されており ミルトン卿の影響をうけていた他のロウランドの地方領主も

ほとんど同じような動機をもっていたと考えられるP また，商人身分の出資者の中には，

BLCと関係を結び 自己の販売事業を拡大することを希望している者も少なからず存在し

ていたはずであるグ従って 亜麻事業の運営に第一義的関心をもち しかも取引に関する

経験や知識も有する出資者はほんのわずかしかいなかったが 彼らが積極的に事業経営へ参

与したことについては後に見るであろう。 しかし， ここでより重視すべきことは，出資者の

大多数がほとんど亜麻事業と何の関係や専門知識も持たず 彼らの主要な関心は事業運営よ

りも，出資金がもたらす報酬一利益配当にあったということである。いうまでもなく， この

場合に配当率の高さと安定性が出資者たちの払込意欲 即ち実際に運用できる資金の調達と

深くかかわっている。そこで次に， BLCの利益配分の実態とその資金調達との関係に目を

向けよう。

定款第15"'17条の規定によると BLCの利益配分は次の)11真序に従って行われる。まず各

出資者は出資者総会の決議により 毎年それぞれの払込額の開を配当 Oividendとして受け

取る。 それにつづいて，会社支配人は業務執行に対する報酬として年間売上総額の m

Allωance of the neat SlUTI of Two 問rcentper anrllUTI∞ the sales that shall beぬdeby the ω耶叩y

を受け取る。最後に取締役会の業務執行に対する報酬として年間売上総額の1/加が取締役会

に支払われ thereshall then be paid to the ωurt of Oirectors， ..・， the SLUTI of CXle half percent 

on the sales made each y回 r，これらの配分が完了してから残る利益は， r損失補填金」として

社内に留保される。お定款で出資者への配当を行うかどうかを決定する権限は，出資者総会
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にあると定められているが，実際の事業展開過程においては，取締役会が配当実施の実質的

な権限を掌握していた。そこで出資金の払込を順調に進行させ，より多くの運営資本を集め

るために，取締役会は早くも 1747年の夏に第一回の配当を行った。却しかし，利益予想がま

だ不確定な状態で蛸配を行った結果，運営資金の不足問題が解決できず，元出資者への追加

払込だけでなく新規出資による資本調達も講じらなければならなくなった。配当が再び追加

払込や新規投資を誘引する手段として用いられたため，会社経営が当面の利益の確保に追わ

れる一方で，資本を維持，拡大するための利益がほとんど社内に留保されえなかったという

悪循環に陥ったのである。表 2で示されているように， BLCの出資募集は 1752年まで続

表 2 BLCの出資募集の推移

(単位:人数、 f. ) 

年 月 Fl 出資者数 先行金額 {在告制 払込傾 未払金額

1746年9月17日 79名 49，150 

1747年12月25日 91名 54.600 21，840 

1748年12月25日 105名 59.700 41，790 27，716 14，074 

1749年5月25日 106名 61，100 42.770 36.024 6，746 

1750年5月19日 111名 64.900 45，430 39，791 5，639 

1751年5月19日 121名 68，500 47，950 43.736 4.214 

17521ド5Ji1911 128?'， 70，600 49，420 46， 106 3.314 

資料:Oividend Book of British Linen Company No.1-6 (1747-1752) 

き，その聞に事業成績のよしあしをとわず，出資者への配当， さらに支配人，取締役会への

報酬支払いをも含む利益配分が間断な〈行われた。 1752年に事業経営が不安定な状態に陥 1)，

配当率が協から 4へと改定されたが，m出資者への配当は創業してからの20年間にわたって

続いた。利益配分は結局，損益計算書で固定費用として定着し，会社の資金運用がそれによ

って大きく制限されるようになったといわざるをえない。

特許状で資金を調達する手段として株式の発行のほか，手形や債券 bill，凶1dの発行も許

されていたことは， al BLCの事業運営にとって非常に重要な意味をもっている。というの

は，製造業を営む事業団体でありながら，手形や債券の発行による資金調達の特権も同時に

与えられたことは，却後に BLCの事業展開の方向を転換したほどの影響を及ぼしたからで

ある。最初は，内部資本の調達が期待どおりに進まなかったので，資本調達の補助手段とし

て「約束手形Jprαmssoηnoteお)や債券が発行され，外部資本で運転資金の一部が賄われた。

表3からわかるように 1700年まで債券や約束手形の発行，そして銀行からの借款を含む借

入総額が年々増加する傾向にあった。 1752年から 1700年までの聞に，約束手形や債券の発
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表 3 s L Cの借り入れ総額の推移

(単位:f) 

年 月 日 債券の先行額 約束手形の発行額 ロイヤル銀行からの借敦 借り入れ総傾

1748)ド1Ji 13日 2.416 17.656 

1749年 1月16日 8，842 8，900 4，175 21.917 

1749if-5月25日 10，103 11，800 1.048 22，951 

1750il'-5 n 19日 14，607 7.240 2，998 24.845 

1751年 5H 19日 21.297 15，536 2，688 39，521 

1752iド5月30日 27，646 18，464 1.654 47，764 

1753)1'"-5月30Ii 35.913 18，824 3.175 57.912 

1754)ド5J J 30 11 27，626 27，520 1.545 56，691 

1755{r 5 JJ3011 23，856 22，517 1，750 48.123 

1756{1 ~ 5 JJ3011 19.765 20，904 4，120 44.789 

1757 )1'. 5 J J 30 1] 16.636 46，860 4，650 68，146 

1758)1二5J J 30 11 17.826 35.695 5，610 59，131 

1759年 5月30日 17，226 33.158 6，120 56，504 

1760年 5月30日 15.035 24，337 2，750 42，123 

176Iiド 5J130 11 12. 162 19， 105 2，200 33，467 

1762年 5H 30日 6，576 13，130 2，360 22.066 

1763年 5月30日 7，500 12，163 2，471 22.134 

1764年 5月30日 11. 569 7，878 549 19.996 

資料:Journal Letter of the Oaily Transactions of British Linen Company B.S. 

FrOIll Archivc of Bank of Scotland 

は当11，)":のj並行単位 1ポンド =20シリング=240ペンスという換算になっていたが、

のよーでの計算はポンド以ドの金制をすべて 1'4徐行.入する。

行によって調達された資金は，内部資本総額を一層上回るようになったfl)こうして外部資

本の重要性が増える傾向の中で，特に注意しなければならないのは，取引先や被雇用者への

暫定的な支払い手段として発行された「約束手形」が， しだいに亜麻生産関係者の問に銀行

券凶nknoteと同じような流通機能をもつものとなっていったことであるY 自社発行の約

束手形の流通性の確立によって，運転資金の調達はともかくとして，後述する亜麻生産関係

者への貸付も現金ではなく， 自社発行の約束手形で行うことができるようになった。 1700年

代からBLCはさらに約束手形をもって，亜麻生産関係者を対象とする為替手形の割引業務

を開始したP亜麻生産関係者への貸付であれ，為替手形の割引であれ，いずれも資金繰り

の問題が少なく ， しかも利益の回収を保証できる業務分野であるため，その業務活動は次第

に本来の事業目的である亜麻生産活動より大きな比重を占めるようになった。もともと単な

る資金調達の補助手段であった約束手形の発行はこのように間接的に会社の金融活動の拡大

を促す役割を果たした。最終的には手段が自己目的化してしまい，約束手形の発行によって

支えられた金融業務がかえって事業経営の重心となり，それは結局，事業目的の転換という

結果をもたらしたのである。
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② 経営組織

・会社機関

BLCの会社機関は出資者総会GeneralωJrtと取締役会ωJrtof Directorsから構成され

る。ここで業務方針の決定，執行において，両機関の聞の権能配分はどうなっていたかに焦

点、を絞って，特許状と定款での会社機関に関する規定内容を見てみよう。

特許状の規定によると，出資者総会は基本的に年四回-3月， 6月， 9月， 12月の第一月曜

日に開催されることになっており，開催日や場所に関する詳細事項、がそれぞれ同町1

Gazetteと印inburgh白ぼ百ltで30日の予告期間をもって公告される。総会の権能は主に次

の五つがある。①会社の定款，組織，議事規則などを制定，改定する，②出資金の募集，払

l ¥込みに関する事項を決定する，③利益の配分に関する事項を決定する，④毎年の第一回総

会で総裁，副総裁，取締役を選任する，⑤各総会で会社業務を執行すること forthe 

transacting the business and affairs of the said ∞l:rporationであるFまた，総裁，副総裁，

取締役の選任などの重要な決議に際して，出資者の投票権は次のように規定されている。

2∞ポンドの出資金(配分利子を含む)を有する者は一票 日氾ポンドを有する者はニ票

l側ポンドを有する者は四票の投票権があり 上限は四票であるoE BLCの設立時点、にお

ける 79名の出資者の中に， 1αx)ポンド以上の株式を引き受けた者は 7名おり，その中の 5

名l.il ¥ずれも取締役会の役員もしくは支配人であった。羽従って，会社役員が投票権の行使

によって出資者総会で支配的影響力を及ぼすことを防ぐために， この投票権の上限規定が設

けられたと考えられよう。

このような「決定機関」としての出資者総会に対して，業務執行機関としての取締役会は

総会によって選出された総裁 副総裁および5名の取締役から構成される。取締役会の権能

について，特許状で;欠のような規定がある。①会社業務を執行 ・管理すること forthe 

better carηing∞， and町四印刷tof the affairs of the said co:rporation②業務の管理や執

イ丁にあたる職員や作業員を任用あるいは解雇することである0377 取締役会のこのような業務

執行機能が定款規定によって，一層明確されるようになった。定款第 13条は，取締役会が

週一回の頻度で会議を開き，そこで会社支配人地nagersに業務執行の指示を与え，決算報

告書や会計帳簿などを検査することが定められている。また第 24条は 取締役会がスコッ

卜ランドロイヤル銀行 RoyalBank of Scotlandに預けている資金を引き出すことができ， し

かも手形や債券の発行を通じて資金を調達することができると規定しているのであるom

こ7して特許状や定款の規定によって 取締役会の業務執行機関としての地位が確立する
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に至ったと Lil 'え，経営方針を決定するに当たって，総会と取締役会との問の権能配分には

不明確なことが残ると指摘せざるをえない。上述したように総会が取締役を選任，解任する

権限をもち，また会社役員の総会における影響力の行使もある程度制限されているので，会

社経営の基本方針を決定する最高権限は総会にあると考えられる。 しかし， ここで総会が自

己の権限をどれほど行使したかが疑問である。事実， 1700年代中頃まではアーガイル公とミ

ルトン卿が一貫して BLCの総裁と副総裁の座を占めつづけただけでなく，創業以来の~

年間に取締役として選出された者もわずか 16名しかいなかったのであるPこのことから見

れば 総裁，副総裁，取締役の選任を中心とする出資者総会の権限の行使が，形式的なもの

に止まっていた蓋然性が大である。従って，会社経営の基本方針を決定する際に取締役会の

意見がそのまま総会で受け入れられたか，あるいはその事実上の決定権が取締役会に委譲さ

れていたかのどちらかであったということができょう。いずれにしても，会社経営方針を決

定する際に，取締役会が事実上の権限を掌握しており，会社業務の執行において取締役会が

支配的な地位を占めていたことは疑いをいれないであろう。

経営組織の事業展開に与える影響を問題とする際に，会社経営の最高機関としての取締役

会はどのような出自の者によって運営されていたのかということの検討は特に重要である。

1747年に取締役のエディンパラ在住資格が要求されるようになってから ωBLCの取締役

会は少数の地元出資者によって独占された。 1700年代中頃まではほとんどの取締役が5年以

上の任期を勤めており，その中に亜麻製品取引に携わっている者は実務経験を有することで，

業務方針の決定において特に大きな影響力をもっていた。 しかし，彼らはたいてい自己の亜

麻製品事業を持っていたことは見過ごしてはならない。このような兼業状態の下で， BLC 

の事業利益と自己の事業利益を波方1]できるかどうかは方1]として， 4lj 取締役として彼らがどれ

ほど業務執行に専念できるのかさえ疑わしいからである。後に見られるように，取締役会の

業務執行機能は事実上支配人によって担われ 業務活動の進行がほとんど支配人の管理下に

収められたのである。

-支配人

BLCの事業経営において 取締役会から会社業務の執行権を与えられた会社支配人は非

常に大きな影響力を持つ者である。支配人に関する規定は定款第 15条に集中しており，そ

の内容は次のようである。 iエディンパラ亜麻組合」の支配人であるトッドとマカロックが

ひきづっき会社業務を管理することにあたり BLCの支配人として任用される。支配人の

職務は，取締役会から与えられる指示に基づいて，亜麻原料，亜麻糸，亜麻布を購入，販売
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することと，その売上金を回収することにある。また，支配人は自己の事業を放棄すること

が義務づけられ， しかもそれぞれ笈削ポンドの株式を引き受けなければならないという規

定が設けられたのであるグこの規定によると，支配人たる者が取締役会の指示に基づいて

職務を果たし， しかも自己の事業を放棄し，専業的経営者として会社業務に専念することが

要求されることになっている。 しかし，定款で指名されているマカロックとトッドは， 1759 

年までの 13年間一貫して共同支配人の地位に止まっており，d その問に彼らはなんらかの形

で他の事業経営に参与していたことから見れば，マカロックとトッドの業務執行における地

位は決してこのような受動的なものではなかったことがわかる。また，前述のように取締役

が自己の事業を持ち， BLCの事業経営に全力を傾けることができないため，支配人が取締

役会から会社業務の執行権だけでなく，ある程度の業務方針の決定権も委譲された。実際の

事業展開過程において， BLCは数度にわたって経営方針を転換したが，その場合にトッド

とマ力ロックの意見が決定的にものをいった。彼らが相次いで支配人の職を辞した後も依然

としてBLCとの関係を保ち 彼らは BLCの会社経営に影響を及ぼしつづけさえした。支

配人としてのトッドとマカロックは取締役会の指揮の下で業務活動を行うどころか，設立発

起者でもあった彼らの取締役会における発言力はミルトン卿のそれより劣るものではなかっ

たということさえできるのである。刊

このような会社経営の実質的指導者である支配人の行動が 事業活動の展開に大きな影響

を与えることはし、うまでもないであろう。A.].デューリーの指摘によると，支配人の行動

を左右する制度上の要因として特に重要なのは その業務執行に対する報酬の支払いに関す

る定款規定であるグ即ち 支配人の業務執行に対する報酬は主に年間売上総額に比例する

ものであるため，業務を執行する際に支配人たる者が営業利益の極大化ではなく，売上総額

の極大化を目指し行動する可能性が大きいと考えられ 支配人への報酬形態によって事業展

開の方向が左右されたということである。 しかし， BLCの支配人という職務が長い間マカ

ロックと卜ッドによって独占され，支配人としての個人的要素が事業運営に与える影響は非

常に大きかったことを考えると 単なる制度的規定によってその行動が左右されたという見

解には，なお検討の余地があるというべきであろう。ともあれ 様々な自に見えない要因に

影響をうけていた支配人の個人的行動を理解するには 多くの問題が残されている。経営構

造と事業内容との相互規定関係の分析を課題とする本稿の場合 ここでむしろ問題とされる

べきことは，業務執行において共同支配人としてのマカロックとトッドが それぞれどのよ

うな具体的な業務を担当していたのか 両者の問の業務分担や権限配分はどうなっていたか
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ということである。そもそも取締役会の機能がある程度正常に働いていた限り，支配人たち

が芝、意的な個人行動をとることに限界があり，かれらの行動が業務の執行・管理組織のあり

方によって規定されるところも大きかったはずだからである。このような支配人を頂点、とす

る業務の執行・管理組織を解明するためには，経営の土台となる事業内容をも検討しなけれ

ばならない。そこで次節は BLCの営業初期の事業内容を概観することにする。

4事業内容と管理組織

資金規模の拡大につれ， BLCは製品の多様化に進みながら，当時亜麻事業界できわめて

革新的な経営戦略ともいえる生産工程の垂直統合を目標に，事業活動を展開した。良質と粗

製亜麻布の製織を事業の重j;_:として，紡績工程，準備工程，原料の輸入に向かう後方統合だ

けでなく，漂白工程や販売にも向かう前方統合をも含む，生産と販売との一貫経営が行われ

たのである。

①生産分野

BLCはまず卜ッドとマカロック共同経営の亜麻布製織事業を引き継ぎ，そこで良質亜麻

布と粗製亜麻布の生産活動を同時に行うようになった。良質亜麻布の製織にあたって， BL 

Cは自社直営の作業場で亜麻布の製織活動を行L、ながら 外業部としてエディンパラとその

周辺地域で約 l∞名の家内織工を雇っていた。@前者のマニュファクチャー経営はし、うまで

もなく，後者の場合も被傭織工の中に数台の織機を所有する小規模の中間マニュファクチャ

ー主が多<， しかも彼らの活動領域がほとんどエディンパラに集中していたので，会社側の

繊工たちへの指揮 監督が比較的に容易であった。織工の分布をエディンパラに限定させな

がら， BLCは亜麻原料や亜麻糸の前貸，そしてキャンプリクや同じ上等亜麻布のローン

lawnの製織技術の指導を通じて，織工たちへの支配を強めようとしていた。エディンパラ

地域に集中していた良質亜麻布の生産活動は， このように会社側の厳しい監督の下に置かれ，

製品の生産と販売はすべて自社勘定で行われていたのであるP

粗製亜麻布の生産活動は良質亜麻布のそれと対照的に，地域的拡散傾向が見られ，本社所

在地のエディンパラから東ロウランド地域へと広がっていた。エディンパラ周辺や力一コー

ルディ Kirkcaldy，ダンディ一以mdee，アープロース紅七民泊thなどで直営作業場を設けながら，

BLCは外業部として数百人の家内織エを雇っていた。必そし て 東ロウランド地域の主要

な地方都市での「製造業者Jnonufacturer ，親方織エ nasterWI伺 verある L、は商人肥rc凶 t

と契約を結び，彼らへ担保つきの現金信用や亜麻糸を与え 特定種類の亜麻布を製織させる
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ような委託生産方式も採用された06) 委託生産の場合に，織機や織布エの調達はすべて契約

先の自己勘定で行われている。契約先に前貸した亜麻糸や現金融資が，亜麻布をヲ|き渡すこ

とによって決済されるのだが， BLCは不良製品の回収をことわることができるので，事業

の危険負担の一部が事実上契約先に転嫁した。悶

製織工程の原材料となる亜麻糸の供給源を確保するために， BLCは紡績事業をも手掛け

るようになった。良質亜麻布の生産に必要な亜麻糸の供給は主にエディンパラ周辺の家内紡

糸工に頼っていたが， グラスゴウやベイズリィからのイ士入れもしばしば行われていた。日)し

かし粗製亜麻布の生産拡大を目指していたBLCは良質亜麻糸よりも，粗製亜麻糸の供給

源の確保を重視していた。東ロウランド地域で代理人を通して，粗製亜麻糸を大量に買い付

ける一方， BLCはロウランド西南地域とハイランドの東海岸地域で粗製亜麻糸の生産事業

を展開したP結果として 「理事会」の政策的援助やま也元の有力な地主たちの協力の下で，

ハイランドでの亜麻紡績事業が数年のうちに一万人以上の雇用機会をっくりだしたほど，大

きな成果を収めるに至ったY このようなハイランドでの紡績生産は主に代理人の自己勘定

で行われ，代理人が直接生産者と会社側との媒介者としての役目を担っていた。バルト海地

域やネーデルラントから輸入された亜麻原料がまず代理人のところに送られ，代理人が自己

勘定でそれを買い付け 紡績工に配分し 亜麻糸を生産させる。紡績された亜麻糸を代理人

が一括して BLCに販売するとし寸 下請生産が行われたのである。却

BLCの紡績事業に必要な亜麻原料はほとんどバルト海地域やネーデルラントからの輸入

によって賄われ，原料の海外依存度がきわめて高かった。サンク卜 ・ぺテルプルグ， リガ，

タンツィヒ， アムステルダム，ロ yテルダムにそれぞれ仕入れ代理人がおかれ，かれらはエ

ディンパラ本社からの指示に基づいて，亜麻原料 flax，h回 p，亜麻種子 lint-sωdや木灰ぉh

などの買(.¥付けを行った。田原料買 L、付けの;夫;斉に関しては アムステルダムとロンドンで

の国際貿易のイ中継市場が重要な役割を果たしていた。原料代金の支払いにあたって，仕入れ

代理人がアムステルダムのある金融業者宛に 仕入れ先を受取人とする為替手形を振り出す

ことになっており，アムステルダムでの契約金融業者との決済業務はさらにロンドンの金融

商に委託し，原料輸入に関する最終の支払いはロンドンの販売代理人やロンドン駐在支配人

のトンドによって済まされることになっていた。却このような原料の決済業務だけでなく，

船舶や積み荷に対する保険業務や輸出入に関する運送業務も 国際金融都市のアムステルダ

ムやロンドンの業者に依存しなければならなかったF亜麻原料の供給を海外に依存するこ

とによって，事業活動の展開におけるロンドンの重要性はますます高まっていった。後述す
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るように，販売活動の重心も ロンドンにあり，原料の輸入と製品の販売にかかわる流通業務

は次第にロンドンに集中するようになっていったのである。

亜麻原料の輸入とともに， BLCは漂白材としての木灰の輸入も行っていた。 18世紀中葉

において，漂白工程はスコットランド亜麻生産の最も弱L、部分であった。生産性が低L、こと

に加え，費用もイングランドやネーデルラン卜のそれより高かったので，域内で製織された

亜麻布はたいていロンドンや;，ールレムI-arl倒まで送られ，そこで漂白や染色加工されて

いたYこうした漂白工程の自立性と生産性を引き上げるために， BLCは海外から漂白材

を輸入し，漂白材の安定供給を 図る一方，大規模の漂白場建設にも乗り出したo:D) 1746年の

秋にミルトン卿の資金と彼のサルトンSalt∞にある土地や建物を借り，そこに直営の漂白

場を設立したことによって BLCは漂白エヰ呈にも手を広げるようになったのである。サル

トン漂白場で行われた作業は主に亜麻糸および良質亜麻布の漂白作業であったが，亜麻原料

を選別しそれを加工する作業も行われていた。回準備と漂白両工程は他の生産工程より多

くの固定資本が，必要であり BLCはこの二つの工程を同じ作業場で遂行するために， 多額

の資金を投入した。し かし サルトン漂白場だけで取り扱う製品のすべてを加工するには，

依然として無理なところがあり，一部の製品の漂白・準備作業は他の漂白業者への委託や合

弁事業に依存しなければならなかったfl) 粗製亜麻布の製織と同じく，準備と漂白も自社生

産ど委託生産との二つの生産方式の下で行われるようになったのである。

以上概観してきた BLCの生産事業を図式化すると図 1のようになる。各工程の生産方式

は多岐にわたっているものの 準備 紡績 製織漂白という四つの基本工程を企業内分業

として組み合わせることによって BLCは亜麻生産の全工程を統合する経営体として完成

した姿を整え るに至ったのである。

②販売分野

BLCは単に亜麻布だけではなく 亜麻原料 木灰 亜麻糸などの生産工程に必要な原材

料の販売も取り扱っており 取り扱い品目は表4で示される通リである。国営業初期におい

て，様々な販売品目の中で最も期待されていたのは 輸出補助金の助成対象となる粗製亜麻

布であっ た。 アメリカ植民地から砂糖や煙草を輸入する対価として用いられるこの種類の亜

麻布は輸出補助金の付与によって 植民地市場で プリテンから再輸出された大陸諸国の粗

製亜麻布とほぼ同等の価格競争力をもつようになったP第一節で述べたように， このこと
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図1 プリティッシュ亜麻会社の事業構造

統合方向 製品の流れ(一一生産用、---販売用)

!!;i材料の輸入

準備工程

紡績工程

製織工程

~麻、麻、組麻種子、木jポの輸入
(仕入代型人)

良質止E麻布

(マカロック

代昭人)

粗製~tE麻布

(木氏)

j票(I工程
(木版)

販売

(注) 括弧内の表iJミはそれぞれの業務活動の実質担当者である。

表 4 8 L Cの取扱製品一覧

原 材 車斗 良質亜麻布 粗製亜麻布

Lint seed Lawn Osnaburg(Edinburgh) 

Ash Cambric(Caroline) Checks 

Russia Flax Holland Harden 

Dutch Flax Cambric Hollands Tick 

Dutch Tow Diaper 

Linen Yarn 

Cambric Yarn 

tJ~f 典: J ournal Letter of the Daily Transactions of the British 

Linen Companv， 1746-1763. 

はBLCのアメリカ植民地へ進出することを生み出した最も重要な原因でもあった。設立初

期の販売事業の重心はもっぱらこの粗製亜麻布の販路開拓におかれていたのである。

営業初期の販売形態は次の三つに分けられる。一つは，ロンドンとグラスゴウで代理人を

通して，亜麻製品卸売商人 LinenDraperや輸出商人 exportrarchantに亜麻製品を売り込む

ことである。帥そして，エデインパラ本社で販売製品の見本場を設けたり，新聞に販売広告

を出したりして，買い付け注文を受けること。回また，プリテン島での地方都市，ジャマイ
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力，ヴァー ジニア， メリーランドでは，委託販売を行いながら，現地の巡回商人 Rider

(伽問>rcialTraveller) を雇って，彼らに見本を携え，注文とりに地方の困Tを回って旅行さ

せることである。的

この三つの販売形態の中で，亜麻布取引の中心都市であったロンドンでの販売業務が特

に重視されていた。ロンドンでの販路開拓は最初にグ ッドチャイルド JohnGα対childという

卸売商人に任せられた。 しかし，共同出資者であるにもかかわらず，他の製造業者からの委

託も引き受けていたグッドチャイルドは， BLCの製品を優先的に取り扱った形跡、がなく，

売上高が伸び悩んだ。 しかも彼に支払った委託手数料 cαTTIUssi∞も他の委託商人のそれよ

り割高だという非難も取締役会で出はじめた。開業務視察でロンドンに赴いたトッ ドに，ロ

ンドンでの販売業務を自社の直轄管理下に収め，支庖を設立する必要を感じ させたのもその

ためであった。 1747年 8月にトッドの提案が取締役会に受け入れられ ロンドンのキャノン

通1)臼m∞ StreetでBLCのロンドン支庖 Warehouseが設立された。そこで亜麻製品卸売

商人のチャイルドNathaniel白ildが年俸 l∞ポンドで雇われ，支庖業務の指揮，監督に当

たったが，帥業務執行の実質的な権限は後のロンドン支庖支配人となるトッドの手中にあっ

た。こうして， 1749年 5月から同じ支庖販売制度を開始したグラスゴウでの業務が本社支配

人の管理下に収められたのに対して，倒共同支配人の一人が自らロンドン市場での販路開拓

に取り組むことは BLCのロンドン重視姿勢を窺わせるであろう。 しかし， ここでより注

目されるべきことは ロンドン支庖の設立によって 業務執行における共同支配人の地域的

分業態勢が成立するに至ったことである。支配人の問の地域的分業関係は後にBLCの管理

組織上の欠陥となり 亜麻事業活動の進行を阻むほどの悪影響をもたらしたからである。

③管理組織

支配人の地域的分業態勢において，エディンパラ本社支配人としてのマ力ロ yクは生産業

務だけではなく，亜麻原料・漂白材料の輸入 そしてエディンパラ本社とグラスゴウ支庖で

の販売業務の執行管理も担当していたのに対して，ロン ドン支庖支配人としてのトッドは，

ロンドンでの販売業務および輸出入に必要な保険 ・運送業務の運営に当たっていた。刃)取締

役会のロンドン市場重視姿勢によって 業務執行において共同支配人の間にある程度の職能

的分業関係も派生したのである。この地域的，職能的分業態勢に応じて，業務執行における

共同支配人の問の権限配分にも変化が生じてきたことが特に注目に値する。本来はマカロ ッ

クとト ッドが相互の業務活動を監督 しあう立場にあり 両者とも生産と販売とを含む業務全

体の運営lこ権限や責任をもっ ていた。η)
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しかし，支配人の問の地域的・職能的分業態勢の明確化によって，マカロックとトッドに

はそれぞれの業務に専念することが要求され，相手側の業務に接触する機会や余裕がなくな

り，結局両者は自らの担当業務に専念するようになり，相手側の業務に干渉する権限も自然

に消滅していった。もっとも，マカロックはエデインパラ本社支配人の座を占め，主に生産

業務を執行する権限をもったのだが，彼がエデインパラ本社とグラスゴー支庖での販売業務

の執行権も掌握していたことから見れば，ロンドン支庖の業務執行に当たっていたトッドの

権限はその分縮小したと考えられる。共同支配人としてのマカロックとトッドの力関係は一

見水平的であるように見えるが，実際の業務執行においてはマカロックの権限が卜 y ドのそ

れよりはるかに大きいものとなった。こうして ロンドンでの販売開拓の困難性が認識され

た上 共同支配人の一人が直接ロンドンでの販売業務に当たったとはし、え 彼が本社の業務

活動に影響を及ぼす力をもたない限リ ロンドンでの販売に重点、をおく事業経営を進行させ

るには当初から無理があった。事実，事業が展開してから数年も出ないうちに，マカロック

と卜 yドとの問に生産業務の方針をめぐって激しい意見対立が生じた。両者の間の亀裂はそ

れぞれ支配人の地位を退いた後も続いたようである。

業務の運営方針をめぐるマカロ ックと卜 y ドとの対立の焦点、は，主力亜麻製品の種類とそ

の生産方式にあった。 トッドの主張によると 大規模生産方式の下で生産される良質亜麻布

は価格や品質の面からして いずれもグラスゴウとベイズリィ周辺の中小生産業者によって

生産されるものと競争できず， これから早期に撤退すべきであり， また主力製品の粗製亜麻

布の生産活動も価格競争力の向上を目標にし 自社勘定の下での作業場生産ではなく，すべ

てを委託生産に移すべきであった。初ロンドンの激しい競争環境で販路開拓に当たっていた

トッドにとって，業務運営において最も重要なことは 生産業務が常に市場需要の変動に合

わせるように調整されていくことにあった。しかし 本社で日々膨大な業務処理に追われて

し必マカロ ックはロンドンでの現場業務に接触する余裕がほとんどなく 現場経験に欠けて

いた状態でトッドの意見に耳を傾けることは困難であった。そのような彼に，多大な精力を

投入して，築き上げた生産工程の垂直統合事業 特にその重心となる製織活動から撤退させ，

もしくは変更させることもそれほど容易なことではなかった。そもそも輸出販売の重心がロ

ンドンにあり， トンドがその業務執行の権限を握っていたにもかかわらず 図1の事業構造

図からわかるように グラスゴウでの輸出販売業務 そしてエデインパラでの域内向け販売

業務は，いずれもマカロック管轄下に収められていた。市場環境に大した変化がない場合に

は，ロンドンでの販売業務との調整がうまく図れなくても エデインパラとグラスゴウでの
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販売による資金の回収や前述した外部資本の調達によって，本社の生産業務を維持すること

は不可能ではなかった。

ところで，事業活動が進行するにつれて，マ力ロ yクと卜 y ドとの問の対立はますますぬ

きさしならぬものとなり，エディンパラとロンドンで両者はそれぞれ個別行動をとり，本社

業務とロンドン支庖業務がほとんと.調整のつかない状態にまでなってしまった。 1754年に粗

製亜麻布の輸出に対する補助金が打ち切られ，m粗製亜麻布の売上が急激に減少したため，

事業経営が深刻な財務危機に陥った。もはや業務執行における共同支配人の問の個別行動を

許せない状態が生じたのである。本社と支庖業務の調整を図るために，ょうやく取締役会が

両者の対立調停に乗り出した。 しかし，前述したように，取締役会での意思決定は支配人の

意見に基づくところが多<，両者の対立を調停するどころか，それはかえって取締役会内部

の意見分裂を引き起こしてしまったPマカロックと卜ッドとの札機が頂点、に達した 1759年

に， 卜y ドは亜麻製品の卸売商としてBLCから独立した。 しかし，彼はロンドンでの販売

業務を一手に引き受け，形式的に外部者にはなったものの，事業経営に及ぼす影響力を依然

として行使しつづけたom マカロ ックはそのまま支配人の地位に止まったが，取締役会内部

から彼に対する不満の声が上が 1) 初 支配人として自らの営業方針を遂行することはますま

す困難となった。1763年にマ力ロックも支配人の職を辞し，自らの新しい事業経営を開始し

たom亜麻事業を執行する二大支柱をなくした BLCは， これをもって事実上，あらゆる自

己勘定での亜麻生産事業から撤退したのである。

4小括

ここまでの検討から次のことを確認することができるであろう。アメリ力植民地貿易の繁

栄や亜麻製品に対する輸出補助金の付与が経済的背景にあり， ミルトン卿，マ力ロック，トッ

ド三者を中心とするスコッ卜ランドの地主 商人階級が亜麻製品の移・輸出を事業目的とす

る事業団体の設立に踏み切った。事業本拠地はエディンパラにおきながら， ミルトン卿たち

はプリテン囲内外取引の中I~都市ロンドンで出資金募集を行い そこで亜麻製品の販売拠点

の建設を計画した。しかし イングランドとスコットランド両地域の出資者の責任限度に対

する法的規定が異なったため，ロンドンでの出資募集が予期どおり進行できず，その解決方

法として「株式会社」設立の特許状が求められるようになった。その結果， BLCいう名の

下で株式会社形態をとった事業団体がエディンパラで誕生したのである。

株式会社として， BLCは多額の資本金を募集することができただけでなく，債券や手形
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の発行による資金調達の特権も与えられた。このことが生産工程の垂直統合を可能にし，生

産と販売との一貫経営が成し遂げられたと はし、ぇ，運営資金を調達する際に株式会社として

のこの財務的特質がかえって事業経営の落とし穴となった。即ち，運営資金を調達するため

に，新規出資募集あるいは出資金の払い込み要求，そして約束手形や債券の発行という二つ

の方法が講じられたが，前者の場合，出資者への配当が毎年行わなければならず，配当は固

定費用として会社の大きな財務負担となった一方，後者は亜麻生産業者への貸付や手形の割

引とを中心 とする金融業務が次第に事業経営の重心となったのである。他方で，経営組織，

特に業務の執行管理組織は事業内容によって大きく規定されていた。出資者総会と取締役会

というニつの会社機関の下て・ 共同支配人のマカロックと卜ッドは業務執行の最高指揮者と

して会社の管理組織の頂点、にたっていた。営業初期の事業内容において，輸出販売活動の最

重要拠点、がロンドンにおかれたことを契機にして，マカロックとトッドはそれぞれエディン

パラとロ ンドンとでの業務活動を担当するようになり，業務執行において両者の問の地域的，

職能的分業態勢が成立するに至った。 しかし， この地域的，職能的分業態勢に応じた支配人

の問の権限配分の不均衡によって，業務運営に関する両者の問の意見対立が生じ，それは事業

経営全体の混乱を惹き起こし 亜麻事業からの早期撤退という結果をもたらしたのである。

株式会社としてのBLCの経営構造と営業初期の事業内容との相関関係をこのように確認

することができるならば，次に問われるべき問題は この経営構造が市場環境の変化をどの

ように受け止め，それに従って事業活動が具体的にどのように展開されていったのかという

ことである。この実際の事業展開過程を分析することが次章の課題である。

j王.

1)ここで 「域外市場Jというのは主にイングランドやアメリカ植民地市場を指すものである。

スコ y 卜ランドの亜麻製品の販路構成を分析する際に 域外市場を域内市場と区別する必要

があるため，予め「域外市場」の定義を与えておきたい。

2)S. G. U1cckland， op. ciL， p. %. 

3) A. J.以lrie，O{J. ci t. J (1979)， p. 115. 

1) W i 11 i eUI1 n̂cJerson， Jhe丘刀ttishMtj∞: the suma配~ Fadlies， μtera白Z弓 ~ arxi 

Bjぽ口同1・ζ沼1His臼ryof the A庄pleof ‘5cotland， Yol. 1 Y. ，臼inburgh，1876， p.226. スコットラ

ンド国務長官のアーガイル公にその手腕が買われ スコットランドの行政管理を委任された

ミル卜ン卿LordMilt叫AndrewFletcher of sal回 11692-17fsは， I理事会」の実質指導者と
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して亜麻産業を中心とする製造業だけではなく，農業や教育の振興にも力を注いだ。特に，

スコ ントラ ンドにおいてはかの有名な封建遺制であった世襲裁判権の廃止に際して， ミルト

ン卿は積極的な役割を果たした。このように， 18世紀スコットランドの経済・社会構造の移行

過程において， ミルトン卿個人の影響力は非常に大きい意味をもつものであった。

5)A J furie，伊 ciL，(1979) p. 115. 

6)印arlesA Mal∞l町 op.ci t.， (1950) p. 5.北，前掲書， 61頁。

7)Alex J Wぽ den，op. cit，印.俗4制 5.

8) W. R Scot t， Jhe白 1Sti印tl白 arXJFinance of Englis九‘5cottisharXJ Irish Jointづ以北α碍溜11お ω

1720， Vol. U 1，臼mbridge，1911，印.123-129. R!-L白川却11，'''lhe Law and the ]oint-St∞kω明 ny

in Scot1 and"， in Peter L !込yne，ed.， Sw:1ies in .x刀ttl・'shfusiness 泊・S加ry， Lond∞， 1~7， 

印， 136-137，148.製造業を振興することを目的にしスコットランド議会はそれぞれ l飴l年と

l侃l年に組合企業 partncrshipを含む会社 ω明 ny形態の事業団体の設立に関する l¥くつか

の議会法令を発布した。それらの法令によって，スコ y トランドでは会社形態の事業団体の設立，

特に法人格をもっ会社を設立することはインクランドのそれより容易となった。両国が合同

した後も，私権 privatcrightに関する限 1)，スコソトランドは依然として合同前の法体系を

もっていたことから見れば， iエディンパラ亜麻組合企業Jは恐らく合同前のスコットラン

ド特有の慣習法に従って設立されたものと考えられる。

9)A J伽rie，op. cit ， (1979) p. 116. 

10)力Um.Jof theゐ1・1yTran.館 tiasof &u政 Irgカμ'flenUPJrtnerY， J ，i st of Pr叩ifietoγ March

1715， Ed i nbllrgh， (I1ank 01" Scotl emd ̂ rch i ve). 

11) Jbid O1arles A Mal∞1m， op. cit，印.5-7.

12)石坂昭雄・書永欣三郎・諸田実 ・山下幸夫著『商業史』有斐悶，問調3年， 101-104頁。 S.D. 

チャ ップマン著佐村明知訳『産業革命のなかの綿工業』晃洋書房， E~お年， 2-3頁。

13) Jouma.l of 白血ilyTmn館 tiasof EdiJ説IrgカLinmUPJrtnerY， 20地r.1745，21 ûg. 1746. 

泡沫会社禁止法の成立背景に関しては，山之内靖 『イギリス産業革命の史的分析』青木書庖，

l鰯年， 242-282頁を参照されたい。

11)印刷esA MalcoJm， O{J. ci L， p.7， R比白川が11，op. ciL ， (1~7) p.143-144. A ].ぬrie，qα cit， 

(1979) p. 116. ステアー・ソサエティ編戒能通厚/平松紘/角田猛之 編訳，前掲書， ~-

101頁。安部悦生『大英帝国の産業覇権一イギリス鉄鋼企業興亡史』有斐閣 1993年， 75頁。ス

コントランド特有の会社法(慣習法)の下で，法人格なさ会社 unincorporatedjoint-stock 
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cα脚 lyであっても，訴訟 ・非訴訟権をもちうるものであ り，従ってその出資者は出資金を限

度とする自己の有限責任を主張することができないわけではない。「エデインパラ亜麻組合企

業」のスコ ッ卜ランドにいる出資者たちの責任限度はこのように現地の法律の下で，ある程

度保証されていた。しかし，ロン ドンにいる 出資者たちにと って，同組合企業がイングラン

ドにおいても営業活動を行うかぎり，イングラン ド法に従って責任がとられる可能性が大き

く 彼らは自己の責任限度に関して不安をもたざるをえなかったのである。

15)小島昌太郎『比較株式会社形態論』 有斐悶， 1958年， 43頁。なお「株式会社」の概念規定につ

いては，さしあたり大塚久雄『大塚久雄著作集第一巻株式会社発生史論』岩波書庖， 1%9 

年， 22-25頁に従う。

16)リ¥arIω 九恥IcoI n~ O!λcit.， p.幻卜znこの請願書の全文はマルコムの著書の巻末に付録とし

て収められている。

17) Bruce LemEJl， Jhe fl政治dte応s丘駅却釦.抱in1689-1i切凶1似し l鮒，印.231-2ω.

18)ぬrterof 御伽..tish Linen u耳KJl1Y(wi的 themles am by-laws of御 Britishμm

αllfK1l1Jう印inb町民， 17 Sep. 1746， 印.3-4.(Goldsni th Library) 

19)AぬmSni th， An 1Ir]UiIァ血ωtheNJture am白usesof the 1fa1的 ofNJtias， (印win白山13Tl， ed.) 

Ncw York， [937， p.715. 大内兵衛 ・ 松川七郎訳『諸国民の宮~ (四)岩波書届， 1 ~初年， 121頁0

LO)ぬ rterof the Bri tishμ悶 1Q耳)eJf1y， p. 7-8， 11， 15-16. 

21)List of幼児r1~伽"S oft飴 BritÍ5ヵ Linen û碍加五 1746. 例えば， Ear 1 of Pamuir， Ear 1 of恥peton，

Ear j of Eglinton，加keof Argy 11，加keof Atho1eなどはし、ずれも 1C削ポンドやそれ以上の出資

持分を引き受けていた。

22) Jbid ，総額 491日)ポンドのうち 224∞ポンドがロン ドンか ら募集したものである。

23) ular lcs A M:J.1∞1m， op. ciι，印.お4-お5.

24) List of sl泊町ibersof the釦・tishLinen Q耳KJl1y， 出資者名簿で商人身分で名前が出ている者は

ほとんど何らかの形で BLCと取引関係をもっ ていた。最も顕著な例は後のロンド ンでの販

売代理人となったグッドチャイル ドJohn 仕凶chi1dとロンドンの金融業務代理商を務めてい

たキャンべル・ブルース 01fl11カell& Rruce兄弟である。

25) lhe RUJ es and砂王awsof tJ貯金1・tishLinen u耳KJl1y， 17 Sep. 1746，卯.6，9-10.

26) Divide地 Ikcla:ro.プωthe乃tpri，θ臼rsof the盈2・tl・'shLinen勾 KJl1Y丹田αr1・s回 51747，(刷<of 

Scotland Archi ve). A J !llrie， O{J. cIι， (1979) p. 118. 

27)組問tesof the舟町波泊7gsof the臼砲a.lam (JJarter ly白 Irtsof tJ貯盈1・tishLiJ沼 1U理加Y
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(amoK;ing均 tmi巴r17th 1i略印inburgh，10， Feb.， 1752(sank of Scotland Archive). 

28)αmter of tbe Bri tish Linen Caqxmy， p. 14. 

29)S. G.白eck1 and， (平フlcI t， pp. 94-95， 150.北， 前掲書， 65頁。

30)印arlesA地lcol叫0/].αt，p.26.雇い人，地方代理人，織エ，そして契約製造業者などへの

支払い手段としてBLC自社発行の「約束手形Jprl∞li ssory noteが使われはじめたのは 1747

年9月のことであった。

31)A J Durje， op. cit， (1979) p.120.短期の運転資金が不足する時に，外部からの借入より，約

束手形の発行の方が利子費用を節約することができるので，約束手形の発行が次第に資金調

達の主要な手長支となったのである。

32)S. G.αeckland， op. ci t， p. 95.北，前掲書， 69ページ。徳永正二郎『為替と信用』新評論，

1976年， l72頁。最初の三年間は額面 l∞ポンド， 20ポンド， 10ポンドと 5ポンドの約束手形

が発行され，いずれも利子付きのものであった。後に利子なしの 5ポンド， 20シリング，そし

て 10シリングの小額手形も発行され， これらはし 1ずれも一覧払い約束手形であり，信用を拡

大するための手段として使われていたので，信用貨幣-i銀行券」凶nkootesと同じ性質のもの

と見ることができる。業務活動の展開につれ BLC発行の約束手形は流通範囲が次第に亜

麻生産業者の問に広がってゆき，その流通性が広〈認められるようになったことによって，

亜麻製品業者への貸付業務や為替手形の割引業務を現金ではなし自己発行の約束手形で行

うことができたのである。

:ロ)UlarlesA Mal∞1m， 0/]. ci L， p.59. 

34)ぬrterof the Bri tish Linenα碍誼n万印.5--6， 8， 10， 13-14. 

35) Ibid， p. 11. 

36) List of紬町i防 sof廿leBri tish Linm Caqxmy， 1746.特許状で指名されている総裁や副総

裁，そして会社役員のそれぞれの引き受け額は次のようである。総裁のアーガイル公は 3αx)

ポンド，副総裁のミルトン卿は 1500ポンド 取締役のクウツ JぬnCoutts，アラン加rasAllan， 

シャープ AlexanderSha巾，クローフォード PatγickCrawford，べックフォード Williarn8edぜord

はそれぞれ 7日ポンド 駁)ポンド 引)ポンド lま氾ポンド 日泊ポンドであった。そして支

配人のマ力ロ yクピトンドはそれぞれ 1500ポンドの持分を引き受けていた。

:mcro口町 ofせleBri tish Linen Caqxmy， pp. 9， 15. 

38)恥 RuJesand砂王asrsof the Bri tish Linen Q湾問tr.17 Sep. 1746，印.6，11-12. 

39)印arles A M3.1col町0/].ciL， pp.2∞，205，2'ω
ー

210. アーガイル公は 1746年から 1761年までBL
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Cの総裁を，そしてミルトン卿は 1746年から 1766年まで副総裁を務めた。

40) lbid， p. 9. 

41) lbid， pp. 9-10，17，27-28. 会社役員が職務上の権能を利用し親類縁者のために利益を計った

例は特に多かった。例えば， BLCのサンクト・べテルプルグでの亜麻原料仕入れ人のアラン

Jaras Allanとシャープ Wa1ter Sharpは初代取締役の T.アランと Aシャープの息子であり，ロ

yテルダムでの亜麻原料仕入れ人のクローフォード.JamesCrawfordは同じ取締役の P.クロー

フォードの実弟だったのである。

1¥2) Jhe Rul es arXJ砂加ぢ ofthe企"].tish Lintn u耳KJlly， 印.6-8.

43)印arlesA. Mal∞lm，伊 cIt，印.45-46. 1759年にトッドは支配人を辞め，その後 1763年まで

マカロックが単独で支配人の任に当たった。

44)初期の株式会社ではしばしば会社機関が機能障害に陥り，結局支配人に会社経営の実権が集

中していった事情を，すでに渡辺尚が「ライン西インド会社J(RWK)の事例分析によって

紹介している。同 「ライン西インド会社の経営構造一社益と地益のはざまで一J W社会経済

史学~ 47-3， 1鉛l年(同著『ラインの産業革命一原経済圏の形成過程』東洋経済新報社 l兜7年，

12ト141頁)。

45) A. J加rie，0/]. cit， (1979) p.140. 

46)C. A. Mal∞1m， O{J. ci t， p. 12. 1746年 10月6日付けの臼i巾町ゆ ωrrantt l ¥う地元新聞にBL

Cに亜麻布を製織してくれる織工や製造場主を募集する広告が載せられている。 BLC営業

初期の主要な事業活動内容が示されているこの広告は 週一回の頻度で 6週間にわたって掲

載されていた。

47) A. J llIrie， O{J. ci t， (1979) p. 122. 

48) lbid， p. 133. 粗製亜麻布の製織事業が最大規模に達した時，マカロックの直接な指揮下にい

る織工の数はヨ犯人弱であった。

49)1佐TJlJtesof court of n丘町ぬrsof the Bri tish Linm a耳KJlly， ct t. 2 1746. 

ffJ)A. J Durie， O{J. cit， (1979) pp.122-123. テ・ューリーによると，新種の組製亜麻布として導入さ

れたオスナブルグOsnabur悼の生産はまだ実験段階にあ 1)， しかもその生産活動が地理的に

大きく分散し，織エへの指揮監督が比較的に難しかったため 委託生産方式が採用された。

51) lbid， p. 12~. 

52) Minutes of臼Irtof庇r町旬間卜-bv.261746， Jul. 9 1747. 

日)A.J.llrrie， 0/]. cit ， (1979)印.ロ6-127.F.肌IreneDean， O{J. ci t ，印.55--も5.C. A. ~1∞1川伊 cit ，
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仰・ 20-24.1746年6月から「理事会Jは地元の地主たちと協力して，オークニー伐材1ey島をは

じめ，ハイランドの東海岸地域に数多くの紡績学校 spinningsch∞lを設置し，そこで訓練を

受けていた婦女子生徒たちがBLCに安価な紡績労働力を提供したのである。

54) A j.伽rie，O{J. ciL ， (1979) pp.124-125. 

55)紛 1utesof 臼utof庇r町臼r習缶p.181746.CAMal∞1m，伊 CiL，印.17-18.

56)紛 1utesof白 utof庇r町向巧Sep.18 1746. 

57)動 vtesof 御舟町攻泊五"(sof the 白JeTal 白~~.2 1747.姐 nutesof白 .rrtof助町白ni;Apr. 9 

1747， Apr.12 1753. C.AMal∞l川 明 cit，p.39. 

~)j伽vtes of臼 JTtof庇r町臼r耳 トbv.2617/16，比lT.261717. John Buu & Kαmeth P，∞ntings 

ωs.， O{J. cit.， p.2. 亜麻布のロンドンや/'¥ールレムでの委託漂白業務は主にロンドンでの販

売代理人(後に支庖支配人)や大陸の原料仕入れ人によって担われていた。

59)船 1ut白 ofthe丹夜放dingsof the 白JeTal 白~缶p.7 1747. 

ω) c. A Ivnl∞1m， qヌciι，p.2:37. A J臥rrie，O{J. cit ， (1979) p. 129. 

5l)組問tesof臼utof庇I官加~J肌 16 1747. C. A Mal∞1m， O{J. ci t， p. 2:37. 17fJJ年にBLCの資

本参加でマカロ yクとドイグぬvidfuigは共同で亜麻原料や糸の加工場 YarnStaplerγ を設

立した。それからの原料や糸の準備工程はほとんどこの作業場で行われるようになった。

ö~) i\. .J.D，lrie， O{J. ciL， (1979)1111. xi-xi i. 

日)N. s. llarte， ‘Ihe rlse of protectiα1 and the Fnglish linen trade， 16ω-179)" i n N. B. I担比e& 

K. (;.1切 Li ng， cxls.，免rtile泊:s臼rァ8lXi丘溜7aIlicJ古・s臼ry， ~chester， 1973 p.85.馬場哲「シュレ

ージェン麻織物工業と 17，8世紀ヨーロ yパ経済-イギリスとの関連を中心に一JW土地制度

史学』第 113号，版活年， 8頁。当時，プリテンに輸入された亜麻製品の再輸出に対して，輸

入関税の一部が払い戻されるという制度があった。その制度を利用して プリテン市場で大

きな占有率を占めていたドイツの亜麻製品はアメリカ植民地にも大量に進出し，そこでスコ

y トランドやアイルランドからの亜麻製品の強力な競争相手となったのである。

64)肱nutesof臼 JTtof庇rをどぬr可!¥pr.2 1747. ロン ドンでの販売開拓は亜麻製品卸売商人 linen

出ヨ閃rと輸出商人 eXfX)rt(肥rc凶ntを対象に行われていたが， グラスゴクは販売対象がほとん

ど植民地物産の輸入と関係、のある商人に絞られたことは注目に値する。

65) c. A Ma1 colm， op. c i L ，同J.25-26， 162-163. 

ffi) Jbid ，即.46-47.J札SolLON “Scottish Traders in Yirginia， 1750-1775"，丘溜XI1licHis加ryNevie概

Yol. XII，トh1.， 1959， pp. 85-86. 
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6η紛 7l1tesof 臼utof庇r町向s; Apr.2 1747. 

回:)Ibid，告p.10 1747.ロンドン支庖管理人 keeperof wareh∞se in Lond∞として雇われた N.チャ

イルドの職務は，ロンドンに送られた亜麻製品の販売を指揮，監督すること toi nspec t and 

direct the回lesof c∞胆ny's gα対sat Lond∞にある。

69) Ibid， M:ly 18 1749. C. A Ml1∞1m， op. ci L， p. 27. ロンドン，クラスゴクの他，エディ ンパラ

の港であるリースLeithにも 1750年に卸庖舗 wareh∞seが設置された。

70) c. A M:ll∞1m，伊 cit， pp. 2fr-27. A].臥rrie， p.5. 

71) Jhe Rules and砂五B1YSof t1貯金ゴti，劫 Li.naα碍加ty; p.6ー8.支配人に関する規定が集中してし 1

る定款第 15条では，マカロックとトッドとの問の業務や権限配分について何の言及もなく，

それはあくまでも両者の問の個人的調整に任せたようである。マカロックとトッドはBLCの

成立する前に，すでに二人三脚で数多くの事業を経営していたことがあり，事業経営におけ

る両者の合作態勢がミル卜ン卿や他の設立者たちに信頼され，従って業務配分に関する制度

的規定が明確にされなかったと考えられよう。

72) A ]. llrrie， "Contrasting臼reers:The F irst ~ers of山 BritishLinenωrpmy， 1745-ぽXJ'，in 

D.I-l Aldcroft &加山∞yS1aven eds.， Fn臼rpriseand働碍回mt:Essays in !-irXJUr of Peter L Payne， 

臼rrbridge，1ω5，印.お5-238. トッドの主張によると，粗製亜麻布の作業場生産の場

合，作業場，織機の設置に必要な固定資本，そして両方の原材料，賃銀や委託料の支払いに

かかわる運転資本はすべて社内の資金で賄わなければならなかったため 生産活動を進行さ

せるために膨大な利子費用が生じ，それは最終的に製品の価格の中に組み込まれ，その価格

競争力を低下せしめたのである。

73)必町郎 of臼utof庇r町向s;IAc. 20 1753. A]. Warden，伊 cit，印.飴仔税対J. 粗製亜麻布の輸

出に対する補助金の付与は 1754年の3月l日に停止したが，イングランド，スコットランド，

アイルランドの亜麻製品輸出関係者の共同請願によって 17日年から輸出補助金制度が再開

され，この制度は 20世紀の中葉まで続いた。

74)必脱俗 ofthe乃改攻泊7gSof the臼砲-al白Irts;J肌 61763. C.九Mll∞l川0fJ.ci t ，同).55-57.

75)Aよ臥.rrie，0fJ. ciι， (1ω5) pp.お&-239.

76)C. A. ~∞1m， 0fJ. ci t， pp. 52-55.会社の財務状態が悪化するにつれ，マカロックの営業方針や

姿勢に対す不満が取締役会から相次いで出てきた。特にグレンケルン伯Ear1of Glencairnと

ギャロウェイ伯Ear1of臼11明 ayを中心とする一部の出資者はマ力ロックに対する不満が大

きく，常にマカロックに対して人身攻撃を行っていたようである。
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77)肋 'Utesof the乃在校泊7gSof the伽 7er8l臼 Irts，Apr. 4 1763.必nutesof臼 rrtof庇rをど臼r可

ぬy30， 1763.一部の取締役の敵対態度に悩まされつつあったマカロックはすでに 1760年代の

初頭から，支配人の職を辞し，独立した身分でBLCと新たな合弁事業契約を結びたいとい

う意向を表していた。反対の意見があったにもかかわらず，その提案が 1763年に取締役会に

受け入れられ，マカロックと BLCとの聞に新しい合弁契約関係に入った。なお，その合弁

契約によって， BL Cのあらゆる亜麻生産事業がマカロックどアレクサンダ一家 R&

W.Alexmdcr共同経営の事業体の管理下に移されたが， この契約は 18カ月の実験期間を終え

た後， BLCによって廃棄された。
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第3章「プリティッシュ亜麻会社」の事業展開過程

l概観

本章は， BLCの 1754年までの事業展開の実態を分析する。市場環境の変化を受け， BL 

Cの事業活動がどのように展開していったのか，それが 1740年代以後のスコットランド亜麻

産業の発展にどのような影響 を与えたのか。この問題を明らかにすることが分析の課題であ

る。本論に入る前に，まず 1770年代までの亜麻事業の展開過程を概観しておく。

BLCの事業展開過程は表 lのように要約することができる。表 lは出資者総会と取締役

表 1 プリティッシュ亜麻会社の略年表

決議年月 内

1746 . 09 . 17 I第一回の出資者総会が開催される。

帽ヤ

廿

1746.09.18 Iロシアから亜麻原料を輸入し，代理人に準備や紡績加工を委託する。
1746.10.02 Iオスナプルクを中心とする粗製亜麻布の製織を条件に，抵当っきの現

金貸し付けを織布業者に与える。

1746. 1l. 26 Iハイランドでの紡績生産が開始する。

1747 . 04 . 1 7 I約束手形の発行による資金調達が開始する。

1747.09.07 Iサルトン漂白場が設立され 自社漂白生産が開始する。

1747.09.10 I亜麻製品購入の代金支払い手段として，約束手形が発行される。
1747 . 08 . 13 Iロンドン支庖が設立される。
1747 . 1l. 20 Iロイヤル銀行から融資される。

1749.05.18 Iグラスゴウ支庖が設立される。

1750.03.29 I債券 bond，手形 billを発行し .flO，OOO以内の資金を調達する。
1750.05.03 I委託料金の支払いをめぐって，ロンドン支庖代理人 Jグッドチャイ

ルドとの係争が表面化する。

1750.06.21 I準備，紡績生産がドイグ D.Doigとの合弁事業に移管する。
1750.08.02 I不良債権の問題が表面化する。財務裁判所 Courtof Exchequerから

.flO，000-12，000の融資を受ける。

1751.10.22 Iロイヤル銀行から融資を受ける。

1753.0l.18 I良質亜麻布を減産する。

1753.02. 15 I取引先の倒産問題が報告される。

1753.04.12 Iグラスゴウでの累積債権(.f2，823.12d.)の問題が報告される。

1753.12.20 I輸出補助金の停止に対応して，グラスゴウ商人に長期の信用決済期間

を与え，亜麻製品の輸出販売を促進する。

1754.04.01 I輸出補助金が一時停止する。

1754.0l.31 I取引先の連鎖倒産が報告される。 (03.07，04.18も同じ報告。)
1755.02.20 Iグラスゴウ支庖が閉鎖される。

1755.11.14 Iロイヤル銀行から為替手形 billof exchangeの信用供与を受ける。
1755.03.03 I輸出補助金の一時停止とフランス ドイツからの亜麻製品の大量流入

による競争の激化が報告される。その対応策として，①不良債権回収

の強化，②国内市場向けの亜麻製品事業に経営資源を集中すること，

③在庫製品を売りさばくことが講じられる。
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1756.04.08 

1756.06.01 

1757.07.15 

1758.11.16 

1759.07.26 

1759.01.11 

1759.02.08 

1761.03.11 

1761.08.17 

1761.12.17 

1762.03.29 

1762.07.05 

1762.11. 23 

1763.03.07 

1763.03.05 

1763.07.21 

1763.1l.21 

1764.06.04 

1764.12.03 

1764.03.16 

1765.05.07 

1765.06.07 

1765.01.22 

1765.05.23 

1765つ

1765つ

1766.08.01 

1767.0l.01 

トッドは正式のロンドン支庖支配人として任命される。

輸出補助金が再開される。

羊毛製造業者に貸し付けを与える。

委託販売を通じて，マンチェスターやリパプールへの亜麻糸販売が開

始する。

ロイヤル銀行から.f3，000の融資を受ける。

トッドが辞任し，亜麻製品の卸売商人として BLCのロンドン販売業

務を一手引き受ける。

ロンドン支庖が閉鎖される。

リスボンへの合弁輸出事業計画が提案される。→否決された。

スペインへの輸出事業が行われる。→失敗に終わった。

D ドイグとの合弁事業契約が破棄され， 1762年 2月28日までその清

算過程が続く。

約束手形の支払いに関する任意選択法 OptionalClauseを取り入れ，

現金枯渇の問題を緩和する方法が採用される。
7年戦争の軍事特需によって，北アメリカと西インド諸島向けの亜麻

製品の販売が好況を呈する。

グラスゴウでの不良債権先の名簿が公表される。

大量の不良債権の問題で，出資者総会は事業活動を委託販売業務に集

中する意向を表明する。

マカロ y クが支配人を辞する。取締役会でマカロックとの合弁事業計

画が論議され，取締役の間の反目が生じる。

マカロ ックとの合弁事業契約が調印され，事業が試験期間に入る。

スコ y トランド銀行による会社の信用を損なう敵対行為が報告される。
それに対応するために，ロイヤル銀行や金融商に現金融資を求める。
債権総額が.f182，767に達し，そのうち少なくとも.f46，287が回収不

可能の不良債権であることが明らかとなる。

為替手形の割引による約束手形の流通業務が拡大傾向にある。

スコ アトランド銀行の敵対行為による取り付け騒ぎが続く。

ロイヤル銀行からお，000を借り入れる。

マカロックとの合弁事業契約が廃棄される。

02.07， 04.24， 08.09， 11.16， 12.11 亜麻製品製造業者への現金貸

し付けと手形の割引が行われる。

会社の金融支庖 cashofficeの営業が開始する。営業時間は午前 9時
から午後 3時までと午後 5時から 7時までに決める。

副総裁のドラモンド G.Orummondが会社の新たな事業内容計画を

取締役会に提出する。サルトン漂白場やハイランドの紡績事業以外の

あらゆる亜麻生産事業から撤退する方針が明らかとなる。

ロイヤル銀行から「銀行」として認められる。

約束手形の呈示による現金支払い要求が続き，資金不足のため，出資
金の払し、込み要求が行われる。

アイルランドの製造業者に現金信用を与える。

域内南部の Berwick州で会社の信用に悪影響を与える流言が広がり，
ロイヤル銀行や Newcastleの金融商に資金援助を求める。
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1770 ? 

1771 ? 

1772.03.02 

ハイランド紡績委託商人からの原料請求が断られ，ハイランドでの紡
績生産を停止することが明らかとなる。

スコットランド銀行から「銀行」として認められる。

サルトン漂白場が売却され，亜麻生産事業から撤退し，銀行への転化
をなし遂げる。

資料 Minutesof the Proceedings of the General and Quarterly Cou吋sof the B門田tishLinen Com-
pany Commencing September 17th 1746， Edinburgh. Dec. 1 1746-Mar. 2 1772 

Minutes of Court of Directors of the British Linen Comρany. Aug.2 1746-Feb. 11 1768. 
C. A. Malcolm， The History of the British Linen Bank， Edinburgh， 1950. 

会の議事録から，事業活動の進行にとって重要な報告項目だと考えられるものを抜き出して，

作成したものである。1) この表の内容から窺われるように，亜麻製品のイングランドとアメリ

カ植民地への移，輸出拡大を目指して設立されたBLCは，営業初期においてきわめて広範

囲な事業活動を展開している。 1746年 9月に大量の亜麻原料が海外から輸入されはじめた。

その後ハイランドでの紡績生産や織布，準備，漂白工程における拡大生産の計画案も次々と

実行に移された。生産工程の拡充に応じて，イングランドやアメリカ植民地への販売促進も

必要となってきており，それに応じてロンドンとグラスゴウとを拠点、とする支庖が相次いで

設立された。1750年までにBLCはすでに 亜麻原料の輸入から，準備，紡績，織布，漂白

生産，そして製品の販売などのあらゆる関連分野に進出しており， 当時の亜麻事業団体の中

で最も大さいな事業規模をもつものとして成長するに至ったのである3
ところで， 17日年以後の事業内容を見てみると， 良質亜麻布の減産をはじめ，亜麻生産事

業の規模がしだいに縮小していったことが分かる。の輸出補助金の一時停止によって， BL 
Cは設立以来最初の経営危機に見舞われ それに対応するために生産規模や範囲の縮小が講

じられたのである。 この年に輸出向けの織布生産が大幅に削減され， 3 紡績以外の生産活動も

景気の回復を待つ形で一時停止した。 1756年 6月に輸出補助金の付与が再開され， さらに英

仏七年戦争による軍事特需の刺激を受け 織布生産の関連諸分野は再び活況を呈するように

なった。図 1が示しているように 1756年から亜麻布の売り上げ高は再び上昇傾向に転じ，

1700年に最高の売上水準を記録したのである。

しかし， 1750年代中葉により 「委託生産」によって調達される亜麻布の比重がしだいに

高まっていったことは注意を要する 0'U i委託生産」の下で，会社は実際に何の生産の経営管

理にも参与しておらず，従ってBLCはすでに織布生産事業から手をヲ 1<方針にしたという

ことができるのである。事実 1754年の輸出補助金の一時停止を契機に，事業活動の重心は

しだいに生産から販売と金融との方に移っていくようになった。 1759年に共同支配人のトッ

ドWilliamTodがBLCから独立し その後亜麻布販売活動への傾斜は一段と鮮明になって

第 3章プリティッシュ亜麻会社の事業展開過程 64 



(単位:f) 
48αm 
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きた。 17m年代に入ると， BLCはもっぱら;'¥イランドでの紡績事業やサル卜ン漂白場だけ

を経営する形で，亜麻生産事業に参与していたのであった。

このような生産事業の縮ノl、過程において， BLCの事業活動にはもう一つ大きな変動が生

じた。 すなわち，不良債権の問題で会社財務がしだいに緊迫してきた状況の下で，製造業者

への貸し付け件数と約束手形の発行量とが，ほぼ同時進行的に増大したことである。本来，

製造業者に担保つきの貸し付けを与えることは委託方式による織布生産を促進するための経

営措置であった。亜麻生産事業が栄えていた時期には，製造業者への貸し付け業務は会社全

体の業務活動の中で，それほど顕著な比重を占めていなかった。 しかし 1754年の経営危機

の後，貸 し付け件数はうなぎ登りに上昇し，生産業務の衰微とは対照的に，貸し付け業務の

好調が目立っていた。

もっとも，貸し付け業務の基盤を拡大することができたのは BLC発行の約束手形が広
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範囲の流通性をもっていたからである。 1747年 9月に短期の運転資金を調達するために最初

の約束手形が発行され，事業活動の拡大とともに，その流通範囲はしだいに広ろがっていっ

た。やがてBLC発行の約束手形が亜麻関係業者の聞の流通手段となり，それによって BL

Cは自社発行の手形で，大規模な貸し付け業務を行うことができるようになったのである。

不良債権の問題で会社財務の緊迫状態が続く中で， このような貸し付け業務はBLCにとっ

て 利益の獲得を保証できる最も安全な分野であった。約束手形の発行，および亜麻製造業

者への貸し付け業務は相互に支えあい，やがてこの二種類の業務の比重が完全に亜麻関係事

業のそれを凌駕してしまったのである。

こうした事業展開過程の概観から分かるように， 1754年の輸出補助金の一時停止を境に，

BLCの事業展開の方向は大きく変化した。 1750年代末までは事業の重心が亜麻製品の生産

と販売活動とにおかれていた。それ以後の事業活動がしだいに販売 金融業務へ傾斜してい

き，やがて 1770年代初頭にBLCは銀行として新たな事業展開を迎えるようになったのであ

る。こうして， 1750年代中葉を区分点として， BLCの事業展開過程を二つの段階に分ける

ことができるであろう。この段階区分に従い 本章はまず 1750年代中葉までの事業内容と財

務状況を分析することにする。

2生産と販売との統合経営

① 生産工程の垂直統合

輸出補助金を目当てに設立された BLCは営業初期において 輸出向けの亜麻布の生産拡

大と販路の開拓に事業の重心をおいていた。この時期の事業経営の最も顕著な特徴は生産と

流通過程の垂直統合にあった。すでにBLCの前身会社の「エデインパラ亜麻組合企業」に

より，亜麻布の製織が営まれていたため，株式会社に改組して以来BLCは亜麻布の製織工

程を中心に，事業の垂直統合を進めていったのである。

織布工程はこの時期に， 自社生産と委託生産のニつの生産方式によって行われていたP二

つの生産方式はそれぞれ良質亜麻布と粗製亜麻布の生産に適用されていたが，その中で特に

正目に値するのは，委託生産方式の下で行われていた製造業者への信用供与業務である。委

託生産方式は本来，会社側の生産管理責任を軽減し，製品の生産と販売過程に生じうる危険

を委託先に転嫁しようとする経営措置であった。資金力を欠いている製造業者を援助する意

図もあり， BLCは製造業者に前貸しの形で亜麻糸や織機を与えたり 担保つきの信用供与

を行ったりして，製造業者に様々な資金調達上の便宜を提供したのであるP事業活動の展開
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にとって，特に重要であった担保つきの信用供与の具体的な内容は， 1746年 10月2日の取締

役会における決議内容から窺うことができる。すなわち， BLC指定の粗製亜麻布の製造に

あたって，製造業者は会社当てに担保額以内の為替手形や約束手形を振り出すことができ

credit for drawing Bills orぬtes∞thisc∞明ny，貸し付け金が法定利子率で加算され，亜

麻布と引き換えに決済されるというものであった。貸し付け業務はこのように，最初は単な

る生産を促進するための補助措置であったが，生産規模が拡大するにつれ，その本来の補助

的性格にはしだいに変化が生じてきた。それが次第に生産業務にとってかわり，事業活動の

重心となることは後に見るであろう。 織布工程を起点とする事業の統合過程はまず後方へ，

すなわち紡績，準備工程，および亜麻原料の輸入へ進んでいった。早くも 1746年9月 18日に

開かれた第一回の取締役会で，支配人のマカロックが，サンクト・ぺテル7'ルグにいる原料

仕入れ代理人と連絡をとり，そこから 2∞トン近くの亜麻原料を輸入するようと指示された

一方，輸入した亜麻原料を代理人 agentsに配分し，原料の委託紡績加工を行うことも決議

されたのであった3域内製造業者への原料供給を確保するため 亜麻原料はその後続々とバ

ルト海地域やオランダから輸入されてきて 輸入量が増大する傾向にあった。このように増

えつつあった原料を加工するために， BLCは「漁業・製造業理事会j政泊rdof TnJstees for 

Fisheries and Manufactures(以下， IJ里事会」と略称)の協力を得て， 1747年の夏に集中的に

ハイランド東海岸地域での紡績拠点の数や規模を拡大したY公益的性質をもっていた/'¥イラ

ンドでの紡績事業は後に BLCの中堅事業分野となり， 1理事会」の資金的援助の下で BLC

が亜麻事業から撤退するまで続けられたPまた，同じく織布工程の前工程に属する準備工程

も， 17ffJ年にドイグ fuvidIbigとの合弁事業契約の締結によって，ゆ BLCの事業経営の中

に包摂されるようになった。

後方統合に続いて，漂白工程と販売網の整備を含む前方統合の動さは 1749年の秋に開始さ

れた。亜麻製品の付加価値は漂白加工技術に左右されるところが大きく そのため漂白工程

の改善は事業経営の重心の一つであった。 1747年 9月に 副総裁のミルトン卿の援助の下

で， 10亜麻糸や亜麻布の漂白加工を行う作業場がエデインパラ近郊のサルトンに設立された。

単に準備，漂白生産に従事するだけではなしサルトン漂白場は漂白生産技術の向上をも目

指していた。しかし，域内の熟練工の不足や良質原材料の入手が容易でないなどの問題で，

その経営は最初から困難を極めたものであった。こうした状況の中で 漂白作業の一部を外

部に委託しながら， BLCは「理事会」に資金援助を求め， la サル卜ン漂白場の経営維持に

力を注ぎつづけた。結果としては サルトン漂白場で準備 漂白加工を受けた亜麻製品は品
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質や価格競争力において，たしかに大きな進捗をなしとげた。 しかし， この成果が目に見え

る形で現れたのは. 1700年代になってからのことであった。13)生産性向上の効果が現れるまで，

h里事会」の資金援助なしでは，ほとんど経営が成り立たなかったことを考えると，サルト

ン漂白場の経営は，果たして BLC亜麻事業の収益向上に寄与したかどうかは疑問である。

この問題の検討は次節に譲るとして， ここでまずBLCと「理事会」との間の関係、に目を向

けたい。 BLCの事業展開に対して， r理事会」という政策団体が大きな影響力を発揮した

のである。

「株式会社」としてのBLCの設立が， r理事会j の支持に大きく負っていたのと同じよ

うに，!のその事業活動の展開も「理事会」の政策援助に負うところが大きかった。もとより

「理事会」は，自ら策定した亜麻産業振興措置の実行を BLCに委託しようとする傾向があっ

た。 BLCがケンプリク臼nbric良質亜麻布の生産拡大に取り組み，そしてハイランドでの

紡績事業やサル卜ン漂白場の経営にまで手を延ばしたのは，そうした「理事会」の姿勢によ

る影響が大きかったのである。l:v一方， BLCが自ら手掛けた事業活動に対しても， r理事

会Jは地域政策団体として様々な形での援助を行った。 1755年の輸出補助金の再開を促す請

願運動を主導したのは「理事会」であり，ロイヤル銀行と友好関係を保つことができたのも，

「理事会」の背後からの働きかけがあったからである。lθ 「理事会J，ロイヤル銀行， BLC， 

それぞれの人事構成を一瞥すれば，三つの団体の問にこのような緊密な協力関係ができてい

たことも，不思議もないことが分かる。 BLCの実質的指導者であったミルトン卿は「理事

会Jの首座を占めた人物であり 彼はロイヤル銀行の重役をも兼ねていた。 1763年に人事交

替が起こり， BLCの経営主導権が当時エディンパラ市長を務めていたドラモンド白orge

Drurnrndの手中に移ったが，彼も「理事会」とロイヤル銀行で発言力をもっ大物級の人物で

あった。lη そのほかに， まだ多くの橋渡し役のような関係者が存在していた。ゆこうした役員

人事の重なり合いから出発した三団体の様々な事業関係を考えると， r理事会J，ロイヤル

銀行， BLC， この三つの団体は合同後のスコットランド地域経済を支える「三本柱」のよ

うな役割を担っていたということができる。19) BLCがこの仕組みの中で スコットランド地

域行政の下請け機関，言い換えれば「国策会社」として位置付けられていることは，その事

業展開にとって特に重要な意味を持っているのである。

しかし， BLCは地域産業振興策の実行機関として， r理事会J どロイヤル銀行の援助を

後ろ盾にもつことができるにもかかわらず 依然として「株式会社」という企業形態の下で

その事業活動を進めていかなければならなかった。前述したように この時期において紡績
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や漂白だけではなく，海外からの原料の輸入や直営作業場での織布生産の規模的拡大も進ん

でいた。この膨大な事業計画を実行するには，何よりも多額の運転資金が必要であった。出

資金の追加払い込みや外部資本の調達はともかくとして， この場合に製品の早期の販売実現

による投下資金の迅速な回収が，経営上の最も重要な課題であった。それを実現するために，

BLCはさらに亜麻製品の販売機構の整備に乗り出したのである。

②販売機構の樹立

製品の販売にあたって，最初は「委託販売Jが主要な形態であった。エデインパラ本社は，

亜麻製品を買い求めに来る顧客を待つ形で販売活動が行われていたが，m それ以外の地域で

の販売活動は主にその地域の有力商人に委託されていた。東北口ウランド地域においては，

会社の生産拠点、が各地に点在していたため，そこで培われた人間関係、を利用して，販路の開

拓が進められた。

しかし，域外市場での販売活動の進展は順調ではなかった。域外販売の最も重要な拠点、で

あるロンドンでは，当初グッドチャイルド John仕xxichildとしヴ卸売商人に製品の販売が委

託されていたfl) 製品の価格，販売先， さらに販売先に与える信用期間などがほとんど彼の;き

のままに決定される状態の下で ロンドンでの販売活動はまもなく破綻を来した。売上高が

伸び悩むとともに グッドチャイルドに多額の委託手数料が支払われていたのであるPそこ

で，域外市場での販売活動の効率を引き上げるために BLCはロンドンでの販売組織の整

備に乗り出した。グッドチャイルドとの委託販売契約が解除され， 1747年8月に製品の販売，

亜麻原料の輸入，そしてそれに関連する輸送や保険業務を取り扱う支庖がロンドンに設立さ

れたPロンドン支庖の設立に続いて 1749年 5月にグラスゴウにも販売支庖が設立された。却

グラスゴウ支庖の設立をもって，エディンパラ，ロンドン， グラスゴウ， この三つの拠点を

中心とする会社の販売機構が正式にできあがったのである。

③事業機能

こうして，亜麻製品の生産と販売の統合によって特徴づけられる BLC事業の基本構造は，

ほぼ 1750年代の初頭までに整えられるに至った。図 2に示されているように， この時期に行

われた事業活動の範囲は，スコットランド域内だけではなく，ヨーロッパ大陸，イングラン

ド，さらにアメリ力植民地にも及んでいる。事業活動の展開をこうした空間的視点から見直

すと， BLCの事業機能について次の二点、を指摘することができる。第一に，スコットランド

各地に散在している紡績，織布 漂白工程の生産拠点を自社の事業内部に収め，それらを一

つの経営単位として有機的に再編成，統合する役割を果たしていたPより広い意味でいえば，
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亜麻生産の企業活動を通じて，ロウランドとハイランドとを同じ社会的分業体系の下に統合

することは，mBL Cの果たした事業機能の一つであり，政策機能でもあったのである。

しかし，こうした生産統合機能も，第二の事業機能一生産空間と市場空間との連結役を前

提にして，はじめて達成しうるものであった。市場空間としては，原料購入先と製品販売先

の両方がある。海外から原料を輸入し，それを域内各地に分散している生産拠点、に放出する

ことによっ て，原料購入先としての市場空間と生産空間との連結が達成されるに至る。一方，

経営内分業体制の下で製造された亜麻製品がエデインパラ本社から，ロンドン， グラスゴウ

にある販売拠点を経由して，南のイングランド， さらに大西洋対岸のアメリ力植民地にまで

移，輸出されることは，生産空間と製品販売先としての市場空間との連結を意味する。この

ような製品市場，生産拠点，原料市場の三つの空間を有機的に結び付けることによって， B 

LCの生産統合機能がはじめて発揮されるのである。言い換えれば，亜麻生産を中心とする

社会的分業体系の構築は，生産空間と域タ卜に広がる市場空間との連結役を担うものがあった

がゆえに，初実現可能となったのである。従って，生産空間と市場空間との連結役を果たした

ところに， BLCに固有の事業機能が存在していのである。

3 17':JJ年代中葉までの販売実績

①収益源

第二節での分析から分かるように， 17fIJ年代中頃までは亜麻製品の生産と販売の各分野で，

BLCの事業活動が展開されていた。事業範囲の拡大に応じて， この時期の事業収益も様々

な分野から期待できるものとなった。海外から仕入れてきた亜麻原料や漂白原材料の販売を

始め，紡績，織布，漂白生産はそれぞれ独自に収益を上げられる事業分野であった。亜麻布

の一貫生産を目指して，m 手掛けるようになったこれらの生産活動は実質上，相互独立に運

営されていたのである。生産規模と範囲との拡大に伴って 収益源が多様化していったところ

に，この時期の収益構造の特徴があったといえよう。

織布生産を中心とする事業範囲の拡大によって BLCは様々な収益源をもつようになっ

たにもかかわらず，事業収入の大部分は依然として亜麻布の販売収入によるものであった。割

従って，事業活動を展開させる上で 亜麻布の販売活動は極めて重要な意味をもっていた。

亜麻原料の輸入から漂白生産に至るまでの事業活動を進行させるために 何よりも主力製品

の亜麻布の販売実現による投入資金と利益の回収が必要だつだのである。このような亜麻布

の販売に当たって， BLCは実に様々な種類の製品を取り扱っていたP第一節で見たように，
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アメ リカ植民地向けの粗製亜麻布が，その中で特に重要な地位を占めていた。粗製亜麻布は

その販売実績如何によって， BLCの事業活動の展開度合いや方向を左右するほどの重要性

をもっていたのである。こうした粗製亜麻布の販売収益を軸とした財務構造の検討に入る前

に，まず粗製亜麻布の主要な販売拠点、ーロンドンとグラスゴウの経営環境を一瞥する必要が

ある。

② 域外販売拠点、

-ロ ンドン

18世紀中葉のロ ンドンは，ブリテン全国各地からの製品の集散地であり，海外貿易や国際

金融の中枢でもあった。ここには，インクランドやスコットランドからだけではなく，アイ

ルラ ンド及びドイツ，フランス，オランダからも亜麻製品が集められ，その問にブリテン全

国やその支配下にある植民地をめぐって， きわめて激しい競争戦が展開されていた。31) このよ

うな多〈の地域や国から移，輸入されてきた亜麻製品の流通機構の中枢に立っていたのは，

リンネル卸売商 linen企aperと呼ばれる一群の専門商人であった033 豊かな資金力を擁し， し

かもイングランドや海外の亜麻取引業界において幅広い人脈をもっていた彼らは，特にBL

Cの販売開拓の主要な対象であった033 リンネル卸売商人と取引関係を結ぶことさえできれば，

亜麻製品の大量販売が実現できるだけではなく，業界の事情通である彼らから様々な市場情

報を得ることができるのであった。刈

しかし， BLCのほかに スコッ卜ランドの他の生産業者や上述した各国や地域からの亜

麻製品もリンネル卸売商の購買対象になっていたことは注意を要する。数多くの競争相手に

勝ち抜き， リンネル卸売商の目を自社の製品に向けさせるために BLCは様々な販売方法

を採用しなければならなかったPその中で製品価格を引き下げることは最も効果のある方法

と見られていた。 1749年3月16日付けの取締役会の議事録から， こうした低価格販売を下か

ら支えていたロンドンでの支払い慣行の実態が窺われる。それによると 製品の取引が成立

した場合，卸売商による代金の支払いは通常 3-4回に分けて行われていた。亜麻製品貿易に

関する限'J，製品代金の分割払いは当時のロンドンにおける取引慣行だったことが， この議

事録の内容から分かる。

ところで，ここでより重要なことは こうした取引慣行は同時に低価格販売を実現させる

条件でもあったことである。このことは同議事録の次の叙述に示されている。 rこのような

頻繁な収益の回収によって，会社は非常に低しゅl益率で製品を販売することができ， しかも

卸売商も輸出商人に有利な取引条件を提供する能力を持つようになるJと。販売収益の頻繁
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な回収が低価格販売を支えていることの根拠は次のように考えられよう。すなわち，それに

よって代金の漸次な全額回収が確保でき，従って機会費用としての利子費用が減少し，少々

低L¥利益率で販売しても，取引がなお採算が合うものになるというものである。このことか

ら，販売代金の回収状況が会社の財務体質と深いかかわりを持っていたことが分かる。事実，

この時期において販路の開拓よりも，販売代金の回収の方がはるかに困難な経営課題であっ

た。販売代金の回収問題がいかにBLCの事業展開に深刻な影響を及ぼしたかは，特にグラ

スゴウでの販売活動から窺われる 0

・グラスゴウ

BLCのもう一つの販売拠点、ーグラスゴウの経営環境はロンドンのそれと大分遣っていた。

ここでは大西洋対岸の北アメリカと西インド諸島との貿易により， 17世紀末から対外貿易と

海運の繁栄が続いた。この時期はすでにプリテン北方最大の貿易港として， グラスゴウがそ

の確固たる地位を築き上げていたP こうした植民地貿易の繁栄を背景に，輸入品の対価にな

る様々な工業製品に対する需要も増えてきた。その中で特に需要の大きかったのは，植民地

開拓者向けの粗製亜麻布であった。初需要の拡大と前述した輸出補助金の付与に刺激され，域

内では東北ロウランドだけではなく，エデインパラやグラスゴウの周辺地域においても， 3

多くの亜麻製造業者が植民地向け製品の生産に携わるように なった。地元の貿易港経由の亜

麻製品輸出をめぐって スコッ卜ランド域内生産業者との競争が特に激しかったのである。

このような状況の下で， BLCは販路開拓の的をリンネル卸売商ではなく，植民地商人

col∞ial I陪 'rchantに絞っていた03) 地縁の関係でグラスゴウでは卸売商の仲介がなくても，植

民地商人と直接取引関係、を結ぶことができる態勢が整っていたのである。そこで植民地商人

に直接製品を売り込むことによって，他の生産業者との競争が避けられる一方，仲介経路の

省略もでき，従ってより高い収益率を見込めるところにこの販売方法が採用された根拠があ

ると考えられよう。いずれにしても， グラスゴウでの輸出販売対象はほとんど，地元の植民

地商人に集中していた。地縁の利を占め しかも植民地貿易も繁栄の一途を辿る中で， BL 

Cはグラスゴウ支庖での輸出販売活動に大きな期待を寄せていたのである。

しかし，グラスゴウでの販売活動は比較的潤沢な利益見込みをもっているとはいえ，植民

地商人との直接取引はきわめて危険性の高いものでもあったことは注意を要する。それに関

する最も大きな問題は 取引側への信用供与に伴う利子費用の増大と代金回収の困難にあっ

た。この二つの問題はいずれも，亜麻製品取引が掛け売買で行われていたことから発生する

ものであった。掛け売買は当時の植民地貿易にかかわる取引の一般形態であった。この取引
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慣行に従うと，亜麻製品が植民地商人に引き渡された後，販売代金の回収は商人側の事業利

益が実現するまで待たなければならない。ωこのような植民地貿易の利益実現の所要期間に合

わせて， BLCは通常取引先に 12カ月の信用期間を与えていた0
41
)1754年の輸出補助金の停止

直前に，在庫を一掃するため， BLCがさらに信用決済期間を延ばし，取引先に 2年間の長

期信用を与えた例が示すように，G 販路を拡大する上で，信用期間の延長は不可欠であった。

もっともこの場合に，売り掛け金の支払いは一括払い方式が多かったので，利子費用の負担

はほとんどBL C{~IJtこかかっていた。このことを考えると， グラスゴウ植民地商人との直接

取引はより高い収益率を期待できるかわりに，利子費用が増大する可能性が大きかったとい

うことができょう。

利子費用の増大のほかに，海外向けの販売代金の回収困難も会社の財務状況に悪影響を与

える要因となっていた。域内販売と比べ，海外向けの販売活動はこの点において遥かに危険

性の高い分野であった。植民地物産を買い付けるための対価としての亜麻製品は，その売れ

行きが植民地物産の市況に大きく左右されるとともに，商品の海上輸送も常に海賊，敵軍の

略奪や暴風などの未知の危険に曝されていたからであったP実際の事業展開過程において，

これらの原因で取引先側の事業が失敗してしまい，亜麻製品の掛け売 t)金が不良債権になっ

た例は少なくなかった。さらに，植民地商人との良好な人間関係を重んじて，不良債権の回

収に際して強硬な手段を出せなかったことも資金の緊迫状態を生み出した一因であったグ結

局，ほとんど回収不可能な掛け売り金が長い間会社の資産項目で居座るようになり，資金利

用度を緊縮させるばかりとなったのである。総じて グラスゴウでの販売活動は植民地商人

との直接取引によって，割高の利子費用を負担せざるを得なくなる一方 植民地貿易の進行

状況にも大きく左右されるため，ロンドンのそれより遥かに危険性の高い事業活動だといわ

ざるをえないのである。

② 亜麻布の販売実績

そこで次に，各販売拠点、での亜麻布の販売実績の推移を見てみよう。まずエディンパラで

の販売状況であるが，図 lが示しているように ここでは 1747年から 1751年までの聞に売り

よげ高の増加傾向が見られるものの，その後の販売高がほとんど一定の水準に止まっていた。

エディンパラ本社の取り扱い製品は囲内市場向けのものが多<. 4:ilしかもその大部分は良質

亜麻布であったことを考えると このことは良質亜麻布の囲内販売は不況に見舞われていた

ことを示すものといえよう。事実， 1743年に良質亜麻布ケンプリク臼rrbricの輸入に対する

高率関税の賦課が実施されてから，42 国産良質亜麻布の販路は確かに拡大してはいたが，そ
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の需要増大の部分もまもなく 「密輸入品」によって満たされた。輸入禁止に近い高率関税の

賦課はかえって密輸入量の増大を招き，初結果として輸入品は関税賦課が実施した以前より

低し、値段で市場に出回 u出したからである。こうした営業初期においての良質亜麻布の販売

不振の実態は，表2で示されている良質亜麻布の在庫高の増加傾向から一層鮮明に窺われる

であろ 7。

エディンパラど は違って，域外市場向けの販売拠点であるロンドンとグラスゴウはともに

好調な販売実績を上げていた。図 lから分かるように， 17ffJ年に入ると，ロンドンでの売り

上け昂は安定した上昇傾向に転じ，僅か3年のうちに2倍以上の増加を成し遂げた。そして，

グラスゴウでの売り上げ高も 1753年までに増加傾向を保っていることを看取することができ

る。このようなロンドンとグラスゴウはいずれも，粗製亜麻布の販売活動に集中していた。@

従って，最初から大いに期待されていた粗製亜麻布の販売はBLCの期待に答えるかのよう

に，順調な成長実績を上げてきたというこ とができょう。こうした粗製亜麻布の生産と販売

事業を拡大するために， BLCは資金的，時間的に，実に膨大な費用を投下した。 しかし，

果たしてそれに比例する利益がもたらされたかというと， この時期の財務状態を一瞥するだ

けで，必ずしもそう ではなかったことに気がづくはずである。この問題を見極めるために，

次は事業活動の展開をめぐ る財務状況の変化に目を向けよう。

4 17r;JJ年代中葉までの財務状況

前にも触れたように， I株式会社」という企業形態の下でBLCは豊かな資金源に恵まれ，

それを基にして大規模な生産活動が次々と実行に移されるようになった。織布工程を中心と

して生産の規模と範囲を拡大したため，亜麻布の産出量はいうまでもなく，それに応じて急

速に増大 した。しかし，販売活動の展開において， BLCは生産活動のそれより多くの困難

に遭遇し た。

営業初期の販売不振がBLCにもたらした最も頭の痛い問題は資金不足であった。後に見

られるように， この問題を解決するに当たって，債券 fundや約束手形Pranissoη めteの発

イ丁によ る外部資金の調達が講じられた。 しかし，それは場当たりの解決法に過ぎず，問題解

決の鍵は依然としていかに亜麻布の販売量を増やすかにあると見られていたoe) ロンドンやグ

ラスゴウで設立された直営販売支庖はこうした販売促進策の下での産物であったともいえる。

ところで，販売網の整備だけでは粗製亜麻布の販路を拡大するになお物足りなく，その他に

また様々な販売手法を採用しなければならなかった。前にロンドンやグラスゴウの経営環境
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を検討したところから分か るように， この場合に販売価格の引き下げと取引先への長期信用

供与が最も頻繁に採用された手法であった。 1750年代以降のロンドンとグラスゴウでの販売

実績を見ると ， これらの販売手法は功を奏したかのように見える。エデインパラはともかく

として，ロンドンとグラスゴウ は共に粗製亜麻布の販売において順調な成長実績を上げてい

たのであった。 しかし， この時期の財務状況を一瞥すると ，粗製亜麻布の好調な売れ行き

を軸どした売り上け'高の増加は，必ず しも会社の財務体質の強化に好影響をもたらしていな

かっfこことが分かる。表 2で/]ニ、されているように， 1754年までは商品の販売実現による 受け

表 2 BLC主要資産構成 (単位:E) 

布良在質庫亜麻A 粗布在製亜庫麻B 受取手形 資産総額 A/O(%) B/O(%) C/O(%) C D 

1748年 6.028 420 5，431 44.712 13.4 0.9 12.1 

1749年1) 10，379 3，591 14.363 74.129 14.0 4.8 19.3 

1750年 12.826 1.872 24.110 89，853 14.3 2.1 26.8 

1751年 17.646 3，277 22，051 105，300 16.8 3.1 20.9 

1752年 23.447 2.869 36，452 117.344 20.0 2.4 31.1 

1753年 26.383 2.479 46，104 130，785 20.2 1.9 35.3 

1754年 21.221 183 46.059 134.342 15.8 0.1 34.3 

1755年 18.835 1，048 35.332 124.745 15.1 0.8 28.3 

1756年 17.924 2.334 29.363 117，272 15.3 2.0 25.0 

1757年 13，980 1，377 27.863 119.892 11.7 1.1 23.2 

1758年 11 .691 2，099 37.042 137，496 8.5 1.5 27.0 

1759年 11. '178 1 .275 36，313 149，092 7.7 0.9 24.4 

1760年 15.161 1.412 35，495 149.692 10.1 0.9 23.7 

1761年 18，411 535 35.700 167.497 11.0 0.3 21.3 

1762年 13.601 1，433 35，767 172，708 7.9 0.8 20.7 

1763年2) 17，768 150.714 11.8 

1764年 1，351 17，318 149.624 0.9 11.6 

1765年 94 12.375 169.213 0.00 7.3 
L 一

出典 :Jourηal Letter 01 the Daily Transact/ons 01 the Bnush Linen Comρany， 1748-1765 

注:1) B L Cの会計決算日は1749年から5月末に変更するようになった。

2) 亜麻布在庫に関する項目はこの年の会計帳簿に掲載されなかったのは， 1763年に亜麻

関係事業のすべてがマカロックとの合併会社の管理下に移されたからである。 1764年に

マカロックとの合併契約が解消されるようになったが，粗製亜麻布の生産事業が再開さ

れることはなく，それ以降の事業活動はほとんど亜麻布の合同販売に集中するように

なったのである。

取 IJ手形の総額が売 り上げ高の上昇を追う形で，年々増加している。受け取 1)手形 bills

recelvableは売上代金のうち決算期末においてまだ未収となっている部分であり，却従って

取引先に与えた信用供与形態のーっと考えられる。言うまでもなし こうした取引先への信

用供与の増大に伴って利子などの機会費用が増加し会社の利用可能な資金もそれによって
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大幅(こ縮ノ卜するであろう。さら に， グラスゴウでの販売状況が示しているように，植民地貿

易に従事している取引先への信用供与はきわめて危険性の高いものであった。取引側の植民

地貿易事業の失敗によって，製品代金と して得た受け取り手形は不渡りとなり，そのために

不良債権の累積が会社の財務状態を一層悪化させてしまったのであるf)いずれにしても，取

引先へ長期の信用期間を与えることは売り上げ高の増加という効果をもたらしてはくれたも

のの それは結果的に利子費用や不良債権の増大という反作用を招いたことは特に注意を要

することである。

また，販売を促進する ためのもう一つの手法一製品価格の引き下げも収益率の低下を招く

という欠点、を持っていた。この問題は特にロンドンの場合に深刻であった。豊かな資金をも

っロンドンのリンネル卸売商 と取引をする際に，信用供与による利子負担が少額で済むとは

いえ 激しい競争を勝ち抜くための低価格販売が収益率の低下をもたらすものであった。デ

ュリーの計算による表3から分かるように，エデインパラ，ロ ン ドン，グラスゴウこの三つの

表 3 各販売拠点における総売上高と利益率 (単位:f.) 

総売上高 総利益 利益率(%)

エデインパラ(1747-1762) 149，458 28.022 18.9 
ロ ン ドン(1748-1762) 189.153 2.044 l.1 
グラスゴウ(1749-1759) 32，737 962 2.9 

出典A.]. Durie， The Scotush Linen lndωtヴ inthe Eighteenth Century， Edinburgh， 1979， p. 139 

販売拠点のうち，ロンドンの利益率はわずか1.1%に過ぎず，最もイ邸、水準に止まっていた。国

ロンドンやグラスゴウでのこのような費用支出や収益状況を見ると，低価格販売や長期信用

の供与によって達成された好調な域外販売実績は，果たして会社の採算状態の改善に役立っ

たかどうかは極めて疑問である。むし ろ，売り上げ高が順調に伸びてし 1くに伴って，利子や

販売費用などが増え 従って亜麻布販売の収益状況がかえって悪化する可能性が大きくなる

と考えられる。もっとも， この時期において売上代金は現金ではなく，手形の形で回収され

る件数が多<， しかも表 2で示されているように手形総額やそれの資産総額に占める割合は

増加傾向を辿ってい る。このような状況の下で，最初の資金需給の逼迫状況は改善されるど

ころか，それによって一層緊迫するにいたったということさえできるのである。事実， こう

した資金不足の問題を解決しよ うとするところにI 17EIJ年代末からの事業方針の転換を促し

た契機が存在していたのであっ た。そこで次は， この時期の資金調達の実態を見ておこう。

第3章プリティッシュ亜麻会社の事業展開過程 77 



営業初期の資金不足問題に直面して， BLCは当初ロイヤル銀行からの借り 入れや短期債

券の発行による資金の調達をもって，日 問題の解決を図ろうとしていた。 しかし， この二つ

の方法Ijl ¥ずれも多額の利子費用がかかるものであった。利益の見込みがまだ不透明な時期

において， BLCはほかのより利子負担の少な い資金調達;去を探 tJ出さなければならなかっ

た。そ こで支配人のマ力ロ ソホと卜 y ドは設立特許;1犬で盛 tJ込まれたもう一つの特権一牛形

bi 11の発行による資金調達権に目を向け， s1) 1747年 9月に自社の約束手形 prαnissorγnoteの

発行に踏み切った。契約織工，本社従業員，各地方都市の代理人への賃銀や製品代金の支払

刈ここうした自社発行の約束手形が充てられ，到それによって資金不足の問題はようやく解

決の目処が立つようになったのである。

表 4 BLCの借り入れ総額の推移 〔単位:金額ポンド(f:)J 

年月日 債券の発行額 発約束行手形額の ロイヤル借銀行入
からの 借入総額

1748年 1月13日 2.416 17.656 

1749年 1月16日 8.842 8，900 4.175 21.917 

1749年 5月25日 10.103 11. 800 1.048 22.951 

1750年 5月19日 14，607 7.240 2.998 24.845 

1751 年 5月19日 21. 297 15.536 2.688 39，521 

1752年5月30日 27.646 18，464 1.654 47，764 
1753年 5月30日 35.913 18.824 3.175 57.912 
1754年5月30日 27.626 27.520 1.545 56.691 
1755年5月30日 23、856 22，517 1.750 48.124 
1756年 5月30日 19，765 20，904 4，120 44.790 

1757年 5月30日 16.636 46.860 4.650 68，146 
1758年5月30日 17.826 35，695 5，610 59.131 

1759年5月30日 17.226 33.158 6.120 56.504 

1760年 5月30日 15.035 24.337 2.750 42.123 
176]年 5月30日 12.162 19，105 2.200 33.467 

1762年5月30日 6，576 13，130 2.360 22.066 
1763年 5月30日 7，500 12.163 2.471 22.134 
1764年5月30日 11 ，569 7，878 549 19.996 

一
資料 JournalLeller of lhe Daily Trallsaclions of the Brilish Linen Comtany B-S. Archive of 

Bank of Scotland 

注・当時の通貨単位は lポンド=20シリング=240ペンスとし、う換算になっていたが，この表での
計算はポ ンド以下の金額はすべて「四捨五入」する。

このような自社発行の約束牛形は， 一覧払い約束手形としての性格が強〈 額面fl∞のも

のを除いて，羽 f20，f 10， f5の方はいずれも利子の負わないものであった。そのため，約

束牛形の発行をもって， BLCは資金調達に必要な利子負担からある程度解放されることが

できた。利子負担が少ない という点は，m特に後の約束手形の発行総額の増大に重要な意ロ未
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を持つものである。前述したように， 生産活動の一方的拡大や販売代金の回収困難によって，

売り上げ高が順調に伸びていったものの，営業初期の資金需給の逼迫状態は深刻になる一方

であった。このような状態の下で，事業活動の継続や拡大に必要な短期資金を調達するにあ

たって， BLCは一層利子負担の少ない約束手形の発行に依存するようになっていったので

ある。表4から窺われるよう， 1748'"" 1754年までの生産拡大期において，約束手形の新規発

行額はほとんど年々増加している。このこと は約束手形の資金調達手段としての重要性が増

えつつあることを示すものともいえよう。

こうして約束手形の発行が資金調達の主要な手段になるにつれ，その性格には次第に大き

な変化が生じてきた。流通範囲の拡大と信用の定着に伴い， BLC発行の約束手形は次第に

[紙幣Jとしての機能をもつようになってきたのである。前述したように， BLC発行の約束

牛形は主に賃銀や製品代金の支払い手段として使われるものであった。一覧払いの性格をも

つものでもあったため， S それは発行されてから間もなく，亜麻関係業者の聞の流通手段と

なった。さらに事業活動の全域的展開によって，その流通範囲はスコッ卜ランド全域にまで

広がっていくようになった。遅くとも 1750年代中頃ま でに BLC発行の約束手形は亜麻関

係業者を中心にスコッ卜ランド全域で通用するようになり， I紙幣」と変わらない機能を持

つに至ったのである。このことが資金調達の約束手形に対する依存度を一層強め，最終的に

金融業務の全面的展開を支える物的基盤となったことは次稿で見られるであろう。

5小括

こうして低収益と不良債権というこつの構造的問題を抱えているにもかかわらず，あらゆ

る資金調達手段が動員された結果，事業活動は一応資金不足の問題に阻まれることなく順調

に展開することができた。 しかし， 1753年秋になると，いままで安定経営を保ってきた歩調

は次第に乱れた様相を呈しはじめた。粗製亜麻布の好調な販売を支え てきた輸出補助金がま

もなく期限切れとなり，a しかもそれを延長する論議が議会に出てこなかったことで，経営

計画の実行をめぐって BLC内部に混乱が生じたのである。粗製亜麻布の好調な販売を支え

てきた輸出補助金が打ち切られると 価格競争力が忽ち低下する恐れがあったため， ドイツ

などの大陸製品と競争することもできなくな ることに対する経営陣の懸念は日増しに強まっ

てきた。印)輸出補助金の停止によ る亜麻布販路の急減に備えて BLCは良質亜麻布を始めと

する様々な生産事業の縮小lこ乗り出さざるをえなかったのであった。

良質亜麻布の販売不振を予想して BLCは早くも 1753年 1月に良質亜麻布の生産停止に
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踏み切った。ω そし て，粗製亜麻布の生産規模を縮小しながら，その在庫を一掃するための

様々な販売促進手法を採用し はじめた。前述したように信用供与期間を延長することは，最も

効果のある手法のーっと見られていた。そして海外在住の商人への製品委託販売も応急策とし

て採用されたようであった。回全体としては，輸出補助金の停止による販路縮小を見込して，

BLCは織布生産を中心とする事業活動の縮小を図らざるをえなかった。サルトン漂白場が原

料たる亜麻布の生産量の急減により一時停業に追い込まれ，紡績は残された唯一の稼働部門と

なったのであった。

結果として，生産事業の縮小や強力な販売促進措置の採用によって， 1754年の経営危機はな

んとか乗り越えられた。 亜麻製品輸出業者の共同請願で輸出補助金は 1756年6月から再開され，

また同年に英仏 7年戦争が勃発し軍需を中心とする海外からの粗製亜麻布に対する需要は再

び勢いよく増大し始めた。ω こうして粗製亜麻布生産の諸関連分野は再開され，それによって

17日年以前の活況を取り戻すことがで きるよ うになっ た。 しかし，生産活動は再開されたとは

l ¥え，生産方式や事業内容から BLCはすでに新たな事業展開の段階に突入したことが窺われ

る。 l754年の経営危機とその応急策の施行によって，亜麻布事業の低収益性と不良債権の問題

が一層深刻となり この問題を解決するために生産や販売態勢を見直そうとする動きが取締役

会から出はじめたからであった。その後両支配人の思惑の違いとそれをめぐる取締役聞の確執

を苧みながら，事業方針の見直し案は次第に具体的な行動に移されるようになったF危険回

避の業務姿勢が鮮明となり ，生産活動が縮小する一方，受託販売や亜麻関係業者への貸し付け

や手形の割 lげは業務が増えつつあった。輸出補助金の一時停止を契機にし，事業活動の重心

は事実上生産から販売と金融の方へ移っていったのである。

そこで次章は 1754年以降の事業活動に焦点を当て BLCに事業活動の重心を生産から販

売ヘ，さらに販売から金融へ転換させた原因を検討することにする。

、王

1)ブリテインシュ並麻会社は IY7Y年にスコ y 卜ランド銀行に吸収合併されたので，同社の出資者

総会や取締役会の議事録，そして会計帳簿などの関連史料は 現在すべてスコットランド銀行

の史料館 11cUlkof' ScOLleUlU八rchivcに収められている。

2) S. G. Oieck 1 and， 0fJ. c i L， p. %.資本規模だけではなく，亜麻製品生産高から見ても， BLCは他

の事業体よ (J際立って高い割合を占めていた。

3) A. J. DJrie，ι>p.c・jt ， (1979) pp. 131-132. I自社生産」による輸出向けの粗製亜麻布オスナプルク
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印日必urghや良質亜麻布の減産が行われただけではなく， i委託生産Jの注文件数も大幅に減少

した

4) 17日年代中葉までは，織布生産は主として「委託生産」と「自社生産」という二つの生産方式

の下で行われていた。二つの生産方式のそれぞれの具体的内容に関しては，第 2章第4節を参

5)A. J加rie，qJ. cit， (1979) pp.l33.デューリーによると，良質亜麻布の品質に対する要求が高<， 

従ってその生産が会社の直営作業場で行われ，生産が常に会社の監督下におかれているような

「自社生産J方式が多〈採用された。それに対して，粗製亜麻布の場合は品質に対する要求が

比較的に低<， しかも生産立地が広い範囲に分散し会社の直接管理の手が届けにくいので，

「委託生産方式」が特に適用されていたのである。

6)姐nut，俗 of似 IrtofD立町臼rsof the企':itishL丘JefJU耳El1Y， QL. 2 1746. 印inbw・~1 WurT1aI1 t，以:し 16

1716. 

7)必叉Jtesof臼Irtof D立前向r古品p.181746. 

8) Jbid， Ju1y 9， Scp. 10， 1717， C. A.比は∞l叫伊 cit，印.20-21. 1757年までにBLCの管理下にお

かれていたノ¥イランドの紡績拠点は次の諸地方町に点在していた。即ち， c町別Rrty，Ki比wall，

以>moch，lJin印刷11，W i ck， Ta i n， 1必 hbroon， Lochcarr∞， Glemuris切などであった。

9)ド.肌 lrcnclbm， 0fJ. ci L 飯塚正朝，前掲書， 211-215頁。必7l1tesof 白 Irtof庇r官白r.s;~. 22 

17f{1. 17'1~ 年のジャコバイトの反乱が平定した後， ハイランドを中心とする地域で農業，製造業，

イングランド語教育，宗教など様々な分野にわたる大規模の教化政策が行われた。その中で，

雇用人口の増大を目指す製造業の振興策が特に重視され， i理事会」の主導の下で紡績学校の

設立や亜麻原料の配給などの政策措置が施行した。亜麻原料を/'¥イラン ドに供給し，紡績学校

で訓練を受けた労働者の雇用を引き受け，完成品の亜麻糸 を販売することはBLCのハイラン

ド紡績事業の主要な活動内容であった。

10)船冗Jtesof臼Irtof庇I官印I可 June21 17ffj. D.ドイグとの合弁事業契約の締結によって，準備

と紡績生産に関するすべての業務活動が ドイグの管理下に移るようになった。

11)駈nutωof伽 ρr邸側白羽'Sof白白7erolarXJ rJ;arterly白 Irts， 印i巾ぽgh，Sep. 7 1747. C. A.刷∞i叫

「平).C Jt.， p. 2.17. サル卜ンはミル トン卿の領地であリ，そこでミルトン卿は割安の賃借料 Tack

IAlty (1エーカー 20s.の年率)でBLCに土地や建物を提供しただけでなく，生産設備の購入や労

働者の雇用に必要運転資金も年 f7. 1Os.の利子でBLCに貸し付けていた。

12)佐nぽ白 of白Irtof庇r町向r苦決p.13，トbv.22 17ffj. 
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13)必1utesof the臼誼alam (JJar臼rly白 II1:S， July 5， 1762. 1762年 7月の出資者総会で初めてサ

ルトン漂白場の経営についての積極的な評価が下ろされた。そこで G.ドラモン卜と P.リンズイ

の合同報告がなされ，その内容によるとサルトン漂白場で訓練を受けていた数人の漂白エは，

すでに自己の漂白場をもつに至ったのであった。

14)第2章第 2節を参照。

15) Al ex. .T. Warden， op・cit，1%7，印.452-453. C. A Mal∞1m，伊 cit， pp. 20， 53. 

16) AJ仇rriC， OfJ・cit..， p.151. 

17)S. G.印民klaliJ，0fJ. ci t..， pp. 57， 59.北，前掲書， 1錦5年， 72，127-128頁。

IS) Illleulli 1 Lon， O{J. c i t.， (日胤)， p.79. jヒ，前掲書， 18，61頁。

IY)C. A. ~I col町中tcit.，阿).Z~-2tJ， 34. 北，前掲書，ほj頁。

20) Ibid， pp. 25-26. 

21) Jblは， p. '27. ロンドンでの販売活動は主に委託販売によって行われていたが，支配人のトッド

は常にロンドンやイングランドの繊維生産に従事している主要な地方都市や貿易港に赴いて，

そこで顧客先を問拓するに当たっていた。

[2)姐nutesof臼 Irtof庇r官加問附)V.お 1746，;¥pr. '2 1747，性Ly:3 17日).

お)Ibid.，決p.10， 1747. A. J.臥J.rie，qJ. ci t.. ， (1979) p. 128. ロンドン支庖の経営管理にあたっては，

|百lじリンネル卸売商のチャイルドf¥lathialαlildが支底管理人 k∞pcrとして，年俸eEl∞で雇わ

れていた。

24)位nutl釘 of臼Irtof 11立町ぬrs， ~y 18 174~. グラスゴウ商人のジョンソン Jarrcs Johnωnとコー

クパン Rohertco 1 qu加山lはグラスゴウ支庖の販売業務代理人 agentとして雇われていた。

25)第2章の図 1Iプリティッシュ亜麻会社の事業構造」を参照。

26)I-L Hamilton， 0fJ. cit， (1%3)， pp.146-149. Lah Lcrm:m， Li凶7gin AtlxJll lfX炉l筋，臼i巾ぽgh，1鰯，

!i.210.飯塚，前掲書， 1矧)年， 214-217，240頁。

27)渡辺尚，前掲書(1987年)，HIl， 112頁。社会的分業体系の構築において 生産と市場空間を連結す

る役として「前貸問屋」が非常に大きいな役割を果たしたことを すでに渡辺尚がその「ファプ

リークJの慨念分析によって指摘している。こうした生産と市場空間の連結役としてのBLCの

事業機能は，同氏が紹介している「フアプ リカントj のそれと似っていることは特に注意を要す

る。

28)組制笛 ofthe臼砲alam OJarterly白 II1:S， July 5 1762.この時期に原料の輸入販売を始め，

準備，紡績，製織，漂白生産の各事業部門はすべて独立採算になっているため，各部門の間に利
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益や損失の相互補填ができることは注意を要する。

29)カIlTJ[1]Letter of the J1J.ily 1泊n.ぽ tilα1sof the Bri tish linm a耳"Olly1748-17ω， 1748年一1759

年までの貸借対照表を見ると，各年度の棚卸し資産の中に亜麻布は金額的に，亜麻原料や亜麻

糸などの商品より際立って高い比率を占めていることが分かる。

30) lbid).この時期の会計帳簿の中に，粗製亜麻布coa.re1 i nenと良質亜麻布 finelinenというニ

つの商品項目があるが，それらはまだそれぞれまだ 10項目以上に分類されている。

:31)肋 utesof the白 7eT8landα.l8Tterly臼Irts;May11 1747. イングランドやその支配下にある植民

地市場での各国・地域の亜麻製品の競争関係については，馬場哲，前掲論文， w土地制度史学』

第l口号，脱却5年， ，1-9頁を参照された L¥。

32)N. 8. Ha口e&札(;.ド∞tinι qJ.cit ，印.紛-91. 18世紀初頭からリンネル卸売商 linen也ヨperと呼

ばれる一群の商人が次第に従来の輸入仲介商 l附'rchantmidJl印凶1にとって代わ IJ，亜麻貿易の主

導権を握るようになった。["総合商人Jgeneral Iarchantとしての輸入卸売商とは違って， リン

ネル卸売商は通常亜麻製品だけを取り扱っており， ["専門商人Js閃cialist舵 'rc凶ntとしての機

能をもっていたのである。

;口)佐町tesof臼 Irtof庇r町抱月~ April 2 1747. 

J1)刊叩凶枇Truxes，Iri・幼~Alærican TI草色 1 fm--1783， C訓uridge，1蛾，卯.ぼ〉一181.

35)佐nutesof the臼砲a1and am-terly白Irts;~. 5 1759. C. A. Malcolm， 0fJ. ci t， p.日.製品価格の

引き下げや信用供与のほかに， ["コーヒーハウス」∞ffa-村山、切で取引先と商談を行うことも必要

のようであった。

活)w，ファルガスン著飯島啓二訳 前掲書 (1鎗7年) 182-183頁。なお 1730年代からの煙草貿易

の繁栄によって， グラスゴウがリパプールLivenx刃lとプリストル sristolと並んで，プリテン

の三大植民地貿易中心となった経緯については，川北稔『工業化の歴史的前提』岩波書庖， 1鈎

年， 212-21fi頁を参照されたい。

:37)駈ηぽesof臼Irtof庇I町臼z:<.fu:.20 17日.砂糖や煙草を輸入する対価としての粗製亜麻布は、消

費者の階層や噌好に合わせ、品質や色合いなどにおいて様々な工夫が施されていた。鮮明な色

調で比較的品質の低し 1 ものは、船員或~ ¥はジャマイカでの砂糖栽培，ヴァージニアどメリーラン

ドでの煙草栽培に従事していた黒人労働者の作業服生地に当てられ、地味で比較品質の良いも

のはヨーロソノ《からの移民たちの衣服や日常生活用品として使われていた。

;氾)f¥. J. llIrie，中 cit，(1979)印・lJトs2，148-150， 155. 

39)佐町防 oftJ貯臼砲raJand am-terly臼 ITtS， June， 5 1749. 
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4O)T. M 除vine，“恥Co1∞ia1Trades and Industrial Investrnent in Scotland， c. 171∞-1815ぺ丘溜xmic

llis加ryReview， Vη1. XXIX， I'b. 1， 1976， p. 11.川北，前掲書， 213，432ーお5頁。植民地商人との取引

実態は次のようである。即ち，植民地商人はまずスコントランド域内で植民地住民が必要とす

る日常生活用品や生産道具などを調達し，それらをまとめて北アメリカや西インド諸島にまで

輸出する。そしてそれらの商品を輸出する見返りに，煙草や砂糖などの「植民地物産」を輸入し，

それを国内市場で販売するか，あるいはヨーロッパ大陸諸国へ再輸出するかにするということで

ある。従って， この貿易経路に乗っていた亜麻製品の販売収益の回収は，帰リ荷の「植民地物

産」の販売が実現するまで待たなければならなし実に 2，3重ものの事業危険性を帯びていた

のである。

41)組nutesof臼Irtof庇r官加問Apri1， 12 175:3. A J伽rie，0fJ. ciι， p.130. 山田勝 『近代イギリ

ス貿易経営史j] ~IJ 成社， 1~1 年， 135-137頁。スコ yトランド域内での亜麻製品取引だけではなく，

当時大抵の輸出入貿易の製品代金の;夫済期間は 6力月になっている。

42)組問郎 ofthe臼JeTaland r1nrter ly courts， ~. 3 1755. 1755年 3月に提出された営業報告書に

よると， BLCが植民地商人に与えた最も長い信周期間は 21カ月に達したようである。

4:~) 石坂昭雄・書永欣三郎・諸田実・山下幸夫著『商業史』有斐閣， 1鍛)年， 136-1:37， 145頁。

44)姐nut，出 of臼 Irtof D立町臼r訊uι217SJ， Apr i 1， 12 1753， reb. 20 1755. A].臥lfie，正和 ciL，p.130. 

15) c. A Nhlcolm， 0fJ. ci t ，即.27， 1&-19. A].加rie，0fJ. cit ， (1979) p. 128， 139. エディンパラ本社はス

コッ卜ランド域内の販売活動の他に， イングランドの NBVcastle，Hull，医)Ql，Manchester，Brisωlで

の販路開拓にも当たっていた。なお，粗製亜麻布の組み合わせ品として一部の良質亜麻布が海

タト市場向けに販売されていたが BLCが取り扱っていた良質亜麻布は主にイングランドを含む

囲内市場向けのものであった。

46) A ]. Wardcn， O{J. ci t ，印.370-371，飴村記5.馬場哲，前掲論文， w土地制度史学』第 113号， 1鰯

年， 11頁。 171:1年に良質亜麻布ケンブリク m仙ricに対する関税賦課が実施されてから， 174!う年

にまたケンプ 1)クやフランス産のロン lawnの囲内着用禁止令が議会で通過され，外国産良質亜

麻布の輸入は法律的にほぼ全面禁止の状態にあった。

47)佐山防 oft1貯白JeTal.arXJ Q.m1;e/・ly白 Irts， ぬY.31755. 高関税の賦課や輸入禁止が実施されて

から，需給逼迫が生じ， 良質亜麻布の価格が急速に上昇した。その甘い販売利益に誘われ， 多

くの販売業者は密輸入や不正手法の使用に走っていった。特にフランス製のロンやキャンプリ

クをドイツの中級，下級製品と偽って国内に持ち込む例が多かったのである。

48) A J. lltrie， O{J. ci t ， (1979) p. 128. 良質亜麻布も輸出向けの品揃えの調達対象になっていたが，輸
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出向けの主力商品は依然として組製亜麻布であった。

4~)動'Utes of臼JItof助町tars， J¥pr. L 1747.組nutesof t1貯白溜翠1arxi OJa.rterly臼~May 11 l747. 

;jJ)必nutesof伽 Irtof n立町臼ほJ¥pr.12 1753. 

51) Jbid， ̂ug. 2 17~， Feh. 15 1753， J肌 31175生 17日年 8月に取締役会はすでに不良債権問題の深

支1)さに気づいていた。しかし，債権の回収に関して効果のある対策が取られなかった一方， 1753 

年からさらに取引先の連鎖倒産が起こ1)，そのあおりを受け，不良債権の問題が一層深刻にな

ったのである。

52)働 'Utesof the臼砲ralarxi a.m-terly ω~ July 4 1757. ロンドンでの販売活動の低収益問題が

17日年代後半まで続いた。

日)/bid ， Sep. 7 1747.短期資金の調達にあたって， 当初は当座借り入れ凶'JTONing・・・叫刀1

。bligaLi∞lXlyobleaLα1e Jays JaLeが講じられたが，それは繁雑な手続きを要する方法で， しか

も利子が高くづくものであった。当座借り入れとし 1う方法は後に債券00n也の発行に切り替え

られた。

51)ぬrtcrof the伽 'tishμ'naJα碍l3I1Y， 出inburgh， Scp. 17 1716， p. 1-1.特許状での規定によると，

BLCは手形，債券の発行や借り入れによる資金調達…Lo凶keup ~ey LI戸川 Bills，政)I1ds，or 

助li~Lions の特権が与えられている。

55)姐nutesof the白 7eT8.iand a.m-ter ly 臼~ ~. 5 17m. 

日)船1l1tesof白 Irtof庇r町向I可決p.lO1747. B L C発行の額面.f1∞の約束手形は法定利率以上の

利子負担を負わないことになっている。

~7)佐nutes of ti貯白7eT8.iand OJa.rter ly臼 ITtS， Sep. 7 1747.約束手形の発行に当たって，その発行

による資金調達は利子負担を軽減できる一方 当座借り入れをする場合の繁雑さも免れられる

利点を持っていたことが，出資者総会の議事録で述べられている。

明)当時の一覧払い約束手形の流通性に関しては，徳永正二郎『為替と信用~ ，新評論， 1976年，

17卜l75頁を参照されたい。

59) ̂-J. Wardcn， 0fJ. c iι， p.臥う.亜麻布の輸出に対する補助金の付与は ]754年4月6日をもって期限

j前了となる。

印)蛇即tesof臼Irtof IhI町ぬr可Dec.20 1753. 

61) Tbid， Jan. 18 1753. 国内の販路閉塞に加え，輸出向けの良質亜麻布の販売状況も植民地貿易の

不況に影響を受け，低調に止まっていたようである。

62) j白'd.. ，ぬc.20 175:3， Jall. 17 1754. 
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日)A].ωrie， qJ. cit， (1979) p. 133. 

64) Jbid，印.134-135.
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第4章プリティッシュ亜麻会社からプリティッシュ亜麻銀行へ

1生産から販売

1754年以降「ブリテ ィッシュ 亜麻会社JBri tish Linen 臼rpany1746 (以下， BLCと略称)

はどのような事業活動を展開していたのか，それは後の金融業への転換とどのような因果関

係をもっていたのか。すでに第2章と第3章で検討した結果を踏まえ，これらの問題を解明す

ることが木章の課題である。

①輸出補助金の一時停止

1751年3月l日か らの輸出補助金の停止による亜麻布販路の急減に備えて，取締役会は 1753

年12月初日の会議で次の販先・促進策を取り入れることを決定した。日1]ち，自ら亜麻布の輸出

)o動を行うこと。J)植民地在住の商人に製品買い付けに必要な信用を与えること。グラスゴ

ウ商人と協力態勢を組み，在庫製品を売り さばくことなどであった。 aそして 1754年 1月 17

日の取締役会で，輸出向けの亜麻布£ヨ犯を買い付ける場合に一反当たり 5ぺンス， f 1C削以

上を買い付ける場合に 7.5ペンスの割増金 Prffiliurnを与えることも決議された。 3 こうして，

自ら輸出活動に乗り出し ながら，取引先側に長期の信用期間や割増金を与えるなど，様々な販

売促進策を駆使し た結果， 1753年5月から 1754年4月までの売り上げ高は過去最高のf47fIXJ

に達することができたυ しかし，亜麻布在庫を一掃するには一応成果を収めてはいたものの，

二れらの販売促進措置は役唯症も残した。植民地貿易の市況悪化の来響!を受け，グラスゴウ

支庖での売り上げ金の大部分が回収不可能となり，の 「不良債権Jの問題が後に事業展開の

足かせとなったので ある。

在庫一掃策に続いて， BLCは大規模な生産削減策を行った。良質亜麻布の生産が全面的

に停止され，粗製亜麻布のそれもいくつかの域内需要品に絞ることになった09 こうした織

布工程の規模削減に応じて本来その川上にある紡績や準備工程も削減しなければならない

はずだったが， BLCはあえてその運営を続けていくことにした。紡績事業の運営を通じて

「理事会Jとの提携関併、を保つことができる一方亜麻糸は将来なお販路拡大の見込みをもっ

ていると ，BLCの経営陣が考えていたのであった。 θBLCの亜麻糸の販路拡大に対する

期待は特に当時のファスチアン fustian織物業の繁栄に大きく依存していた。亜麻産業だ

けではむ<，亜麻と綿どの交織物であるファスチアン産業も原材料として亜麻糸を使ってい

たためプ亜麻糸に対する需要がこれからも持続的に増大することを予想して， BLCはあえ

て紡績事業の続行に踏み切ったと考えられる。
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しかし，域内のフアスチアン生産は予想どおりに伸びていたにもかかわらず，BLCの亜麻

糸の売れ行きは予想を はるかに下回っていた。社内生産だけで消化できなかった亜麻糸が大

量に累積し， i.O 1758年8月からイングランドでのファスチアン生産拠点への亜麻糸売り込み戦

略が開始された。ゆところが，それも大した効果を上げられず，亜麻糸が在庫品として累積す

る一方であった。 1750年代末になると，売上金の回収不可能な部分と並んで，亜麻糸の在庫は

BLCの資金的重荷となったのは，後に見るであろう。

ところで，ここでより重要な意ロ未をもっているのは，輸出補助金の停止や一連の対応策の施

行によって，亜麻布事業の低収益構造が浮き彫りになったことである。すでに前稿で分析し

丘ように，事業活動が進行するにつれ，亜麻布事業の低収益問題が次第に構造的なものとして

定着するようになった。 10) BLCは8年間近くの事業活動を展開し，亜麻布の一貫生産体制

を築き上げることができたのは，製品の価格競争力よりも，むしろ「国策会社」としての性格

に負うところが大きかったといえる。 11)しかし， 1754年から 1755年までの経営不振によって，

補助金による政策的提助がないと，スコットランド製の亜麻製品がアメリカ植民地でほとん

ど， ドイツやオランダなどのヨーロンパ大陸製品と競争できないことは明らかとなった。 12)

こうして，最終製品としての並麻布の販売状況が悪化すると，その波及効果を受け，事業収益

になる他の関連分聖子の低迷も必至であった。従って，亜麻布の販売不振によって事業全分野

の収品|犬況が悪化するようになったことは，輸出補助金の停止がもたらした最も深刻な問題

であった。 13)この経営危機をきっかけに BLCの経営陣はそれまで展開してきた亜麻布事

業の低収益問題を認識するに至った。 1755年から亜麻布の生産活動が徐々に再開されたが，

取締役会内部からその低収益問題を解決しようとする動きも出はじめたのであった。

②生産活動の再開

粗製亜麻布の輸出に携わる関係業者の共同請願で， 17ffo年 6月から粗製亜麻布の輸出に対

する補助金制庭が再開された。 l心輸出補助金の再開による需要回復を先取りして， RLCは

早くも 1756年 4月にロウランドの主要な織布生産拠点で 488名の織エを確保し， lS 輸出再開

に備える生産態勢を整えることができた。同じ年に英仏 7年戦争が勃発し， lθ それによる軍

事特需の発生で亜麻布の市況が好転しつつあった。こうした一連の需要回復の動さのもとで，

亜麻製品の事業活動は次第に再開されていったのであった。

~麻布の輸出泊予方が停止している問に すでに新たな生産態勢を構築する動きが始まった。

1754年末から BLCは，資金運用の的を政府の新たな輸出補助対象とな った帆布 sailcloth

の生産に絞っていた。 iη 国内市場に目を転じたこ の頃 BLCは綿紡績や綿布の捺染事業さ
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え考えはじめた。 18)グラスゴウ周辺ですでに一部の紡績業者が綿糸生産に従事しており，そ

こで生産された綿糸がイングランドまで移出されていた。 19) 危機打開策の一環とはいえ，綿

糸ど綿布のこれからの需要拡大を予想して，綿製品関連事業に進出しようとするこの経営計

画は革新的で，先見性のあるものであった。 しかし，後に輸出向けの亜麻布事業が再開され，

それに よって綿菜への参入計画は実行されないまま，廃案になってしまった。叫輸出補助金

の再開によって， BLCは従来の亜麻製品事業を取り戻すことができたが，後に産業革命の担

い手となる綿工業への転換の道もそれによって途絶してしまった。 I株式会社」として絶え

ず利長の追求を念頭に置かなければならないことで， BLCは短期利益の獲得を目標に事業

活動を進めていかざるをえなかったと考えられるであろう。

一方 J 17r:JJ年か ら亜麻布生産活動が再開されたりまし 1え，従来の生産方法を見直す動きも次

第に具現化されていった。こうした生産方法を変革する過程で，主導的な役割を担っていた

のは，共同支配人の一人一 卜ッ ドであった。事実，この時期に入ると，トッドは本社支配人の

マカロックより大きな発言力をもつようになった。 21) 経営組織におけるトッドとマカロッ

クとの力関係の変化によって，事業活動の展開方向が大きく変わろうとしていたのである。

③ 販売浩子力への傾斜

卜')1.:がマ力ロソクのかわりに，取締役会で主導権を掌握することができたのは，前述した

グラスゴウ支庖での不良債権問題がその直接なきっかけであった。 1751年末からの植民地貿

易の不振によって，グラスゴウ支庖での売り上げ金の大部分が不良債権に化した。翠年の

17日年に， BLCは経費削減や販売不振を理由に，グラスゴウ支庖を閉鎖した。 mそれ以降の

輸出活動ははとんどロ ン ドン支庖に集中していた。このように域外販路開拓の唯一の拠点、と

なったロンドン支庖の業務管理に当たって， 17fs年 12月に支配人のトッドがロンドン常駐の

支配人に任命された。~すでにロンドンでの販売業務に馴染んでいたトッドは，今度は一層

植民地市場向けの亜麻布の販路拡大に力を注ぎ込むことができるようになった。却ちょう

ど同じ頃に，輸出補助金が再開され，しかも英仏 7年戦争の勃発による軍事特需もあって，ト

ンドの販売努力は大きな実 'Jを結んだ。特に軍服用生地を中心とする粗製亜麻布のロンドン

向け出荷量が年々増えつづけ， 3 図 lで示されているように， 1762年までのロンドンでの売り

上げ高I.:t毎年エデインパラのそれを上回っていたのであった。こうして，ロンドンでの好調

な販売実績を後ろ盾に，ト y ドは取締役会で徐々に発言力を拡大していく ことができた。

しかし，ロンドンでの販売業務は順調な拡大ぶりを示す最中に，ト y ドは突然取締役会に辞

職の意向を表明した。泊 卜ッドはなぜこの時点、で辞職したがっていたのか，その真相は定か
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ではない。ただし，原因のーっとして考えられるのは，もう一人の支配人ーマカロックとの事

菜方針をめぐる確執である。販売の最前線業務を担当していたトッドにとって，亜麻布の販

路を拡大するためには，製品単価を押さえることが必要な条件であったの製品単価を引き下

げなおかつ利益を確保するためには，従来の生産方法を変えるしかないと卜 y ドは考えてい

たomしかし ，亜麻布の生産方法に関しては，マカロ ックはまったく卜ッドと遣う見解をもっ

ていたom事業方針をめぐる意見相違から，共同支配人の問の係争が生じてきたのである。

結局，取締役会の経費削減の思惑と一致したこともあって，トッドの辞職願が 1759年 2月に

そけ入れられた。それ以後，独立した商人として トッ ドはBLCのロンドン業務を一手に引

き受け， BLCと新たな事業関係に入った。却ところで，外部者にはなったものの，卜ッドは

依然としてBLCの業務方針の決定に影響力を行使しつづけた。彼の生産方法に関する見解

が実行に移され，事業の重心が;欠第に生産から販売へ移っていった。なぜトッドの見解が取

締役会に採用されたのか。事業方向の転換と深くかかわっているこの問題を見る前に，ト y

ドの見解のを一瞥する，必要がある。

トンドによると，織布活動を自社直営の作業場 factoη で営むのはきわめて不効率な方法

であった0 3 この場合に，建物の賃貸料，織機の調達費用，監督人に支払う賃銀がすべて生産

費用の中に加算されており，会社は割高の生産費用を負わなければならなかった。生産費用

の引き下け;即ち価格競争力の向上を図るために， まずこの生産方法を変えなければならな

いとトッドは考えていたのである。 トッ ドがこの ような考え方をもつに至ったのは，当時ス

コントランド亜麻産業全体の生産水準の上昇が大きく影響していた。特に粗製亜麻布の製造

に関しては，すでに特別な技術援助や指導が不必要になるほど その技術水準が上昇してき

たとトソドは見ていた。 :1Il言い換えれば，会社は一々原料の調達，生産設備の手配，織工の監

督などの細かい管理業務に携わらなくても，外部の織布業者に任せるだけで，十分品質の良い

製品を停保できるということであった。 外部の織布業者に生産業務のすべてを任せることに

よって，生産や調達費用を引 き下げることもできる。従って 製品の品質を確保した上で価

格競争力の向上を図ることができるのであり，直営作業場で行われてきた生産活動はすべて

外部への委託生産あるいは外部からの直接購入に移すべきだと，幼トッドは取締役会にしき

りに強調し たのである。

域内の静麻生産を促進することが事業目的となっている BLCにとって卜 y ドのこの見

解は，事業の根幹を揺るがすほどの大胆なものであった。 しかし取締役会は彼の意見を受け

いれざるを得ない理由があった。輸出補助金が停止していた間に従来の得意先が比較的に
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安価な輸入製品に目を向けた。治.)17fs年から輸出補助金が再開されたが，販路を取り戻すた

めにp捨て値販売が再び講じられた。また，この時期に英イム 7年戦争による軍事特需があった

とは1， ¥え，戦争の影響で海上輸送の危険性が高ま 1)，し、ままでより割高の保険費用が課せられ

るようにな った。刈このように， 17fs年から市場環境が部分的に好転したにもかかわらず，不

良債権や亜凧糸在庫の問題は依然として未解決のまま， BLCの収晶状況を圧迫していた。

この問題を解決するために， BLCの経営陣ができることは，製品の生産や調達費用を削減す

ることであった。

こうして3亜麻布の生産や調達費用を引き下けようとし寸意図のもとで，生産方法の変更に

関するト ッドの主張は次第に取締役会に受け入れられた。マ力ロック管轄下の自社直営の作

業場が次々と閉鎖されていき，自社勘定で家内織工を雇う形での織布活動は多少残されては

1， ¥たがそれも次第に外部への委託生産や外部方、らの直接購入に切り替えられた。織布活動

に関与する部分が少な くなり，織布分貯から離脱する傾向は次第に鮮明になってきた。販売

活動への一方的傾斜によって， この時期の事業活動の重心は事実上，生産から販売へ移って

いったのであった。

2 17~ 年代中葉か ら 1700 年代中葉までの事業機能

ω販売 ・生産業務

業務活動の重，心が生産から販売へ移っていったのは特に粗製亜麻布の分野で顕著であっ

た。自社直営の作業場が次々と閉鎖され，あるいは他の製造業者へ移譲された。亜麻布の調

達に当たって，契約先の製造業者に必要なだけの亜麻布の生産を委託するか，あるいは亜麻布

を直接外部業者から購入するかの方法が採用されるようになった。調達費用を削減しようと

するところで， BLCはやむを得ず，消極的な生産姿勢に転じたのである。

連麻布生産業務の縮小につれ，この時期から販売業務の進め方にも変化の兆しが見えはじ

めた。従来の販売方式では，会社は自己勘定で製品を調達し，却本社や支庖網を通じて販売

活動を行ってきた。そのため，製品の価格変動や植民地貿易の市況変化から生じうる危険は，

すべて会社側の負担となっていた。こうした輸出販売活動から生じうる危険性を少しでも減

らしたいという考えのもとで， BLCは輸出補助金が停止する直前の 1753年 11月に，ヤング

(向γgeYoungという亜麻布販売向と「合同販売」契約を結んだ03

ここの 「合同販売」契約というのは，ヤングと合同勘定∞ jointaccωntで亜麻布の仕入れ

と販売を行い，初その売上代金はそれぞれの出資分に応じて，配分することを指すものであ
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あった。しかし，合同勘定とは L、ぇ，実際はこの場合の製品の仕入れや販売活動に必要な資

金はすべてBLCが拠出したものであり ，ヤングの出資分は実際はBLCから借り入れたも

のであったY資金不足や販売経路の問題で悩んでいたヤングが，このようにBLCの資金や

販売面の援助を得て，自らの亜麻布事業を拡大することができた。そして， BLCにとっても，

この「合同販売」契約は，販売活動の危険性を回避で きるものである一方，契約先への前貸し

で利子収入を入手できるものでもあった。 ;ω こうして，お互いに事業上の便宜を提供しあい，

BLCは域内の製造業者や商人たちと分業・協力態勢を組みはじめたのである。

域内の製造業者は亜麻布の生産においてすでに力をつけてき たこともあり， I合同販売J

契約の申し込み件数が 1760年以後増え続けていた。仰)前述 したように，ちょうどこの時期に

トッドは生産事業の縮ノト論を打ち出し，取締役会も彼の主張を受け入れる傾向にあった。「合

同販売J方式を採用すると，生産業務は契約先が担当することになり，しかもそれは「折半出

資jの形をとっているので，生産事業の縮小計画が進められる一方，事業活動から生じうる危

険性も回避できる。 こうして事業展開の方向と一致していることもあり関係業者からの合

同販売契約の申し込みはほとんど審査なしで許可されたのであっ た。亜麻布の調達と販売に

当たって自己取引 11) と受託取引の中間形煙、ともいえる合問販売はこのように次第にBLC

の主要な販売形態となっていった。 ψJ 域内製造業者の生産力の向よを背景に したこの合同

販売方式の定着にともなって， BLCの亜麻布生産活動からの離脱傾向は一段と鮮明になっ

てきたのである。

ところで，経費を削減するために粗製亜麻布の事業活動はこのように大幅な変更が行われ

ととは対照的に， / ¥イうンドの亜麻糸生産事業とサル卜ン漂白場の経営は旧態依然であった

ことは注意を要する。前述したようにイングラン ドとスコットランドのファスチアン産業

の急速な発展を背景にして，BLCの経営陣は亜麻糸の販路拡大に期待をかけていた。<ul

17S4年から 17~S 年までの間にハイランドの亜麻糸生産事業は停止しなかっただけではなく，

その後も亜麻糸在庫の増大にもかかわらず判規模縮小の気配が見られかった。

亜麻糸の在嘩問題が深刻になりつつある状況のもとでなぜBLCはこの事業分貯を縮小

しようとしなかったのか。このことの原因は恐らくその「国策会社!としての性格にあるので

はないかと考えられる。設立特許状で事業目的はスコントランド亜麻産業の振興にあると定

められた一方，「iF事会」公どの政策機関の公的援助を取り付けるためには，何らかの「公益

事業活動Jも必要だったからである。45)その意味で， I国策会社」としての性格を持つ以上，

ハイランドの亜麻糸生産事業であれサルトン漂白場経営であれいずれも BLCが背負わな
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ければならない事業分野だったことがし 1える。 しかし，結果を見て分かるように，このよう

な公益事業活動は利益を生むどころか，赤字経営が続〈中で，それはかえって BLCの財務状況

を悪化させた主要な原因だったのであるののお荷物のような事業分野をいくつも抱えていた

ため， BLCは他の事業分野に目を向け，利益の確保に走らなければならなかったのである。

② 金融業務

一方，生産や販売業務のあり方に大きな変化が見られたこの時期， BLCの金融業務の基盤

が着実に確立しつつある。 i合同販売」 方式が定着してい〈中で，その裏側で「金融業務」

が密かに比重を伸ばしているからである。図 lから分かるように，合同販売方式のもとでは，

BLCが果たした役割は製造業者というよりも， i仲立ち商Jあるいは「倉庫業者」の方が

大きかった。 1η いうまでもなくこの場合に，亜麻製品を 生産業者から輸出業者まで運び，製

品の域外への移・輸出に必要な流通業務はBLCが担当するものであった。 しかし，こうし

た流通業務だけではなく， BLCはさらに自ら進んで，製造業者や商人に様、々な形での融資を

与えていた。

まず，前述したように亜麻製品の販売活動は契約先との折半出資の形を採っていたとはい

うものの，亜麻布 を調達するための資金はほとんどBLCが拠出するものであり，従ってそ

の資金の半分は実は，契約先への形の変わった融資と考えられる。また商品の売却先に対し

ても，通常 3"-'6カ月までの信用決済期間が与えられておりそして取り引き恨IJが持っている

牛形を剖ヲI<措置も講じられたようである。必このように，亜麻製品の流通過程において，

BLCは実際に生産側と販売先の両方へ信用供与を行っていたことがわかる。

資金不足が亜麻産業界の共通問題となっていた当時では ω このような信用供与業務は大

L、に発展する余地を持っていた。 しかも，亜麻製品関連分貯の経営不振が続〈中で， このよ

うな信用供与業務から得られる利子収入はBLCにとってかけがえのない利益源、て・あった。制

こうした内外の経営環境が働いたこともあり， 17ぽ)年以後，合同販売の契約件数が増えつづ

け， 51) それに伴って外部への信用供与額も増大する一方であった。合同販売と信用供与はま

さに両輪のように，この時期のBLCの事業活動の進行を支えていたのである。

ところで，資金不足の問題で悩んでいたBLCは，どのように上述した信用供与業務に必要

な資金を調達してきたのであろう か。金融業務の進行に，必要な資金を調達するには，特に二

つの経路が用意されていた。まず3 スコットランドロイヤル銀行が忠実な後援者として， BL 

Cを支援しつづけていた。ロイヤル銀行からの借り入れや同行による手形の再割引が緊急時

の重要な資金源であ り，渇それなしでは BLCはいくつかの経営危機を乗り越えられなかっ
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たであろうとさえ考えられる。

しかし，ロイ ヤル銀行からの資金的援助は緊急時に大いに助けになったにもかかわらす，金

融業務を行うための基本的な資金源は依然として，自社発行の約束手形にあったことは注意

を要する。すでにこの時期にBLC発行の約束手形は流通範囲が東北口ウランドまで広がつ

しかもその信用の定着によって紙幣と変わらない機能をもつものになっていた。ており，ω

従って.17ffJ年代以後の貸し付け業務や手形の割引に必要な資金はほとんど，こうした自社

設立特許状で，約束手形を発行す
発行の約束手形によって賄われ ることができたのである。

る「特権Jが与えられたがゆえに，刊)この時期の信用供与業務が順調に拡大していくことが

できたとも考えられよう。

③事業機能と外部環境の変化

これまでの叙述から分かるように，この時期に入ると BLCの事業活動の重心が次第に生

産から販売と金融の方へ移っていき，事業機能も流通や金融の方へ集中して L、〈傾向にある。

図 l
そこでこの時期のBLCの基本的な事業機能を図式す ると図 1のようになるであろう 。

図 117日)年代中葉から 17ば)年代末までの事業機能
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で示されているように，域内の亜麻布製造業者或いは亜麻布の取り吸い商人 Mcrchant

比1nUf3ct.llrerとロンドンなどの貿易港での輸出業者との問の連結役を担当することに， BLC 

17日年代初頭までは BLCは張麻布製造業者
のこの時期の主要な事業機能が見出される。

(生産)，倉庫業者句(流通，金融)，そして輸出業者(流通，金融)この三つの事業機能をすべて白

社内部に収め，一大企業体として統合経営を進めてきたがこの時期になると内外の経営環境
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の変化によって，事業機能はやむを得ず流通や金融の方へ集中していったのである。

¥. ¥うまもなく，ごのように事業機能が次第に狭い範囲へ集中していったのは，内外の経営環

境の変化が大きくものをいっているの第4章の分析からわかるように，亜麻布生産事業の赤

字体質の定着によって， BLCは「株式会社」という企業体を維持していくために，より高い

利益を得られる事業分野へ移行せざるを得なかった。 しかし，なぜ亜麻布生産の事業経営に

低収益の体質が定着するようになったかという内部構造の問題を見ていくと，その根本的な

原因は外部環境の変化に求められるのであろう。

外部環境，特に競争相手のことといえば，ドイツ，ネーデルランド，そしてフランスから輸入

してきた亜麻製品のことが容易に?旬、起される。 しかし，この時期に外国産の亜麻製品よりも，

スコ ットランド域内で生産された亜麻製品の方は BLCにとって，遥かに脅威をもたらす競

争相手であった。というのは，輸出補助金の保護制度が施行されている限 t)，植民地市場で外

国製品に対して優位を保っとができるが，同じスコットランド産の製品なら競争条件はまっ

た〈平等で，域内同士の間の競争が遥かに織烈なものであったからである。団

事実，この時期に入ると，スコ y 卜ランド製の亜麻製品は品質や価格の面においてかなり大

きな改善が見られるようにな 1).57) 1740年代初頭のそれよりも大きな競争力を身につけてき

た。 構造的にも，独立した中ノl 、生産業者.imJe~光mJeflL weaverの数が減少し，その代わり lこ市況

の急激な変化に耐えるほどの体力を持ち，しかも規模が比較的に大きい商人 ・製造業者が亜

麻生産業界を支配する傾向が見られる。泊こうして，域内の製造業者の生産力向上を背崇に

して，域内|ロ|上の競争が激し くし、〈中で BLCは一歩を退いて他の事業分貯に活路をみい

出そうとしていたのである。

3販売から金融へ

①販売業務の縮小

こうして 1750年代後半には， BLCは新しい販売方式を模索しながら亜麻布需要の好景気

を背景にして，その販売事業を拡大する努力は一応成果を収めることができた。 しかし， 1700 

年代初頭に入ると事業活動の行き先は再び陰 t)が見え始めた。英仏 7年戦争が終局を迎え，

軍服需要の減少によって粗製亜麻布の売れ行きが再び落ち込んでいったのである。剖こう

Lた戦争終結による亜麻布の囲内販路の縮小を見込んで， BLCは早くも 17ω 年代の初頭に

新しい海外販路の開拓に動き出した。 1761年 3月にマカロ yクがリスポンへの合同輸出事業

案を取締役会に提出したが，ポルトガル市場の不安定性を理由にして，取締役会は同案を否決
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した。川ボルトカ・ルの代わ 1)， 同じ年にスペインとカナダへの輸出販売が行われた061) とこ

ろで，新し~ ¥海外市場の開拓を目標とするこの 2回の航海が不運にも成果を上げられなかっ

止まま，失敗に終わってしまったの的植民地争奪戦の最中にあって， BLCは海外市場の重

心をイギリス保護領の北アメ リ力や西インド諸島におかざるをえなかったのである。

このように新しい販路の開拓には成果がなく， I日来の販路も縮小状態が統〈中で，ωBL

Cは財務的にますます困難な立場に追い込まれるようになっ た。 まして 1750年代中葉の不

良債権の問題が再燃し亜麻糸在庫の問題も依然として解決の目処がつかず，新旧の問題が一

気に噴出したため， BLCの財務状況は一層悪化するようになったのである。 前にも述べた

ように，不良債権の問題はすでに 1755年末に現れてきた。 しかし，この時期の経営陣の事業関

ぷははとんどパロ何に亜麻布の売リ上げ高を引き上ける かに集中していたため，不良債権の処

理に目をむける余裕がなかった。 1762年 3月に取締役会でグラスゴウ商人の代金支払い停止

の問題が報告され，ω それ以後グラスゴウ商人の倒産による不良債権の発生が 1700年代末ま

で続いた。問題の深刻さが増えつつある中で，不良債権の処理問題がようやく 1764年 6月の

出資者総会で議題として 提出された。その日の議事録の内容によると， BLCがその時点、

で持っている債権権総額はすでに f18'2，707までに達しており，そのうちのfZ2，013は回収不

可能の債権 C民間iはLeDebLsにもなっているということであった。国

不良債権のほかに亜麻糸在庫の問題も BLCの財務状況を圧迫した一因であった。前述

l tこように，亜麻布生産からの漸次的な撤退とは対照的に BLCは不況の時でも/'¥イラ ンド

での紡績生産を続けていた。 しかしこの生産分野に年間約f8001 を投入しているにもかか

わらず，それに見合うだけの利益を上げることはな かなか困難なことであった。 国利益を

上けるどころか， 1758年以後亜麻糸在庫が増えつづけ，投下資本さえ回収できない状態が数年

も続いた。この問題を解決するために， BLCは域内の生産拠点だけではなく，ロンドン，日

プレス卜ン，倒マンチャスタ，ω リパプールでも， m 現地の商人に委託して，そこでのフャス

チアン生産業者へ亜麻糸を売り込もうとしていた。 しかしこのような大規模な販売促進努

力が依然として問題を解決できず，亜麻糸の在庫は 1700年代中葉まで財務状況を逼迫しつづ

けた。 71)結局，亜麻糸在庫は不良債権の問題と並んで BLCに事業方針の転換を迫った主

要な原因となったのである。

②金融業への転換

17印年代に入ってから，亜麻事業の二大支柱である亜麻布と亜麻糸の販売はこのように

次々と壁につき当たる状況の下で，取締役会は事業方針を根本的に見直さなければならない

第4章ブ リテインシュ亜麻会社からブリティッシュ亜麻銀行へ 96 



ことに気づき始めた。泌 すでに事業の重心が販売の方へ移っており，販売業務が不振に陥ると，

事業全体は危う い状態になるはずであったが，前述した金融業務から得た利子収益を当てに

して，73)BLCは辛 うじて事業活動の進行を維持していくことができたn 図2でf子、されて

図2 1761年一1770年の収益構造の変化 単位 :f

~ 収益総額 亜麻事業収益本 利子収益梓

17tH 段対J~ 5ω4 675 

176ア略

1763 

1764 日83 126 4臼7

1765 仏20 346 4074 

1766 4720 lω4 3626 

1767 3138 l飴 '3.)72 

1768 Z調:)5 3 Cd02 

1769 3ω5 。 3ω5 

1770 2713 56 お8:1

出典 :Prof'i l e!J1U Loss八CCOl!J1L， 176ト1770. (Frαn j佐nu郎 of自白7emland 

()Ja.rter ly臼 r旬 、lul.;:)1762， 1)c'C. J 17か1，匂p.2 176¥ Scp. 1 17侃，

Scp.7 1767， Scp.5 1768， Jan. 29 1770， i);c.3 1770. 

注 :*亜麻原料の輸入，盈麻糸の生産・販売，亜麻布の生産・販売，サルトン漂白場

経営から得た収益はすべて 「亜麻事業収益」として算入する。

料ここでの|利子収益」という のは，前貸しゃ牛形の割引から得た収益の他に，

為替牛形投機か ら得た利子収拾も含まれている。

榊本表は出資者総会の議事録に載せて l¥る「損益計算表J，こより，作成した

ものであるが，当議事録の中に 1762年度と 1763年度の関連資料が欠落して

l ¥る。

いるように，販売業務が衰微していくにつれ，金融業務から得た利子収益は次第に販売収益

にとっ て代わって， RLCの主要な収益源となっていた。 うして事業活の重心はは表として

は亜麻布の販売業務にあ ったが，実際は会社全体を支えているのは金融業務であった。 しか

し 実態はこ つであるにもかかわらず， BLCにとって亜麻事業の表看板を捨て，金融業へ転

換することは決して容易なことではなかった。内部組織においても，外部環境においても，金

融業への道程には様々な障害が横たわっていたのである。

BLCをこのような採算の合わない事業分野から解放させたのは 支配人のマカロ ンクで

あっ た。1763年 3月にマカロ yクが独立意向を表明しながら BLCとの合併事業案を取締
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役会に提出した。刊彼はアレクザンダ一家 WilliamAlexanders &おnsと共同して新しい事業

体を設立するが，その共同事業体は BLCのすべての生産 ・販売事業を引き受け，それを BL

Cど合同出資∞ jointaccountの形で運営していくような内容のものであったの市この合同

事業案がうまく l¥くに亜麻事業としづ長年の重荷を卸すことができる一方，金融業へ専念す

ることもできる。従って，取締役会にとってマカロックが言い出したこの提案は歓迎すべき

ものであり，まもなく合同契約の起草や契約の調印，執行などの具体的な行動が講じられた

のである。

しかし，この合同契約の調印 ・執行に際して，一部の出資者が異議を唱え，出資者総会で反

対運動を起こした。グレンケルン伯 WilliamEarl of Glencaimとギャロウェイ伯 Alexander

Earl of Gall仰 ayを中，心とする一部の出資者たちは，マカロックとの合同事業案の執行が設立

特許;1大で定められている事業趣旨に反するものであり， BLCはあくまでも亜麻事業に堅持

すべきだと主張していたのである。ゆこの反対運動は最終的に取締役会に押し切られ，m事

業契約が調印され，実行に移されたが，皮肉にもマカロックとのこの合同事業は 18カ月の実

験期間を終えた後，取締役会自らによって廃棄されたのであった。初

マ力ロックとの合同事業契約が廃棄された後 BLCは 1770年代初頭までハイランドの紡

績事業とサルトン漂白場経営を続けていたがそれ以後亜麻布の合同販売を除いて，乃1) BLC 

は二度と亜麻布関連事業に携わることはなかった。 亜麻布事業の収益状況が再び赤信号を

呈Lはl:めた 176.1年において BLCにとって今後選択できる道は二つし かなかった。一つ

は会社を解散することであり，もう一つは金融業へ転換することであった。 しかし， どちら

の道を選択しても，いずれ亜麻布関連事業を放棄しなければならないという結果になるので

あった。マ力ロックとの合同事業はこの意味で，亜麻布関連事業を何らかの形で保っていこ

っ，という BLCが考え出した妥協案でもあったが，叫 すでに赤字経営に耐えられない状況

のもとでは，それもうまく行くことができなかった。最終的に会社の存続を かけて， RLCは

後者の道を選択したのであった。

こうして，1700年代中頃から事業活動の重心が正式に金融業務へ移っていき， BLCは銀

行への道のりに踏み出した。 HI) 1771年によ うやく同業者からの敵視や中傷を乗り越えて，長

年の敵であったスコッ卜ランド銀行から銀行業者として認められるようになった。そこで次

節L:i， RLC はどのように金融業務を拡大していったのかを見ることにする。
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4金融業務の展開

① 金融業務の内診・

マカロックとの合同事業が廃棄された後， BLCの新しい舵取り役として登場したドラモ

ンド卿が 1764年12月の出資者総会で呈示した新しい事業計画によると，ω1760年代中葉にお

ける BLCの事業治動の内容は次のように要約することができる。

・威内の亜麻布製造業者やその取り扱い商人と合同販売契約を結ぶ。この場合に， BLCは

事業に必要な資金を契約先に前貸す一方，ω 商品のロンドンでの販売業務を担う。ただし，

BLCが引き受ける出資分は総事業資金の1/4-1/2に限定する。

・ロ ンドンへ亜麻布を販売する者に事業の遂行に必要な全額資金を前貸す。ただし①の場

合とは遣って，この場合に BLCは事業活動に一切参与せず，単なる前貸し業者として亜麻

布関係業者へ資金調達上の便宜を提供する。陶)

・ルト ン漂白場で亜麻布の漂白加工を受ける者に次期の亜麻布生産活動を進めていくため

の事業資金を前貸す。同

・亜麻布製造業者やその取り扱い商人に担保付きで事業資金を前貸す。国

・亜麻布製造業者やその取り扱い商人に，スコッ卜ランドやイングランド支払いの手形の割

引の便宜を提供する。

上述した事業内容から分かるように， 1763年中葉における BLCの事業活動は主に亜麻布

関係業者への前貸しと手形の害lほしこの 2項目の金融業務に集中していた。一方，亜麻布販売

やサル卜ン漂白場の経営はこの時期にまた続けて行われていたが，事業活動の内容を見てみ

ると，この二つの業務治動は事業全体の中に主導的な地位を占めていたというよりも，むしろ

単に金融業務を補完する役割を果たしていたことが分かる。 前貸し業務，手形の割引，そし

て後述する預金業務，この 3項目の金融業務を中心にBLCはその 1760年代中葉以後の金融

業務を展開していったのである。

亜麻布関係業者への前貸しゃ手形の割引のほかに預金業務もこの時期に行われていた金

融業務の一項目であったが，前貸しゃ手形の割引業務と比較すると，その規模は遥かに小さく，

成長速度も緩慢なものであったom しかし，注意しなければならないのは， BLCで最初に

預金口座を開設したのは，亜麻布関係業者ではなくて，粗製羊毛製造業者 T位TedW<∞l 

lMnufacturerだったことである。掛亜麻産業の振興を事業目的に掲げてきたBLCの事業展

開過程において，この非亜麻布関係業者との金融よの取り引きが取締役会で認められたのは，

特に重要な意味を持つことであった。 というのは 1756年のこの非亜麻関係業者による預金

第4章ブリティッシュ亜麻会社からブリティッシュ亜麻銀行へ 99 



口座の開設を契機にし， BLCは徐々にその金融業務の窓口を社会一般大衆に開放するよう

になったのである u

(号 金融業務の地方への展開

エデインパラ本社で行われていた金融業務は， 17fJJ年代中葉から東北ロウランド地方の亜

麻布生産拠点へも広がっていった。いままでの亜麻布製織活動を通じて， BLCはすでに東

北口ウランドの各地方都市で豊富な人脈を築き上げてきた。もともと亜麻布製織活動の管理

人だった者が再び金融業務の執行代理人として雇われ，帥彼らの努力のもとで資金の貸し付

けや手形の害IJ引などの金融業務が次第に東北口ウランドで展開されていったのである。特に

アパjレテ・ィーンやダンディーのような比較的に大きな地方都市では，現地金融業者の営業を

脅かすほど， BLCは順調にその金融業務を展開していることさえ見られる。 BLCはその

金融業務を始めてから，短期間のうちに銀行へ転換していくことができたのは，この地方支庖

網の確立と整備に負うところが大きかったといえよう。

ところが，金融業務の順調な滑り出しはまもなく他の銀行業者の妬みを招し 1てしまい，事業

活動の展開は一時苦境に陥ったことは注意を要する。 BLCの金融業界への進出に対して，

特に敵意深〈見つめていたのはスコ y 卜ランド最大の特許銀行-スコットランド銀行であっ

た。現金の払い底を狙って，エディンパラや東北口ウランドの地方都市で BLC発行の約束

手形を集め，それをまとめて BLCに現金の支払いを請求するような妨害行為がこの老舗の

銀行によって繰り返されん。悩また，アパルディーンやダンディーなどの地方都市でも，現

地の金融商人が訳も分からぬ流言を散布し，数々の取り付け騒ぎを起こしていた。 91) こうし

た各地の銀行業者による敵対行為が 1770年代末まで続きそれによってBLCは 10年間近く

も現金払い底の危機に曝されていたのである。

BLCが 1700年代末まで続いたこの現金払い底の危機を乗リ越えられたのは，ロイヤル銀

行の支提がもっとも大きな役割を 呆たしていた。取り付け騒ぎが発生する度に，ロイヤル銀

行から数千，数万ポンドの現金がエデインパラ本社に運び込まれ，由それをもって BLCは

無事に膨大な現金の支払要求に応じることができたのであった。そのほかに，ロンド ンで活

躍しているトンドや何人かのロンドン金融商も BLCに応急の資金援助を提供した。叫い

ずれにしても，外部業者の援助を後ろ盾にして， BLCは初めて 17fJJ年代の経営危機を乗り越

えられたと考えられ る。 しかし一人前の金融業者として事業活動を展開してし 1くためには，

いつまでも他人の資金力に頼って問題を解決していくわけにはいかなかったことは BLC

の経営陣にも分かっていた。事実， 17fJJ年代の現金払い底の危機に対応する過程で， BLCは
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金融業務に運用する資金を増やすために，残りの亜麻布関連事業を切り落とすことに踏み切

ったのである。

③ 一般銀行-への転換

BLCに最終的にハイランドでの紡績事業やサル卜ン漂白場経営を放棄させたのは，資金

調達の問題であった。当時スコットランド全体が産業資金不足の問題が深刻であり，その背

素のもとで製造業者或いは商人による事業資金の前貸しゃ手形の割引の申し込み件数が日々

増加していた。由。特に 1700年代中葉以後になると，亜麻関係業者との取りヲ|き件数が減少傾

向にあるのとは対照的に，非亜麻関係業者との取 1)ヲ|き件数が増加しつづけ，非亜麻関係業者

との取り引き規模の拡大が金融業務の繁盛を支える主要な要因となった。

ところで，金融業務の4広大に膨大な資金需要が生じてきたこの時期，前述したように現金

の払い底を狙った悪質な行為が続き，資金不足の問題が金融業務を拡大していくための最大

な阻害要因となっていた。 この問題に対応するために， BLCは 1763年にスコントランド独

自の金融制度である「任意選択権」を導入したが，由それは結果的に一時凌ぎの措置としてし

か役立たず，資金不足の問題が依然として続いた。最終的に金融業務の一層の拡大に必要な

資金を捻出するために BLCは 1767年と 177:G年に次々と資金運用の重荷となっていたハイ

ランドの紡績事業とサルトン漂白場を整理・清算することに踏み切ったの。由 1772年のサル

トン漂白場の売却をもって BLCは 26年間も携わって きた亜麻布生産事業から完全に撤退

し，'f{) i亜麻会社」の名残りを持ちな がらも，全面的にその金融業務を展開していったので

ある。

こうして， 17ω 年代は BLCにとっては，経営陣内部の紛争，同業者による妨害行為，そし

て資金不足など様々な問題に直面した「内憂外患」の時代であった。 しかし，このような困

難な時代も時間の経過と BLCの努力によって次第に乗り越えられ，金融業務が徐々に軌道

に乗るようにむった。 1770年代になると，亜麻産業の相対的な衰退と伴って，亜麻関係業者

にとって代わって，社会一般の産 ・商業関係業者がBLCの主要な取り引き対象となってい

た。峨こうした取りう |き対象の範囲と規模との拡大につれ，新しい地方金融支庖が次々と設

立され，支庖制度の整備において， BLCはスコットランド銀行やロイヤル銀行のそれに劣ら

ぬほどの実績を上げてきた。制銀行として特にスコットランドという地域での産・商業活

動の進行に，必要な金融業務を提供することにおいて， BLCはもはや欠かせない存在になり

つつある。このように銀行としての地位が次第に固まっていく中で 1771年にようやくその

最大の敵て・あるスコ y トランド銀行に銀行としての地位が認められ lω スコッ卜ランド銀行

第4章プリティッシュ亜麻会社からプリティッシュ亜麻銀行へ 1m 



業界への殿堂入りを果たしたのである。

5総括と展望

これまでの四章にわたる分析によって，序章で設定した課題に対して今や;欠のように

総括的に答えることができるであろう。ま ず， 18世紀のスコットランド社会の形成過程

において，ロウラ ン ドの旧貴族，地主による統治体制が合同後もスコットランド地域を

治める支配体制として機能 しつづけていたことは重要な意味を持つ。この伝統的かつ土

着的な政治構造のもとで，スコットランド土着社会の特質がある程度維持することがで

きた一方で，毛織物工業の競合に端的に見られるような合同前のイングランドとの競争

関係が改められ，亜麻産業の振興を通じて，両地域の新しい協調・補完関係が模索され

始めたのである。 18世紀中葉からの一連の振興措置が同時期の亜麻産業の発展にどれほ

ど貢献したかはともかくとして， 当初からイングラ ンドどの協調・補完関係を構築する

ための手段として見なされていた亜麻産業の発展によ って スコットランドとイングラ

ンドとの関係にはすでに何らかの変化が生 じたのではないかと考えられる。

ロウランドの|日貴族 地主階級はこのように対外的に亜麻産業の発展によるスコ y ト

ランド地域の経済的安定をもって 連合王国議会に対して支配階層としての自らの存在

意義を主張する ことができた一方で スコットランド内部においても亜麻産業を手段と

して「スコットラン ド地域の統一」を推進してゆくことができたことは 軽視しえない意

義を持っている。 il里事会」の亜麻産業振興策 そしてその下請け会社としての BLCの

事業J言動の展開によって，紡績活動を 中心とす る亜麻製品の生産活動がハイラン ドまで

及んでゆき ，それを契機に して/'¥イランドもロウランドと同じ経済利害のもとに置かれ

るようになり，両地域を合わせて一つのまとまりを持った社会的分業体制が， iスコ y

トランド j という地域とし て姿を現し始めたのである。この意味で 合同後スコットラ

ンド社会で進行し た変化過手呈は イングランドによるスコ y トランドの同化過非主だけで

はなく，こ れに並行するロウランドによるハイランドの統一過程の二重過程であったと

言 7ことができるであろう。

ところで「スコ y トラン ド原経済圏」の形成という仮説を検証する際に， ここで一層重

要な竜味を持つのは，イングランドどスコッ トランドとの合同体制が安定軌道に乗った

1740年代中葉から，スコントランドの亜麻製品が生産量，生産額ともに，年々大きい速

度で増え続け，安定した成長ぶりを示 したことである。 というのは， 18世紀中葉からの
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亜麻産業の急速な成長によって，紡績，織布，仕上げ技術などの繊維製品の生産基盤，

そして原料の輸入や輸出販売などの流通基盤， さらに資金調達などの金融基盤が着実に

整備されていったのであるの産業革命期の基軸産業一綿工業の発展がなぜ 18世紀末から

イングランドのそれと比肩できるほどの速度で，スコッ卜ランドでも大規模に進行して

ゆくことができたのか。それは何よりも BLCの事業展開過程の分析から分かるように，

綿工業の急速な発展を支える生産，流通，金融などの社会分業体制がすでに亜麻産業の

時代に築き上げられていたからである。 18世紀におけるスコットランドの亜麻産業，そし

てBLCの固有な歴史的意義はまさにこの点、に認められると言うことができょう。

このように，亜麻産業の発展によって綿工業の発展に必要な経済環境とスコントラン

ドという経済地域の輪車I ~ がはぽ明瞭になってきたことを確認することができれば， iス

コッ トランド原経済圏」の実在という仮説を実証するための作業の第一段階もほぼ完成

したといえよう。言うまでもなく 「スコットランド原経済圏」の実在という仮説の実証

精度をさらに高めるためには，引き続き第二段階-iスコットランド産業革命」の検証

作業を必要とする。そこで本論文の最後に， この「スコットランド産業革命」の展望に

ついて一言触れておきたい。 それは，綿工業を中心とする産業革命の勃興をもって，合

同前から進行してきたスコ ッ トランドの本源的蓄碕過程はようやく最終段階を迎え，

つの自立的・資本市IJ経済圏一|原経済圏」がまさに現在私たちが理解している|スコッ

トランド」地域としてその姿を整えるに至るであろうということ， これである。

j王・
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砂糖，綿花，ラム;酉が量的に最も多かったのである。

2) / IJ id， l:t-c. 20 17f):~，八pr. 27 1758.働 U郎 ofthe臼砲ra1and ()Jarter ly臼uts， ~r. 3 17日.

A. J， IAJrie， 017. (;iι， (1s)7Y) I ~linhurgh， IY7Y， (111. I:~O， 1:12. グラスゴウ商人に輸出向けの亜麻布販売

を引き受けさせるために， BLCは製品代金の支払い手段として無担保債券 linendebenture 

を認める一方，取引先に 16.18.20カ月の長期信用期間も与えたようであるυ
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3)必nutesofωIrt of D.丘町臼r.s;Joll. 17 1751.亜麻布一反 pjeceの長さ 13ヤードに当たる。

4) Jbid， Jan. 23 J 755， Apr.27 1758， Nov. 16 1758. この日の取締役会の報告によると，ジョンソン

l訓附 Jぬn以)11とし、うグラスゴウ商人はアメリカ値民地貿易の失敗のため， BLCに総額

f21¥αX)にも達する債務を負っている。

5)組nutesof tJ貯白JeTBland ()Jarter ly臼 Irts， ~. 3 1755. 帆布のほかに， 1754年 4月から 175.5
年末までの期間に， Di司:>ers，lbvlas， Edinburgh この三種類の囲内市場向けの亜麻布が生産され

ていた。

t)) //;id ， 協tr.:~ 17日. .)Lme Z~， 17f1:ら.Minutes of白 Irtof D.丘町臼r.s; .JLme 1 S1， 17f1:月.雇用意IJ出と L寸政

策課題を背負っていた「理事会」にとって， BLCがその運営を引き受けていたハイランドの

紡績事業はかけがえのない存在であった。なお，ハイランドでの労働費用は割安だったため，

そこで製造された亜麻糸はロウランドやイングランドで他の産地の亜麻糸を売りたたくことが

できるとミルトン卿は見ていた。

7)ファスチアン織物生産は特にマ ンチェスターとグラスゴウ周辺で長んに行われていたのその発

展状況に関しては，村山 高，前掲書， 35-41頁を参照。

代)地nutesof the 白 7eIaland ()Jarterly wurts.， JuneL:3， 17日，July:3， 17;:)7. Minutes of court of 
D立政・臼rs，.JWL 1 1 75Ei. 織布生産の一時停止によって 1755年 6月に社内生産用の亜麻糸在庫は

f8755にも値する 62侃8スピンドル spindleにまで増大した。これらの亜麻糸は後にダイアパー

Di叫沼T やダウラス白川出の生産に当てられたが 社内生産だけで量的に増えつつある亜麻糸

を消化するにはついに無理が生じそこでインぐらんドへの販売強化策が講じられたのである 0

~) 組問tes of Court of D.立町胞:s;Sep. 1 7 1 7回. BLCはロパトソン JcunesRcl貯 tsonとl¥う巡回商

人を雇って，マンチェスター地方のファスチアン織物業者を対象に亜麻糸の売り込み販売を

始めたのである。

1 ())第3章第 3節を参照。

11) S. G. O1eckland， op. ci L， pp. 1日)，228.

12)必nutesof 御伽7eTaland ()JarterJy Wurts， Mc1r. 3 j 755. 

13) Jbid， .Iun. 23 1755. 

(4) A. j. Wardcn， O[J. c i t， p.邸5.雌nutesof臼 Irtof庇r官加r.s;i¥pr. 6 17fY;j. 17%年6月24日に再開

された輸出補助金は 14年間を期限とするものであった。

15)佐四郎 of白IrtofIl立をむ却は pr.81756.必autesof the白 7eraland ()Jarter ly白 Irts， J ul. 1 1757. 
1751年"-'17%年の間の不況によって 多くの織エは仕事の機会を失い 生活のために止む得ず
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軍隊に入って，或いは新開地に移住する人が多かった。そのため，市況が好転したとしても，

織布労働力を再調達するのはきわめて困難なことであった。 1745年末から fulkeith， 

Mussleburgh， Kirkcauly， Ilmdt'e，八rbr，ωth各地方拠点で捜し回った結果， BLCはようやく生

産再開の時点で .188人の一年契約織エを確保することができた。

16)大野真弓編，前掲書， t987年， 191-19'2頁。

17) !!J id， Mar. 3 1755.帆布の輸出に際して，1エル 011当た 1)2ペンスの補助金が与えれていた。

18) Ibid，綿紡績と綿布捺染のほかに，ガウンga.vn，家具用のチェック生地 fumi turc O1ccks， 

縞生地 SLrir犯おの捺染事業も新規参入の対象として考えられていたの

19) S. D.チャ yプマン著佐村明知訳，前掲書， '21頁0

~O) 佐nutes of臼 Jrtof庇r町臼n;;Mar. 3 17日.綿糸生産の計画案が提出されたのは 17日年 3月のこ

とであったが，その後の出資者総会や取締役会の議事録には綿糸の生産活動に関する議論は

一度も出てこなかった。また 貸借対照表の在庫項目にも綿関連製品の品目は全〈見当たら

なかった。

21)第2章第を 4節参照。

22) Jbid，トeb.L() 17日.生麻布の敗売不振と不良債権の問題でグラスゴウの販売業務が 175-'1年に採

算事IJれとなったため 取締役会は同年にその支庖を閉鎖することに踏み切った。なお， 1758年

4月にト ッ ドはグラスゴウ支庖の再設立を提案したが 無駄な経費使いを恐れてト yドの提案

を否J夫したのである。

お)lbid， Dec.2 172s. J船1utesof the臼1eT8larXJ (J;arter ly白 Irts，Dec. 6 172s. 

24) Apr. 28 1757， J u 1. 28 1757，恥c.291757. C. A ~lco1川 0fJ. cit， p.47.トッドは特に北アメリカのメ

リーランド，パージニア，力ロライナや西インド諸島での販路開拓に力を注いだ。

25)紘nutesof臼Jrtof DiI町臼n;;July 5， 1Xx:.30 1756. May 12， Junc 2， July 28 1757. Mar.2， 

JtmC' 2L， Nov. 10， Nov.:泊 17SR.Jnn. H 17f>9.英仏 7年戦争の勃発によって，イギリス海軍から膨

大な軍服用生地の需要が発生しただけではなく 戦場 となっ た北海での輸送はほとんど不可能

になったため， ドイツからの輸入も大幅に減少した。こう した内需の拡大と競争相手の一時的

不在により， BLCは 17任)年前後に急速に内外市場での販路拡大を成し遂げえたのである。

お)Minutes of的。伽 leraJand (JJarterly臼 Irts， I.'oh. I g 17f>g. 

幻)A. J ]Alriド， (れ('/1. ， (]州日) [l. Z抗 2:桁.

28) lbid， p. 237.佐nutesof臼 Jrtof f)丘町向r.s;CK:t. 16 1716.生産業務の遂行を統轄していたマカ

ロックは，スコットランド亜麻布の低劣な品質がその販路拡大の大きな障害と見て，織布生産
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を白札の直接管理下におく必要があると，創業の時点から主張していた。

l:1)組nutes01'臼 Irt01'庇r町向rs， Feb. 19 1759.トッドはBLCから独立した後，ロンドン商人のア

ンダーソン 八1ex<mder J¥nder以別と共同して， BLCのロンドン販売代理商を務めていた。

30)自社直営の作業場の実態に関しては，第 2章第4節を参照。

31)伽 utes01'臼Irtof庇r官印I百 Feb.81759. A J. Ilrrie， qJ. ci t ， (1鈎5)，p. 237. 

32) !bid， Fcb. 8 1759.そもそも粗製亜麻布を製造するには高度な技術がを要しない一方，市場競争

力としては品質よりも価格の方がはるかに重要であった， とトッドは強調していた。

:11)姐nutes01' 白白Jeraland (JJarter ly白 Irls， .J u 1. 4 17S7. 

31) Ihid， Jul. 17 17出.

;日)Minutes o[ the白疋ra.J8Iχi(JJarter ly臼 Irls， .lu 1. 5 17ö~. 自己勘定で on solc eiC似 lnl製品を調

達するというのは， BLCが全額出資で製造業者に亜麻布を生産させるか 或いは直接製造業

者から製品を仕入れをするか， ということである。

36) Minutes 01'臼Irt01' D立町向巧ぬv.2917日.ヤング GωIrgeYω19はcru閃「如沼usの亜麻布製造業

者であった。 BLCと契約関係に入る前に 彼はすでに自らロ ン ドン向けの販売活動を行ってい

とが， この年にその ロン ドンでの委託販売先が相次いで破産したため BLCとの合同販売契

約を申し 入れたようである。

幻)Ibid， r-bv. L9 17S3. この場合に亜麻布の生産や調達業務はヤングが担当し BLCは取り扱い

製品のロンドンまでの輸送 ロンドンでの販売および販売代金の回収業務を担当寸ることにな

っている。

:氾)!bid，トわv.291753.折半出;貸の形をとっているため ヤングの借り入れ金は亜麻布の調達に必要

な資金の半分となっており それは製品代金が回収されるで年率協の利子がつくものであると，

合同契約で定め られている。

~9)組問tes 01' the白 Jeraland (JJar担 rlyCaIrtS， Ju1. 5 1762. 

.10) c. -̂tvb1 co ln~ op. c i L， p. 60.合同販売契約を申し込んだ製造業者の中に，もともと BLCの下で

働いていた織工或いはBLCの委託を受けていた商人や製造業者たる者は少なくなかった。合

同販売契約の締結によって，彼(彼女)たちと BLCとの関係は雇用関係から取引関係に転化

していったことは，域内製造業者の生産力の向上を理解する上で 特に重要な意味をもつもの

である。

11 )佐nutes01'臼Irtof D丘町臼rs， f<'eb. 8 1759.自己取引とし 1うのは， BLCは自己勘定で亜麻製品を

調達し，さ らに自己勘定でそれを販売することを指すものである。 したがって， この場合に製品
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の生産と販売過程で生じうる危険はすべて BLCが背負うことになっているのである。

12)姐即tesof the白7eT818lXi ()Ja.rteIてly似 Irts， J ul. 5 1762.亜麻布の調達，販売活動が全面的に「合

同販売J方式に切り替えられたのは 1762年 7月以後のことである。

43) c. A Malcolrn，伊・cit，p.31. ミル卜ン卿は 1751年中頃の取締役会で，ハイランドでの紡績工たち

が会社の利益を生み出す源泉であるという見解を示している。

小1)組問邸 ofthe白Jeral8lXi (J.o.rterly白Irts，.Im 7 1756， Jul. 5 1762. 採算が合わな~ ¥亜麻糸の在

嘩問題が初めて議題として提出されたのは 1762年の出資者総会であり，それまでは亜麻糸の生

産事業がはとんど問題視されなかったようである。

1日C.A Mal∞比qJ.ci L， p. 31，日.九j. llIrie，伊 cit ， (1979) pp. 116， 125， 136.ハイランドでの亜麻

糸生産事業だけではなく，良質亜麻布キャンプリク白山ricの製織活動を通仁て， BLCは「理

事会Jや「王立都市総会Jから多〈の資金援助を得ている。

46)組問郎 ofthe白沼ra18lXi ()Ja.rter ly伽 Irts， Jul. 5 1762. 

17) Ibu/.，船 1utesof臼 Irtof n立町向rs， Feb. 19 17PJ9. 1759年にトッドが辞職した後， BLCのロン

ドンでの業務活動はほとんどトッドに委託したことから見れば この時点、で BLCはすでに販売

業務まで手放したことがわかる。こうしてほとんど 第一線の生産や販売業務から撤退したの

で，この時期のBLCの事業機能はすでに「仲立ち商」や「倉庫業者」のそれに退化してしまっ

たと考えられる。なお， I倉庫業者Jの事業機能に関しては，川北稔，前掲書， 235頁を参照o

J1H)紛 7utesof 臼 Irtof 従r官印rs， Ser>. 2H 17部，.!L汎 J1 176 L C. A ~tlωl川中 Cl ι ， f)!1. f)g， 0 l. 

49)CJrristopher A Whatley， O{J. ciι， pp.54う5.S. G， Checkland， qJ. ciι， pp.214-215. この時期に域内

の商工業者が直面した最大の問題は資金不足の問題であり その原凶は特に貿易赤字の問題で

スコットランド域内の貴金属貨幣の保有量がかなり減少してきたことに求められる。

回')AαXXlI1tof伽 S臼tθ ofall ぬ α理W1ysJi:油企UIl30必ty17fXJ to 30 J佐ty1761. Profi t 8lXi ωss 
Aα:ount f'rao 30 M1y 1沼lto30J佑LY1764. 17ぽ)年度のやJ~会総額 f4:あ l のうちに，利子収入はわず

かr675に止まっていたが， 3年後の 1763年度には，利子関連の利益は利益総額f5(郎のうちに，

f4311を占めるほと.の増加ぷ 1)を示している。

51)地nutesof白川 ofn立をむωrs， Nov.2i日175:3， Scp. Ls 17~. 組nutesofthe白JeTBland Qxu-terly臼 .rrts.

Jul.!1 17o2. 

~2) lJinutes of白川 ofDiT町ωr可 0::1.. 2f1 1747， Apr. If) 1 74R， トわv.14，17日.

53)佐nutesof臼Irtof庇r配 tors， Aug.26 1762. 

日)ぬrterof tJ貯金2・tishL立7eI1(l理問ty; 1716， p. 11. 設立特許状の規定によると， BLCは手形や
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債券の発行を通じて，資金を調達することができる。

55)動 'Utesof the臼担ra1and (JJa.rter ly白 rな Jul.51762. 1762年 7月にドラモンド G.Drurrrond 

とリンズィ P.Lin山ayが出資者総会に今まで行われてきた事業活動の回顧録を慢出したが，その

中で BLCの事業機能は購買者にあらゆる種類の亜麻布を提供する，即ち「倉庫業者」

warchouseを果たすことにあると言及している。

;xj)佐nutesof白川 of11丘町的rs， I¥pr. L 17'17.じ.J¥. Malcoln~ OfJ. ci t， p.12.ロンドン市場では，特に

同じスコッ卜ランド域内の亜麻製品の販売を取り扱っ ている亜麻布販売商 dalcrがBLCの強

力な競争相手であったの

57)A. ]. Dwic， O{J. ciι， (1979)， pp. 66， 79. 

部)I L Ilam i I Lon， O{J. c iι， (1明治) [). 1α). C. A. Mal∞Jm， O{J. cit， [).ω. 

59) c. A. Ma lcolll~ ゆじiL ， p.~. 山川，前掲書， 191-192頁。北，前掲書， 71頁。

印)佐nut俗 ofωIrtof庇r町ぬr可地了.111761.取締役会に拒否されたこの合同輸出事業は，後にマ

カロソク個人と IJスポン商人と合同勘定(マカロックが1/3の出資分を引き受ける)で行われたよ

うである。

(-)1) lhid ，体ty:d.1 l7o1， I¥ug. 17 17削.昨lXine~rg， 0fJ. (_ゾL，p. 1Lo. 170:1年にポルトガルとメシュエン

条約を締結し，さらに 17話一1763年の 7年戦争でスペインとフランスに勝利を収めた後，イギリス

製品の輸出先としてポルトガル，スペインそして北米のカナダが次第に旧来のヨーロッパ大陸市

場よ IJ，重要な;竜ロ本を持つようになってきたことは特に注意を要する。

62)じ.A. Mal∞l川 O{J.ci t， pp. 48-49. カナダ向けの輸送船隊は途中J毎賊の難に遭い，商品が全部略奪さ

れた一方，スペインへの亜麻布輸出販売も大きな損失を被ったのである。

63)組問郎 of臼 Irtof庇r官加rs， Auι3 1758. 

61) Ibid，ぬr.211762. 

侃)姐nuteso[ the臼Jeral.and ()Ja.rter lyωIrt耳 Jlm.4，Ixx:.:1 17&1. 17例年に不良債権の償却が行わ

れ，それを受けBLCの資本価値 Stockは元来のf46287からJ::24274まで急減した。

66) Minutes of 白白担ra1and (JJa.rter ly courts，民c.31764. /，イランドでの紡績事業の運営にはB

LCが自ら多額の資金を投入した一方， i理事会」も数度にわたって資金援助を提供した。しか

し， 17陥年以後亜麻糸需要の減少と価格の下落によって BLCはこの分野の経営で年々 f400以

上の損失を蒙っていたのである。

67)佐nutesof似 Irtof 11丘町向r.s;Auι3，トむv.16 1758. 

~) Jbid， r-bv. 16 1758， Dec. 20 1759， Jan. 31 17ω. プレストンでの亜麻糸販売はマンチャスターとリ
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パプールのそれより大きな売上実績を上け.た。

6~) Jbid， Nov. 16，恥c.71758. マンチャスターへの亜麻糸販売活動は，亜麻糸の委託販売を申し込ん

だ現地商人の倒産によって中止した。

70) Ibid， Nov. 16 1758，民c.201759. 

71) j伽 utesof the白 Jera]and (JJa.rter ly臼Irts， Sep. 5 1768. A. .T. !¥l_r i e， op. c i (. ， (1979) p.ω. 飯塚，

前掲書， 214一215頁。 BLCによる/'¥イランドでの紡績事業経営は 1769年まで続いた。その後，i併合

所領管理理事会JIhtrd 0[" Anncxcd ~~c; tatcs (j 1791年までその経営管理を引き受けていたが，それ

も結果的に不成功に終わってしまったのである。

72) Jbid，比l.r.3 1763. C. -̂~lcolm，伊 ciL ， pp.50.赤字経営が続〈状況の中で， 1763年に取締役のー

人が会社を解散する動議さえ提出した。

73) A. J [)J.rie， 0fJ. ci L， (1979)印.115.亜麻布製造業者や商人への貸し付け，販売先への販売代金の信

用貸し，そして手形の割引など， l ¥ずれも多額の利子収入を得られる金融業務であった。

7~) 組nutes of臼 II1;of庇r官加r高地r.517臼.A. J以rrie，op. cIι， (lgJ5)印.お6，お8-239.マカロッ

クがこの時点で辞職する意向を表明したことの原因は一部の取締役は経営状況の悪化の責任が

彼のところにあると 取締役会で彼を非難し始めたことにあると考えれるが その他に外部者と

なったトッドが依然としてBLCの事業経営にロを出しつづけたことにマ力ロ yク本人が嫌気を

さしたこともその一因であるとデューリーが分析している。

75)佐nutesof the白誼aland (JJa.rter ly白Irts， J肌 617日.マ力ロックとの合同事業契約の全文は

1763年6月6日付けの出資者総会議事録に収録されている。

76) fbid， Jun.6 1763.設立特許状で定められている事業目的に反することと，不良債権額や株時価

などの財務状況がまだ開示されていないことを理由にして，グレンケルン伯たちは従来の事業方

針を変更し，マ力ロックと合同事業契約を締結することに反対していたのである。

77)佐nutesof Court of D丘町臼r可M-'1r.:117o1 C. -̂M:ll co 1 m， O(J. r: i t. ，同).f).T行6.グレンケルン伯たちの

抗議はどういうふうに収められたかに関しては， BLCのすべての公刊資料の中で何の言及も見

出させなし、。ただ， 1763年 3月5日付けの取締役会の議事録で，取締役会と AllanWhi tefordやTh∞邸

ooycsを代表とする「出資者委員会Jωrrnjttcc of Proprictorsが会社側としてマ力ロックと合同

事業契約を締結したという内容が示されているだけである。

7H) fhirL， SPfl.:1， Ixx~. :1 1 7n:~， M8r.:1， ]un.4 17M. C. A. Mn.leolrn， qJ. ci/.， pp.同，附.なぜ取締役会は自ら

の方からマカロ yクとの合同事業を廃棄したのかその原因は定かではない。しかし，恐らく合同

事業の実験期間中に出資者総会の方から財務状況調査委員会が組織され，その委員会によってマ
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カロンク在任中のすべての会計帳簿が調査されたことと関係があるのではないかと考えられる。

なお，その後合同事業の清算をめぐって，取締役会とマカロックとの間の財務紛争が数年間も続い

たようである。

79) c. -̂Malco 1m， qつ， αt，pp. 68， 70. B L Cは 1769年にハイランドでの紡績事業の経営権を「併合所

領管理3里事会」に返上し， 1772年にサル卜ン漂白場を f2240の値段で元の地主であるミル卜ン卿

に売却したのである υ

ば))Ihid， p(i.日刊7. マ力ロックとの合同事業案を企画・執行するに際して，会社の指導的存在であ

るミルトン卿が推進役を果たしていたが，マカロックとの事業契約が廃棄された後，ミルトン卿も

176-1年の 5月に副総裁の]肢を辞め， BLCを去っていったのである。

日1)伽 'Utesof 白白7eT81and (JJarterly courts， lJec.:3 17M. マカロックととル卜ン卿などの会社の

元老たちがBLCを去った後，経営主導権はドラモンド卿 ωorgeLρIrd Drunrondの手に移ってい

た。彼が 17&'1年末に BLCの新しい事業計画案を提出し，それに従って製造業者や商人への貸し

付けや牛形の割引などの金融業務が正式に会社の事業活動の重心となったのである。

回)''Short V i 0N of thc i凶 cprcscntlyωrrγcd∞by thc British Lincn ωrq:xmy" ， Minutes of the白 Jeral

and ()Jarterly wurts， lk.:~ 1704. 

&3) ruid ，亜麻布の合同販売活動が行われたことの目的は利益の獲得よりも 資金力や販売力が弱

l ¥製造業者や亜麻布の取り扱い商人の事業活動を手助けることにあると ドラモンド卿が強調

していた。

81)刀'Jid，この場合に， BLCが亜麻布販売から得られる利益や損失を一切負担せず，契約先から

前貸した分の元金と利子だけを受け取る一方 契約先は亜麻布のロンドンでの委託販売先を決

定する権限を持つのである。

8.'5) !bid J この場合に，亜麻布関係業者への前貸し分はサルトン漂白場に預けている亜麻布の時価

総額の:1/4以内に限定されている。

部)c.九比llcol川 0/).ciL， p.72. 事業資金の貸し付けに関しては，最初は「個人信用Jperωmel 

securi Lyが審査基準になっていたが 後に関係業者の倒産の多発によって 借りる側の所持手形

が貸し付け申請の可否を判断する基準となった。

H7) I h id， Iili. o( l， 7'2 すでに 17日年にハディン トン |凶dingLonの粗製羊毛製造業者 Taけ cdWooI 

ぬnltf'(l(‘t.o門によって RLCの最初の預金口座が開かれたが その後経営陣の預金業務に対する

消極的な姿勢もあり ，sLCに預金口座の開設を申し込んだ者は僅か少数に止まっておリ，預

金業務が本格的に展開するようになったのは l~ 年代以後のことであった。
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88)必ηvtesofωut of Dir町的rs， Jul. 15 1756. 1756年 7月 15日付けの取締役会の議事録によると，

取締役会はハテザイントンHaddi昭tonの粗製羊毛製造業者 T紅寸凶 W∞1Manufactoη からの総額約

f2仰の預け入れ申請を受け入れた一方，同預金残高に対して年率 4%のやl子を与えることも決

めたのである。

89)C. A Malco1m， op. cit， p.174. この時期に地方金融代理人が置かれていたのは， ダンディー

l)Jndω，パルス Pcrth，アノ〈ルディーン川)Crd∞11， ビーターヘッド PclcrhcaJ， クロマルティ

じrcm-I.rlyなどの東北口ウランドやノ、イランドでの主要な地方都市であった。なお，金融業務の進

行において，会社恨IJの信用と資金力が最も重要な要因ですので，地方金融業務の執行代理人と

して選ばれた者は大抵現地の富裕な商人，弁護士，或いは地主など，比較的に資金力があリ，

しかも比較的に社会地位の高い「矧i紳階層」に属する者であった。

咲))I biJ. I>p. 51-52， 05.組 ηvtesof臼 IrtofD立町的rs，トvv.211763. S. G. 01民;khlllJ， 0/).ι:iL， p. 117，150. 

スコ y トランド銀行は BLCの亜麻生産事業からの離脱に対して不満を表明しながら，その金

融業務の展開が自らの業務活動を脅かすものと見て， 1770年代初頭まで BLCに対する妨害行

為を続けたのである。

Yl)船 7utesof wurt of Dir官加古 JM.1， 1707. C. ̂-比ucol川 op.cit.，伴).05.S. (;.げ1eckland，0/). ci L ， 

pp. 1 J斤 11R.

4'2)佐nutesof臼utofD立前向問卜わy.211763. C. -̂M8J∞1m， 0/). cit ，同).51-52. ロイヤル銀行は 17ω

年代において， BLCに数度にわたる財政的な支按を提供したが， BLCの金融業務が軌道に

乗るにつれ，次第に従来の協力態度を変えていき 17ば)年代に入るとむしろスコ ットランド銀行

と牛を結んで. 8LCの業務活動を妨害する恨IJになったのである。

9J)地nutesofωut ofD立民・臼rs， 凶)Y.21 1763， Jan. 1， 30 1767， Feb. 3 1767. 

91)C. A Malcolm， op. cit， pp. &1-00. S. G.σ1cck1and， op. ciι， pp.215，お1.

%) fh id， Jl. SO. S. C. (.heck I ffild， 0fJ. c iι， Jl IIR-121~ 北，前掲書， 132， 1:Y'i， 142-14:1頁。資金不足の問

題を解決するために BLCは 1763年に スコットランド独自の金融制度である「任意選択

権J(恥tion ClelU叩を導入した。自社発行の約束手形の支払い要求に際して 即時現金で支払う

か，或いは利子付きで 6ヶ月以内に現金で支払うか このニつの選択肢を手形の呈示者に与える

ことを特徴とする「任意選択権」制度の導入によって 流動資金不足の問題が確かに多少緩和

された。 しかし. 170.")年に銀行法 ITlnkAc:tが施行した後， r任意選択権」制度の適用が法的に

禁止されるようにな り，そこで経費を節約し，新たな資金源を捻出するために， sLCはやむを

得ず，亜麻生産事業の整理，清算に踏み切ったのである。
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%)Minutes of the Genera1 and Q...Jarterlyωurt， Sep. 5 1768，ぬr.21772. なお，サルトン漂白場の売

却の詳細に関しては，第 3節;主 21を参照。

97)組問tesof似 Irtof D立政臼rs， J肌 28，Jl肌 241700. C. -̂Malcolm，伊lcj[.， pp.飴も7.亜麻布生産

の関連事業から完全に撤退した後， BLCは 17~ 年代まで亜麻布取引所Linen llallの運営を通じ

て，間接的に亜麻布の販売活動に携わっていたが，当取引所の運営も優れた販売実績をよけ.ら

れず，最終的に 1791年にアレン商会IkViωr，Allan & Co.に売却したのである。

明)じ.A.地IIco I m， O(J. c i L， 1)1). 71， 77 -7H. 

仰)S. (;. 01cck 1川 d，O(J.ι:iL， pp.~， 1/10， 15:3ーし日. スコットランドで最初に地方支庖網を通じて，金融

業務を展開したのは BLCであった。そして BLCの後を追い スコントランド銀行，ロイヤル

銀行やいくつかの地方銀行も次々と地方支屈を設け 自らの金融業務活動の範囲を拡大しよう

としていた。こうしたイングランドにはなかった地方支庖制度が 18世紀スコントランド金融の

一つの大さいな特徴をなしていた。

l∞)c. !¥. Mal∞1m， qJ.cit.， 1).71，84. S.G.01eckland， qJ.cit， pp.151. 1771年にスコットランド銀行が

BLC発行の約束手形を引き受けることを発表し それをもって BLCはようやく域内の二大特

許銀什川b1ic b(ulkによって，その銀行としての地{立が認められるようになった。ところで，連

合王国議会から銀行営菜の特許状を手に入れ，正式に「銀行J'111ビsriLlshLinefl s:u血の商号で金

融業務活動を行うようになったは 1810年まで待たなければならなかった。
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学出版会) 1似)年。

関源、太郎. IP.リンズィの「インダストリィ」概念についてースコ y トランド啓蒙形成期にお

ける|経済改良」提言の一つの論理」九州大学 『経済学研究j]53-1・2，1犯7年;IT.メルヴ

ィルの「経済改良」提言にみるスコットランド「近代的経済社会」の構想-P.リンズィの

所説との対比で-J九州大学 『経済学研究j]53 4・5，1館7年; 1匿名『スコットランドに

おける漁業およびリネン製造業改良の諸理由』について」 九州大学『経済学研究』

l兜&

関口尚志「イングランド銀行と重商主義 (2)一銀行創設の社会的推進主体一J W経済学論

集j]:3ト3，1航年，

田中秀夫『スコットランド啓蒙思想史研究一文明社会と国帝IlJJ名古屋大学出版会， 1931年。

チャールズ・シンガ一等編，高木純一等編訳， If'技術の歴史/7j]筑摩書房， 1%3年。

チャンプマン若佐村明矢口訳 『産業革命の中の綿工業』晃洋書房) 1蜘年。

樋口{散「マニュフアクチャーの発達J，松田智雄編『西洋経済史J青林書院， 1蛾年。

徳永正二郎 『為替と信用』新評論， 1976年。

G.ドナルドスン著 飯島啓二訳 『スコットランド絶対王政の展開-16・17世紀スコットラン

ド政治社会史 一』 未来社， 1972年，
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中村耀著 『繊維の実際知識』 東洋経済新報社， 19)1年。

ナショナルジオグラフィック， (日本版)1日記年 9月号。

『日本経済新聞JI19)7年 9月 11日朝刊， 9月 12日夕刊， 9月 13日朝刊， 9月 17日朝刊， 9 

月20日朝刊，

wファルガスン著飯島啓二訳 『近代スコッ卜ランドの成立一18-20世紀スコットランド政

治社会史』未来社， 1987年，

山田勝 『近代イギリス貿易経営史』創成社， 1981年。

湯沢威 『イギリス経済史』有斐閣， 1虫記年。

].ラングトン&RJ，モリス編 米川伸一 ・原剛訳 『イギリス産業革命地図近代化と

工業化の変遷 1780-1914.n 原書房， 1錦9年。

渡iE尚 『ラ インの産業革命ー原経済圏の形成過程』東洋経済新報社， 1鎗7年。

『現代ヨーロッパ経営史』有斐閣， 1~お年。
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